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第4章　教育労働裁判の判例分析

　この章では，私は，若干の代表的な教育労働裁判の判例をとりあげ，それら

をできるだけ1子細に検討しながら，教育労働法研究の課題性を浮彫りしでみよ

うと思う。あるいは，そうした仕事への取り組みをとおして，教育労働法学を

新たに創造していく必要性を説いてみようと思う。

　（1）　私がこの仕事を思い立ったのは，実は，中山和久『争議権裁判例の軌

跡』（一粒社，1975年）に接してからである。というのは，この書は，随所で極

めて有益な問題提起をしているからである。中山説が本書で提起している問題

は，いくつかの教育労働裁判の判例を分析してみると，そのなかに，教育法学

的には評価に値する判断を示しながら労働法学的には評価に耐えないような判

例があり，反対に，教育法学的には評価に値しないが労働法学的には1江己渡

に評価できるような判例がある，とするならば，これまで「教育権の理論と，

労働者権の理論とが，はたしてうまくかみあわされて主張されていたかどう

か」「教員の組合運動自体のなかでの教育権論と労働者権論とが，どれだけ上手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
に組み合わせられているか，ということが問題にもなって」くるという売言の

なかに，集約して示されている問題である。より一般化してみれば，二自分の

利益だけを追求するのではなしに，国民の利益を維持し，向上させるという責

任をも負っている」公務員につき，この責任は「公務員の労働基本権を制艮す

るための論理としてのみ主張されてき」たけれども，「逆に，公務員の労働基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
本権を主張するための，責任論はありえない」かという問題である。

　（2）　私は，このような問題提起自体が，教育労働裁判の判例分析という方

法が教育労働法研究の課題性を示すの1・こ有効な方法であることを，すでに明快

に示唆していると思うのである。というわけは，中山説は「教育権論と労働者

権論とを上手に組み合わせること」を研究課題として提起しているわけである
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

が，まさにこの両者を上手に組み合わせるためにこそ，教育労働法学なる新た

な法科学の創造が必要とされると考えられるからである。私は，結論からいえ

ば，教育法学の教育権論と労働法学の労働者権論とをそのままに上手に組み合

わせることはいかにしても不可能ではないか，と考えている。その理由は，教

職員労働者の権利への接近の仕方が，教育法学と労働法学とではまるで違って

いるからである。教職員労働者の権利を定立する際に，教育法学のほうは「労

働論的接近法」にもとついて定立しようとするし，労働法学のほうは「存在論

的接近法」にもとついて定立しようとするからである。

　「教育権論と労働者権論とを上手に組み合わせること」によって教職員労働

者の学テ反対行動等の団結行動を刑事罰・行政罰から全面解放するためには，

もっぱら教育労働の特殊性（＝教育専門職者性）に着目しながら教育権論を展

開するのでもなく，また，もっぱら社会的存在の特殊性（＝賃労働者性）に着

目しながら労働者権論を展開するのでもなくて，一方で，教育専門職労働を掌

るがゆえに教育権の保障を必要とする教育労働者が，他方で，被管理の賃労働

者という従属的人間存在であるがゆえにその教育権を制限され否定されやすい

こと，このことに着目して，教育権を支える団結権の理論の播築に取り組まな

くてはならないと思われる。

　（3）　この点，いま少し詳説しておこう。教育労働ないし専門職労働は，労

働過程のなかにお：ナる労働者人間への人格的自由の保障を要求する。そのよう

な人格的自由の保障をまってはじめて，専門職労働者は，労働対象たる相手人

間の人権保障に直接に責任を負うことができるからである。教育法学は，まさ

に，教育労働過程そのもののなかで教育労働者に人格的自由が保障されなくて

はならない，その法制的根拠を明示する法科学にほかならない。ところで，賃

労働者とは何であるか。すでに本論文の第1章第2節で労働法学の常識により

ながら示したように，経済的従属と人格的従属と，この2つの従属を強制され

る人間こそ賃労働者人間にほかならない。労働過程そのものとの関係でみれ

ば，そこにおいて人格的従属を否応なしに強制される人間こそ，賃労働者とい
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う人間存在にほかならないのである。となれば，教育労働者はまことに矛盾に

満ちた人間存在となる。というわけは，教育労働者は，教育専門職者としては

労働過程における人格的自由の保障を必要不可欠としながら，賃労働者として

はそこにおいて人格的従属を否応なしに強制される，そのような人間存在とな

るからである。賃労働者は生産手段ないし生活手段を所有しない人間存在であ

るから，資本に労働力を商品として売る（＝給付）ことによって，その反対給

付として生活手段たる賃金を受け取り，そのことではじめて自分自身とその家

族の生計をたてることができる。このような資本への経済的従属こそ，労働過

程において賃労働者に使用者が人格的従属を強いることを可能ならしめる，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
の当の物質的根拠にほかならないのである。

　資本（国家）による経済的従属の強制（剰余価値の生産を可能ならしめるも

の）に向けては，賃労働者は，一般に，労働基本権（憲法28条，労組法，等々）

たる団結権を行使することによって対抗する。資本（国家）の強要する労働過

程における人格的従属に向けては，専門職労働者は，そこでの人格的自由の実

現＝達成をめざして，極めて特殊な，専門職労働者に固有な，団結権を発動し

なければならない。この種の団結権の行使は，その社会的存在の賃労働者性が

要求するものではなくて，掌る労動の専門職労働性が要求するものである。

まさにそれゆえに，人格的自由の達成，より具体的にいって教育権・職務権限

の確立，そのために労働者権＝労働基本権を向けることは必ずしも正しくない

と，こういうことになるのである。

　以上の理由から，私は，教育法学の教育権論（＝人格的従属の批判の法理）

と労働法学の労働者権論（＝経済的従属の批判の法理）とをそのままに上手に

組み合わせることにはいかにしても無理が生ずると考えるわけである。

　経済闘争のすすめ方と教育闘争のすすめ方とがまったく同じであってよいと

いうようなことは，私にはどうしても考えられない。生存権闘争の受益主体と

教育権闘争の受益主体とは，皮相表面的にみるのでないかぎり，けっして同じ

ではないからである。

　4　　　　　　　　　　　　　　　　－204一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

　※　この辺の問題に関して，ここではこれ以上に突っ込んで検討することは控えること

　　にする。教育闘争の，あるいは教育権闘争の，その特殊性はどこにあるか，その主た

　　る担い手はだれになるか，等々の問題についてはもちろん，そのような教育闘争の特

　　殊性に由来して生ずる教育闘争のすすめ方の特殊性はどのようにあらわれるか，教育

　　闘争のプロセスにおいては親・庄民と教職員ないし教職員労働組合の関係はどうある

　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　　べきか，等々の問題については，別の箇所でも詳説しているからである。また，この

　　論文「教育労働法学」の別の章節でも随所で言及しているからである。

　（4）ただ，私がここでさらに一歩すすめて指摘しておきたいことは，教育

闘争における「父母と教師の結合」とか「住民と教職員との結合」とかいうこ

とが，ごく常識的にいわれるようになってきていることに関してである。

　もちろん，このような「結合」論は，教育闘争のあり方についての「労働組

合主義」的・「労働基本権主義」的な理解とでもいうべき偏向を克服しつつあ

る点で，また，教育闘争のあり方と経済闘争のあり方とを区別しつつある点

で，評価するに値するものである。しかし，従来からの「結合」論には，一つ

の欠陥が内包されているように思われるのである。その欠陥を一言でいうなら

ば，従前の「結合」論のなかでは，父母・住民と教職員とが団結し結合してす

すめる教育闘争のプロセスにおける両者それぞれの固有の役割・位置・関係な

どが必ずしも解明され解析されるまでにいっていないという，その点である。

ただ両者が結合し団結して闘争をすすめるならそれでよいということには，お

そらくならないだろう。とりわけて，私は，教育闘争過程においては，父母・

住民こそが闘争の主役に位置づき，その主役がすすめる教育闘争を教職員（組

合）が脇役的に援助し支援し指導するという，そのような両者の関係が形成さ

れるのでなくてはならないこと，この点が明確にされなくてはならないだろう

と思っている。

　さらにいえば，教育闘争の主役に住民を位置づけるうえで，あるいは住民が

教育闘争において主役的役割を演ずることがでぎるようにするうえで，教職員

労働者（団結）が第一義的になすべきこと，なによりもしなくてはならないこと，

それは何であるかという問題がある。この問題については，私は，庄民たち一
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人ひとりの教育権意識・教育請求権意識を育てること，そのような権利を自分

たちがもっているのだという自覚をよりはっきりと意識するように援助するこ

と，このこと以外にはありえないと考えるのである。「教育はおかみのもので

ある」とする根強い伝統的な住民の教育意識を順次にときほぐしていって「教

育は地域庄民のものである！という教育意識を育てあげること，そのために住

民たちの学習を助けること，このことのための努力をぬきにしては，結局，強

力な教育闘争が起こり発展することはありえないと考えるのである。

　（5）　ところで，以下の本章で教育労働裁判の判例分析を試みるといって

も，すでに，私は，最高裁5・21判決の分析に本論文でも取り組んできている。

また，かつて共著で出版した『国民の教育と教育権』（福村出版1971年）のなか

の論文「教員の学問の自由と教育権」では，教育労働裁判判例というより教育

裁判判例の代表的・模範的な事例である，かの家永三郎原告の提起した「教科

書裁判」の杉本判決の内容を仔細に分析した。そういうわけで，あるいはとり

たてて本章を設けることに疑義をもたれる向ぎもあるかもしれないが，「教育

裁判判例」と区分して「教育労働裁判判例」を摘出したとしても，まずは，そ

の数はかなりのものになる。地裁から高裁さらに最高裁まで，陸続と関係判決

をだしているからである。加えて，それら多数の教育労働裁判の判例は，その

内容からみると，まことに多種多様なものがあり，一つの判例が他をリードす

るといった現象がほとんど認められないのである。最高裁（判決）に対する地

裁・高裁の下剋上（的判決）も極めて多いのである。そうであれば，当然に，

それらの判例が，教育裁判，労働裁判，教育労働裁判の，そのいずれの範ほに

属するものであっても，それらのなかに，かえって私たちが教えられるような，

あるいは貴重な示唆を与えられるような，そのような判例も含まれていること

は，容易に想定されうるところであるし，実際にそのようなものが存在するの

である。上記の各種の裁判の判例分析から学ぶところ　　学説をさらに発展さ

せていくうえで　はないというように観念的に想定することは，したがっ

て，正しくないのである。また，もちろん，多くの判例が，現行の支配的な集権
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

的労働管理秩序を是とすることによって，現実の文部省・教委の政策・行政の

補強に役立っていることは間違いのないところである。しかし，それにして

も，そうであるならなおさら，それらの判例の批判的検討をすすめることが必

要となってくるのである。

　以上が本章を設ける理由である。

　（6）　なお，私が本章の教育労働裁判の判例分析において，主にとりあげ

る，あるいはとりあげることを予定している判例は，学テ裁判および勤評裁判

の判例のうちの若干のものである。判例そのものを収録してある関係で参照し

た文献は，兼子仁編『教育裁判判例集1』（東京大学出版会，1964年），兼子仁・佐

藤司編『教育裁判判例集1』（同，1973年），青木宗也ほか編『資料・日本の教育

と学テ裁判1（全3巻，労働旬報社，第1巻］977年8月，第2巻同年10月，第3巻同年9月）

等である。なぜに学テ闘争関係および勤評闘争関係の裁判判例をとくにとりあ

げるか：こついて，詳しい説明は必要ではないと思うが，あえていっておけば，こ

の2つの闘争が，戦後日本の教育史上において，教職員労働者団結によっても

っともはげしく闘われた教育闘争の典型的事例だといえるからである。このう

ち，学テ闘争のほうがより純粋な教育闘争であるから，私の判例研究も，いきお

い学テ裁判の判例分析のほうに傾斜することになるけれども。勤評裁判の判例

分析はすでに労働法学者によって相当程度行なわれているということもある。

（1）中山和久『争議権裁判例の軌跡ニー粒社，ユ975年，153ページ。

（2）同，154ページ。

（3）現在の私の研究関心は，教育法学上の　教育の自由」と労働法学上の「人格的従

　属」とをどのような関係でとらえたらよいかという，そういう，いうならばご教育労

　働条理」（兼子仁）の何であるかの追求にあるわけではなく，もう少しばかりすすんで，

　教育権論を教育権闘争論に，権利論を権利闘争論に，発展させ，教育権闘争（＝教育

　闘争）論をより具体的に績密に構成することに向いているが，私のこのような研究関

　心の出発点にある「教職員労働者の専門職者的性格と賃労働者的性格との関係をどう

　つかまえるか」の問題についての私の問題提起を佐貫浩氏は，つぎのように高く評価

　してくれている。文章に若干手を加えて，ここに紹介してみたい。佐貫説が私見のな

　かの「積極性・進歩性」を具体的にどこに認めているのか，機会があれば氏からより
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　具体的に示してもらえると有難い。

　　佐貫論文「現代教育と教師の任務一教師論文献にふれつつ」（教育科学研究会編

　『教育」国土社，1978年4月，第356号）は，堀尾輝久氏が「教師の研究と教育の自

　由」は「まさに教育ということがらの本質にその根拠をもつ」とし，「教職の専門性

　をたんなる専門的知識の具備という要件にとどまらず，その労働の実践と研究におい

　て自由と自律性が保障されるべきことを不可欠の要件として含む」ことを指摘して

　いるといったのち，私のご教育専門職の理論」によりながら，私が，二物的生産労働

　一般がその労働過程において資本家の生産目標と管理にしたがわねぱならないという

　：従属労働管理関係』を教育労働においては」克服・変革されなくてはならないとい

　う意図で問題提起をしている旨をのべて，そののち，「その意図の積極性と進歩性が評

　価されねぱならない。」（74ページ）というわけである。

　　教職員労働者は，かれらの自由と自律性とを獲得するために，「従属労働管理関係」

　をどのようにして変革していったらよいのか，その方途についてもさらにほりきげて

　検討されることをのぞんでおきたい。

（4）私がこれらの問題について，もっとも仔細に論究したものは岐阜教職理論研究会

　『「教育正常化決議」と「教育県民会議」一教育労働法の法社会学的研究一：（「教

　職理論研究」第2号，1978年）のなかの第1部拙稿論文「教育労働法研究総論二であ

　るが，基本的な私の発想については，拙著7教育専門職の理論』（法律文化社，ユ976年）

　ですでに展開したところである。

序節　教育労働裁判判例分析の方法論

　教育労働裁判　　教職員労働者団結が学テ強行実施阻止闘争などの教育闘争

に取り組んだことが，あるいはそのような教育闘争を指導したことが，果たし

て民事罰・刑事罰の対象となるかの問題をめぐって論争され展開される裁判

一
の判例分析を手がけるに際して，この判例分析の方法論に関して若干のべ

ておかなくてはならない。

　もちろん，広く教育労働裁判といえぱ，そのなかには，教職員労働者団結が

政治闘争や経済闘争に取り組んだことが違法視されて，その結果裁判となるケ

ー スも含まれることになるだろう。しかし，教育労働法学が定立をめざす団結

権は，教育権・職務権限の維持・確立・確保をめざす団結権，つまり教育権的

基本権であるので，以下で検討の対象とする教育労働裁判（判例）は，教職員

8
一
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労働者団結が教育闘争に取り組んだことをもって事件となった，そのような裁

判（判例）に限定することにする。

　判例分析と法制度分析との関連

　（1）教育労働法学の構築の課題性を明らかにするための方法としては，教

育法学の法理および労働法学の法理の成果と欠陥とを明らかにするという方法

がある。もしもこれら2つの法理によって教職員労働者の権利を全体的に定立

することができるというのであれば，なにも教育労働法学というような特殊な

法科学をとくに構想する必要はない。しかし，これらのいずれの法理によって

も，教職員労働者の権利は全体的には定立されえない。というのは，教育法学

が定立するものは教員の教育権であり，労働法学が定立するものは教職員の労

働者権であり，その範囲にとどまっているし，とどまっていて当然だからであ

る。しかし，私は，教育法学説および労働法学説を検討しながら，これらの学

説の成果と欠陥とを明らかにすることは，ここでの課題とはしない。この課題

には，すでに私は，『教育専門職の理論一教育労働法学序説一』（法律文化社，

1976年）だけでなく，この論文のなかでも取り組んできているからである。

　（2）教育労働法学の構築の課題性を明らかにするための方法としては，教

育労働裁判の判例を分析するという方法がある。とりわけて，最高裁学テ事件

判決などは，教育労働法研究の課題性を相当程度まで明示したといってよいよ

うに，私には思われる。この判決の評価は，教育法学の立場からであろうと，

労働法学の立場からであろうと，いずれにせよ一面的で部分的な評価にとどま

るのであって，教育労働法学の立場からのみその全体的な評価が可能となるよ

うに，私には思われてならない。この判決のなかに含まれる団藤重光反対意見

や坂本吉勝意見などの評価は，教育労働法学の観点に立つのでなくては，もは

や十分にはなしえないのではないか。また，「苅田学テ事件」判決として知ら

れる福岡地裁小倉支部判決（昭和39年3月16日）にしても，教育労働法学の構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
築の課題性を「あらためて」明示した典型的事例の一つとみられるのである。
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　（3）　そこで，以下，私は，教育労働法研究の課題性を示すために，教育労

働裁判の判例分析を試みるわけであるが，ここで，教育労働法の法制度現実の

分析と教育労働裁判の判例分析との関連につき，若干のべておかなくてはなら

ない。

　元来，教育労働法の研究を要請しているものは，その法制度現実そのもので

あって，教育法学説や労働法学説などの欠陥でもなけれぱ，教育労働裁判の判

例そのものでもない。また，文部省筋の教育行政論・教育労働法論そのもので

もない。教職員労働者の労働権をめぐる現実の問題状況こそが教育労働法学の

構築を現実的課題たらしめているのだからである。その法制度の現実が教職員

労働者の労働権を制限し否定しているからこそ，職場や地域に労働権をうち立

てようとする教職員労働者の団結行動そのものの合憲性・合法性を論証するこ

とを自己の課題とする，そのような法科学としての教育労働法学が創造されな

くてはならないのである。そうだとすれば，教育労働法の法制度現実の形成過

程のなかにおける裁判所の判決・判例の位置が問われなくてはならないことに

なる。判決・判例こそが法制度現実を形成しているとは，必ずしもいえないか

らである。法制度現実の形成に主導的な役割を果たしているものが裁判所の判

決・判例だとも，必ずしもいえないのではないか。とくに，こんにちのよう

に，多種多様な，相互に矛盾し対立しさえする，判決・判例が実存するとなれ

ば，教職員管理過程における行政当局の判決・判例のとりあげ方は，極めて盗

意的なものとなる余地が十分にあるからである。

　（4）　しかし，それにしてもなお，つぎのような方面からみれば，教育労働

裁判の判決・判例が法制度現実の形成にあずかって作用していることは否定で

きないのではないか。文部省筋の教育行政論が法制度現実の形成に主導的・決

定的な役割を果たしていることは，およそ間違いのないところである。そして，

それが決定的な役割を果たしているのなら，教職員の労働権，とりわけ教育権

等はまことに危機的状況にあることになるし，現実に危機的状況にあることも

間違いのないことである。憲法26条・23条，教基法2条・6条・10条等の規定
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にてらしてみて，とても理解できないような不条理がまかり通っていることに

なるし現実にまかり通っている。そこで，ときに，職場や地域の教職員団結が違

憲・違法な職務命令に不服従等の抵抗行動を起こし，教育権等の維持・確立の
　　　　　　　　　　　　　（2）
ために「職場放棄」（渡辺洋三）に入る。当局はこれを処罰・処分し，ここに教

育労働裁判となる。裁判所がその抵抗行動を違法行為と断定するなら，裁判所

はその後の抵抗行動をすべて封じ込んだことになり，違憲・違法な職務命令が

「合法」「正当」な命令として，その後もまかり通ることになる。となれば，そ

の裁判所の判決は，法制度の現実の存続に手をかしたことになり，法制度現実

が判決によってつくりだされていることにもなる。法制度現実が判決・判例に

よって守られていることになる。およそ以上のような意味においてである。

　（5）そうだとすれば，裁判所が教育法・教育労働法をどのように認識し解

釈しているか，この点を分析することによっても法制度現実は一定範囲でとら

えうることになる。裁判所が教職員（集団）の教育権・職務権限を侵犯する行

政権行使を容認し，かてて加えて，そのような行政権行使に対抗する教職員集

団の団結権行使への処罰・処分をも容認し続けるとするなら，行政当局のそう

した行政行為一これこそ法制度現実を形成している当のものである　　はい

っそう定着していくわけである。

　（6）教育労働法学は，いうならば，教育権的基本権および生存権的基本権

を，それらを法認しようとしない法制度的禁圧体制から解放しなくてはならな

い。そうだとすれば，それは，とりわけて教育労働裁判の判例を分析の対象と

し，その吟味・批判をとおして，学テ反対行動等の合憲性・合法性を証明しな

くてはならない。そうすることによって，法制度変革の実践に貢献しなくては

ならない。ここでこのような研究課題が生ずることは，さらにるる説明するま

でもなく，すでに明白となったことであろう。教育権・職務権限を確立し維持

し拡充する，そのための団結権の法理を提供することによって，教育労働裁判

の判例による，当局の教職員労働者に対する処罰・処分からの解放，これを

達成していかなくてはならない。さもなければ，当該判例の多くがそうである
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ように，教育権闘争の権利の行使は，その合憲性・正当性はこのうえなく明白

であるのにもかかわらず，いつまでたっても法認されないことになり，その結

果は，子ども，親住民，総じて国民の教育権はうち立てえないことになる。

一般に，権利論は，権利闘争論によって支えられてはじめて，現実性を獲得す

る。国民の教育権論も，したがって，国民の教育権闘争論によって支えられな

くてはならないのである。しかし，この教育権闘争論の構築の課題性の自覚

が，わが国の教育法学界のなかでは，どうも少しぼかりいまなお不足している

ように私には思われる。

　（7）　ところで，今後の教育労働法現実の実証的研究をより科学的に寸すめ

るために，ここで，「法制度」ないし「制度としての法」なる概念に関して，

少しばかり言及しておこう。教育労働法学は，法科学の名に値するものであろ

うとするかぎり，「具体的現実を具体的に分析する」のでなくてはならない。

そして，そのためには，そのための概念を必要とする。従来から，私自身は，

渡辺洋三『憲法と現代法学』（岩波書店，ユ963年）によりながら，法規範＝法源，

　　　　　　　　　　　　　　（3）
法意識，法制度という3つの概念を使って具体的現実の分析を試行してきたの

であるが，どうも法制度という概念だけでは不十分なように思うようになって

いる。

　なるほど，学校労働管理組織を事例にしていえば，法制度概念こそその支配

的側面をとらえるのに有効な概念であるに違いない。しかし，当該管理組織の

具体的現実を法制度なる概念によって全面的にとらえることには無理があるよ

うに思われる。というのは，当該組織の現実は，そのなかに，管理政策に対抗

する教職員組合（分会）等の抵抗運動の所産をもとり込んで組み立てられてい

るに違いないからである。たとえば，法制度の一環たる学校管理規則とか学校

内運営規程などに主任の校長任命制が規定されていても，実際にはその校長任

命制がたんなる形式的手続きに終わっているような学校職場は，数多くあるよ

うに思われるのである。だとすれば，法制度という概念だけでは現実はとらえ

切れないことになる。
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　そのようなわけで，新たに「法関係」なる概念を法制度概念と区別して定立

しておいて，これをも使いながら現実分析をすすめてみてはどうかと考えるわ

けである。もちろん，この「法関係」なる概念は，長谷川正安『新版・憲法学

の方法』（日本評論社，1968年）が「憲法関係」として提起している概念である。

その概念内容は必ずしも分明ではないけれども，長谷川説は，憲法を構成して

いる要素として，渡辺説と同様に，意識規範，制度の3つをあげたうえで，

さらに加えて「憲法関係には，（この）3要素のすべてがふくまれており，そ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
れはもっとも具体的な憲法現象である。」と説明しているから，私の理解する

ところでは，支配的な法制度とそれと対立する法意識・法制度とを含み込んで

法関係が成立していると長谷川説は説いていると，こういうことになる。その

ように私には思われる。

　実際に学校労働者管理の組織＝秩序を分析してみると，ここではその具体的

事例をあげることは控えるけれども，管理側が意識してつくりあげようとして

いる制度とは違った，あるいはそれと異質対立的でさえある制度が，部分的で

不安定ながらも，そこに実存していることが知られるのである。ときには，管

理側の意図にまったく反して，職員会議が議決機関性を備えており，校長の校

務掌理権一文部省筋の説明ではこれは包括的支配権なのである　　の行使が

一定の制約・限定を受けてしまっているというケースがままみられるわけであ

る。

　そのようなわけで，法制度はそのままでは現実の管理秩序を表現していると

はいえないのである。したがって，学校労働管理秩序の法制度的分析とは，そ

の秩序の支配的な側面を分析したものをいうことになり，文部省・教委の指示

するところや条例・規則・規程などを素材とすることでその作業はひとまず完

了することになるが，その法関係分析ということになると，それだけでは足り

ないことになり，調査対象校の管理運営の現実態によりリアルにそくして作業

をすすめる必要があることになる。その科学性を一段と高める形での当該秩序

の分析のためには，したがって，より意識的に法関係分析に取り組まなくては
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ならないということになる。法制度なる概念をも含み込んでの法関係なる概念

を設定しての，学校分析のなかで，あるいは地域の行政運営分祈のなかで，は

じめて，法制度批判の実践・運動の成果が浮上してくることになる。

　今後の教育闘争の発展は，ますます，教育労働法の法関係の現実態分折の必

要を高めることになるはずである。

　（1）ここで私が「あらためて二というわけについてのべておく。たとえば，「学テ」が実

　　体的にも手続的にも，まさに二重に違法だとするなら，当然に，そのような違法行政に

　　対抗して，その阻止・反対にでる集団行動等は，一般には違法行動とは評価されるわ

　　けもないのであって，その正当性は明白である。違法な行政行為をそのまま許すほう

　　がおかしいわけである。ところが，実定法上において，違法な教育行政行為に対抗す

　　る集団行動の権利は明文規定をもたないし，この種の権利についての法理も，しっか

　　りと形成されるまでにいっていない。一般的にいって，労働者権ないし団体行動権の

　　法理とは違った，公務員性，教育関係者性，専門職者性一いずれも労働論の立場か

　　ら迫ったときにでてくる性格一にもとつく集団行動権の法理というものが，いまだ

　　形成されるまでにいっていない。そのようなわけで，切角学テ違法を断定した判例が，

　　この違法行政に抵抗する集団行動を評価するときには，今度は，それが集団行動であ

　　るという点だけからみて，それを地公法37条・6ユ条4号で照射したり，公務執行妨害

　　罪で照射したりして，違法＝処罰・処分正当と結論してしまうケースが当然に生ずる

　　わけである。苅田事件判決こそ，その代表的事例である。教育権論と集団行動権論と

　　が論理的に首尾一貫しない判例が多くあるのなら，この両者を首尾一貫させるため

　　に，教育権論を活かすためにも，集団行動権論そのものの構成に向かわなくてはなら

　　ない。しかし，教育法学者は，案外とこのことに意識的・意欲的でないからである。

　②　拙著二教育専門職の理言紀法律文化社，1976年，537－569ページ参照のこと。渡辺

　　洋三「法社会学の課題』東京大学出版会，法社会学研究7，1974年、

　（3）渡辺洋三「憲法と現代法学」岩波書店，1963年，16ページ以下。

　（4）長谷川正安r新版・憲法学の方法2日本評論社，ユ968年，64ページ。

　学テ事件等の判例分析の意義

　（1）私が以下で分祈の対象とするものは，学テ事件判決であり，勤評事件

判決である。「そのような過去の事件の判決を分析する意義はどこにあるのか」

という，このような疑問があるいはだされるかもしれない。そこで，以下，

私は，学テ阻止行動を例にとって，この疑問に答えておこうと思う。
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　詳説tるまでもなく，学テ阻止行動は，教員（集団）の教育権を侵犯するこ

とになる，そのような文部省の文教政策ないし教育委員会の管理運営政策に対

する教職員団結の抗議行動であり抵抗行動である。そこにおいて発動されたも

のが教職員の団結権であることについては，疑問の余地がない。学テ阻止行動

においては，その団結権が，あれこれの教育施策の実行を要求するためにでは

なく，特定の文教政策・管理運営政策の実施を阻止するために行使されたとい

う意味で，消極的な形で行使されたわけである。しかし，当然にまた，その団

結権がより積極的な形で行使されて教育条件等がよりよく改善されるというよ

うな場合も，当然に想定されうるわけである。

　（2）　問題は，学テ阻止行動において行使された教職員集団の団績権は何

か，にある。労働法学上の団結権は憲法28条の労働基本権であるが，私は，学

テ反対行動等において発動された団結権は，労働法学上の団結権とは別種のも

のと考えるのである。労働法学上の団結権はご生存権をうち立てるための団結

権」であって，まさに「生存権的基本権」と呼ぶにふさわしい団結権である。

その本体は経済的基本権にほかならない。労働法学者間で憲法28条のいう　団

体行動二の内容理解をめぐって相当にはげしい論争があるけれども，ここには

「経済的政治スト」は含まれるけれども「政治的政治スト」は含まれないとす

る理解が順次に有力となってきていることにも注意しなくてはならない。これ

に対して，「教育権・職務権限をうち立てるための団結権」は，むしろ「教育

権的基本権」と呼ぶにふさわしい団結権であって，これまでの一般労働法学が

関知しなかったところの，一般の賃労働者が必ずしもその保障を必要としない

ところの，そうした特殊な団結権である。この団結権の保障なしにも，教育労

働者は賃労働者であり続けることはでぎる。しかし，この団結権の保障と行使

とをまってしか，教育労働者は教育専門職者であり続けることはできない。つ

まり，生存権的基本権の保障と行使とが必要であることは，教育労働者に存在

論的接近法で迫ることで明らかとなるが，教育権的基本権の保障と行使との必

要は，教育労働者に労働論的接近法で迫ることによって，はじめて明らかとな
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るのである。学テ反対行動等の教育闘争の正当性・合法性は，生存権的基本権

論としての労働基本権論によってではなく，この行動が被管理の従属労働者存

在のステータスにある教育労働者の，その掌る労働の特殊性から発したものな

のであるから，まず専門職労働の特殊性を解明し，そのうえに立って教育権的

基本権論を定立して，これによって論証されなくてはならない。

　（3）　ここで，より端的に，上記2種類の団結権の異質性を示しておこう。憲

法28条の団結権は，憲法25条の生存権に由来するものであるから，教職員労働

者が自分自身（とその家族）の人権を確保するための団結権にほかならない。

生存権・生活権を確保することは，まさに自己自身のために必要なことであ

る。ところが，教育権的基本権の必要はそのようなところにあるのではない。

憲法23条の「学問の自由」の保障は，同26条の国民の「教育を受ける権利！な

いし学習権を，教育労働者が自己自身の直接責任において保障していくため

に，そのために必要となるのである。つまり，教員（集団）の教育権は，子ど

もの学習権を保障するために，他者の人権を保障するために，必要とされる人

権である。とすれば，教育権的基本権は，結局のところ，子どもの学習権の保

障のために必要となるのだから，他者の人権を保障するための団結権という本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
質をもっているということになるのである。

　とすれば，第一に，教育権的基本権は，他者とともに共同行使されてしかる
　　　　　　　　　　（2）
べきだということになるが，第二に，それは生存権的基本権にもまして手厚く

保護されてしかるべきだという結論が，論理必然的に導きだされることにな

る。つまり，自己自身の利益実現のための団結権行使と比較して，他者の利益

実現のための団結権行使がよりきびしい民事罰・刑事罰にさらされるというよ

うなことは，まったくの不条理となるのである。だから，教育権的基本権の行

使にたいしては，労働基本権行使に際して適用される不当労働行為制度が全面

的に準用されてしかるべきなのであり，むしろそれ以上の保護が考えられてし

かるべきなのである。しかし，そのためには，検察側はすべての職場離脱等の

団結行動を「争議行為」と認定して地公法37条・61条4号を適用して処分し処
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罰しようとするから，このペースにひきずられることなく，発動された団結権

が何であるかを見極めて，まずは，そのうえでその行動の弁護にあたっていか

なくてはならないということになるであろう。

　（4）　ところで，学テ事件等の判例分析の意義は何かの問題は，以上にのべ

てきたような特殊な団結権，これを現行法制度による刑事罰・民事罰から解放

することの意義はどこにあるかの問題となる。もちろん，そのような団結権理

論の構築は，国家の「教育統制権能」と国民の教育権とがするどい対抗関係のな

かにあり，今後とも前者の「教育統制権能」が後者の核心に位置する教員（集団）

の教育権を全面否定するまでにいきかねないから，その反対に，教育権を「教

育統制権能二による全面否定から守りながら，教育権による「教育統制権能」

の制限を実現していくうえにどうしても必要となる。教職員団結を核とする国

民的団結の還動こそが，二教育統制権能」の機能範囲を教基法10条の示す範囲に

限定することを可能ならしめるのであり，教職員（集団）が行政権の「不当な

支配」を排除しながら「直接教育責任」の原理を実現していくことを可能なら

しめるのだからである。しかし，上記の団結権を法制度的禁圧体制から解放す

ることのこんにち的意義は，以上の点にとどまらない。こんにちの日本の教育

の危檬は，とくに後期中等教育および高等教育を事例にしていえば，学校間教育

条件の著しい格差が実存し，しかもそれが一向に解決される気配がない，それ

どころか逆にいっそう学校間格差が進行せしめられようとしていること，ここ

から「試験地獄」「入試地獄」「乱塾時代」「落ちこぼれ」「非行・自殺」その他

の現象が生じていること，等にもあらわれている。このような危機的事態は，

国家・地方公共団体・学校法人をして学校間教育条件格差の解消・教育条件の

抜本的な整箭充実に取り組ませること，まさにそのための要求実現闘争のいっ

そうの発民をまってはじめて解決されていくと考えられるが，まさにその要求

実現の行動に際して発動されるものこそ，ここでいう団結権にほかならないの

である。この種の団結権を解放することの意義は，以上の諸点にある。

　（5）学テ事件判例分析を，ここでは判例そのものの分析に限定している
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が，本来ならばこの分析は，よりトータルな状況分析を踏まえて試行されるべ

きものであろう。とくに，ごく最近になって，青木宗也ほか編『資料・日本の

教育と学テ裁判』（全3巻，労働旬報社）が出版されたから，そうした試行の必要

はいっそう増大したといわなくてはならない。すでにのべたように，学テ反対

闘争は，勤評闘争より以上に，より純粋な，教育闘争であったし，教育権闘争で

ありひいては学習権闘争であった。それ自体は，学テ強行実施に抗議する抵抗

闘争であったから，いわば消極的な教育闘争にとどまったけれども，こんにち

より積極的な教育闘争への取り組みが，国民の切実に要求している教育と教育

条件を実現していくための教育闘争を国民的規模で起こし発展させることが，

さしせまった課題となっていることからみて，学テ反対闘争につぎいっそうほ

りさげた研究をすることの意義は大きい。

　（6）　以上，教育労働法学が定立をめざす団結権が何であるかにつき，生存

権的基本権と対比しながら明らかにしてきたのであるが，教職員労働者の団結

が形成されるのでなければ，この団結権の行使も不可能である。この点，ここ

であらためて指摘するまでもないことである。ところで，現代日本の教育の

危機は，実は，この教職員労働者の団結形成そのものが著しい困難につぎあた

っていること，まさにここにも発現しているのである。そうだとすれば，教育

労働法学の研究は，さらに，教職員労働者の団結をどう形成していくのか，そ

の団結を核とする国民的団結をどう形成していくのか，不団結の現実はどのよ

うな形態でみられるか，団結形成の障害ないし困難はどこにあるか，不団結の

現実のなかからの団結の誕生はどんなみちすじでみられるか，等々の問題の実

証的な研究にすすんでいかなくてはならない。「教育労働法の法社会学的研究」

ということになるだろうけれども。

　しかし，こうした「教育労働法の法社会学的研究」は，私たちの共同研究会

がまさに第三テーマのもとで取り組むことを予定しているところであり，その

ための実証的研究の方法論を目下鋭意検討中という状況である。この研究の素

材・目的・方法等につき，固まってきている部分もあるけれども，方法論を素
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描する段階までにはいまだいっていない。だから，教育労働法の法社会学の具

体的な方法論については，機会をあらためてのべることにする。

　（7）　ところで，私は，上記の諸問題の解明をめざす実証的研究を「教育労

働法の法社会学的研究」といったけれども，なぜにそのようないい方ができる

のか疑問をもたれる向きもあるかもしれない。そこで，本章ののちの第1節で

この疑問に答えておこうと思う。わが国の法社会学の代表的学説，渡辺洋三説

をフォローしてみると，渡辺『法社会学の課題』（法社会学研究7，東京大学出版

会，ユ974年）がまことにするどい問題提起をしていることが知られる。従来か

らの労働法学の研究方法論に向けて問題を提起した箇所であるが。

　（8）　あれこれの法科学の研究成果が判決形成に作用してすぐれた判決を生

みだす事例は，もちろん数多くある。反対に，あれこれの判決が，あるいは積

極的に，あるいは消極的に，あれこれの法科学の形成・発展に作用すること

も，もちろんありうる。後者の事例の一つに，私は，あまり知られていないも

ののうちから，福岡地裁「福教組勤評事件」判決（昭和37年12月21日）をあげ

たいと思う。この判決は，地公法37条・61条4号の違憲性をいったわけでもな

く，勤評の目的の何たるかをつかまええたわけでもなく，結論的には勤評闘争

に対する刑事制裁を肯認したものであって，ぎびしく批判され非難されてしか

るべき判例の一つである。しかし，その判旨のなかに，つぎのような指摘をし

た箇所があり，この指摘には学ぶべき要素が含まれているように思われる。

　「漸次勤評問題に関する一般の関心が高まるにつれて，組合の内外，殊に識

者，父母大衆等から」福教組の考え方・行き方についての「同調的意見と共に，

批判的乃至反対的意見も現われるに至ったのに」福教組はこれらの批判的・

反対的な意見に耳を傾ける点で必ずしも十分ではなかった。「概して言えば，

その父母大衆等に対してもっぱら自己の考え方を強調するに止まり，或は父母

大衆等を単なる啓蒙若しくは情宣活動の対象としてしか考えていなかったので

はないかと疑わしめるものがある。かかる態度は，公立小，中学校における教

師が特定の階層或は特定の考え方の人達のみのものではなく，色々な階層に属
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し，色々な考え方を持ち得る幅広い大衆及びその子女のものであるというその

本質にも背反するものであ」るというのがそれである。

　論旨のねらいが福教組の勤評闘争への非難にあることは明白であるが，この

指摘に対し「検討に値しない」という態度をとることは正しくないだろう。と

いうのは，ここには，「教育は父母大衆およびその子どもたちのものである」と

いう「国民の教育」の思想が顔をのぞかせているからであり，「勤評闘争はも

っと父母大衆とともにすすめる国民的闘争として取り組まれるべぎものであっ

た’という示唆があるからである。教育闘争は，事実，「父母大衆等を単なる

啓蒙若しくは情宣活動の対象としてしか考えていな」いとみられるような，そ

のようなスタンスでは成功的にすすめることはできない特殊な闘争なのであ

る。r国民とともに国民の教育を創造する」という目的意識に自覚的に立って

すすめられるべき闘争だからである。

　「では，父母大衆等を単なる啓蒙・情宣の対象と考えるのが誤りだとすれば，

父母大衆等をどのように考えてどのような関係を保持していけばよいのか」と

いう問題が，たちまちにしてでてくる。この問題に即座に解答を与えることは

およそ不可能であろう。この判決も，この問題にはなんらの示唆的解答も与え

ていない。だから，判決はたんに消極的な問題提起をしたにとどまっているわ

けである。そこで，のちの「教育を地域住民の手で」の項で，この問題への私

の解答を若干与えてみることにするが，教育労働法の法社会学的研究こそは，

上記問題により具体的でより実際的な解答を与えるものでなくてはならない。

　ゆ　～他者のための人権二論については，本節ののちの「注民の敦育権」論でいま少し

　　考えてみることにする。

　②　この点に関して，いま少し補足しておく。

　　　教育権的基本権は，なにも敦育労働者，教職員労働者に特殊固有な団結権ではな

　　く，教育者・被教育者に普遍共通な団結権である。両親はもちろん，子ども，住民た

　　ちも，いずれも共有する団結権である。だから，教育権受犯行政に対しては，教育者

　　団結が対抗して当然ということになるのである。子どもの団結，親の団結，住民の団

　　結，そして教職員の団緒は，すべてこの教育権的基本権の享有主体である。行政権の

　　不法・不当な行為は，次図に明らかなように，結局は子どもの学習権・発達権の侵犯
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1行政権

L
〉

1‘父母・住民＿敦職員

．＼／
　　　　　
子ども

として集約的にあらわれる。しかし，その侵犯は，けっ

して直接的にではなく，父母・住民の教育権＝教育責

任および教職員のそれを侵犯することを媒介としてあ

らわれてくる。したがって，教育闘争は，子どもの学

習権・発達権を保障することを目的としての，父母・

住民・教職員の共同悶争としてたたかわれるべきもの

となる，この点を確認したうえで，この共同闘争のプ

ロセスにおける父母・住民と教職員との関係のあり方

がほりさげて検討されなくてはならないのである、

　教育労働裁判の判例分析の課題

　教育労働裁判の判例分析の主要課題が教職員労働者が教育権・職務権限をう

ち立てるための団結権を法制度的禁圧の体制からいかにして解放するか，この

点にあることICついては，もはやくりかえすまでもあるまいと思う。

　しかし，そのためにはより具体的にいってどのような問題の解明に取り組む

必要があるかは，教育労働裁判の判例分析を相当に積み重ねるなかでしか分明

になってこない。「処罰からの解放」の観点だけからみても，暴行罪，建造物

侵入罪，道交法違反，地公法61条4号該当，公務執行妨害罪，等々の罪責によ

る処罰追認のケースが多いから，あれこれの所為が果たしてこれらの罪責によ

る処罰に該当するかについて，個々に吟味し検討していかなくてはならない。

とくに，特定所為が暴行罪とか建造物不法侵入罪とかに該当するかどうかにつ

いては，個々に判断していくほかなく，一般的に論ずることが困難であるよう

にも思われる。

　しかし，これまでに私がみてきているかぎりでは，政治闘争や経済闘争を別

にしていえば，教育闘争に関しては地公法61条4号該当および公務執行妨害を

理由とする処罰・処罰肯認のケースが極めて多い。とするなら，教育闘争に向

けて地公法61条4号は適用できるのかの問題と，公務執行妨害罪の成立要件は

何かの問題と，少なくともこの2つの問題に焦点をあてて考察をすすめること

が「処罰からの解放」にとってとりわけて重要な意義をもつと，こういうこと
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　　（1）

になる。そして，私自身は，これまでは主に「教育闘争に向けてまで地公法37

条・61条4号は適用できるか」を問題にしてきているから，今後は「公務執行

妨害罪の成立要件は何か」の問題に，より積極的・精力的に論究していかなく

てはならないということになる。

　教育労働裁判の判例分析のなかで取り組むべき主要な研究課題が具体的に何

であるかにつき，2つの課題を指摘してみたのであるが，このうちとくに公務

執行妨害罪の成立要件の問題に関して，あらかじめ，若干論及しておこう。

　まず，いま私の手許にある範囲で，教育闘争に関係する判例がどのような罪

名で有罪を宣告したり，または無罪としているかをフォローし整理してみる

と，およそつぎのようになる。

　〔北海道学テ事件関係〕

旭川地裁　　昭和41・5・25

木L幌高裁　　　　　昭スロ43・　6　・26

最高裁 昭禾051　・　5　・21

〔岩手学テ事件関係〕

　　盛岡地裁　　昭和41・7・22

22

仙台高裁　　昭和44・2・19

最高裁 昭和51・5・21

学テ・教基法10条・地教行法54条②違反

公務執行妨害罪不成立＝無罪，建造物侵

入等有罪

学テ・教基法10条・地教行法54条②違反

公務執行妨害罪不成立＝無罪

学テ・適法

公務執行妨害罪成立＝有罪

　学テ・適法

　地公法37条・61条4号合憲

　地公法61条4号違反

　学テ・適法

　法律的支配は教基法10条が許容する

　地公法61条4号限定解釈合憲＝無罪

　地公法37条・61条4号合憲

　地公法違反罪成立，道交法違反

一
　222　一



〔勤評反対事件関係〕

　　東京地裁　　昭和46・10・15

　　和歌山地裁　昭和38・10・25

　　福岡地裁　　昭和37・12・21

　　佐賀地裁　　昭和37・8・27

　　最高裁　　昭和44・4・2

〔学テ阻止事件関係〕

　　福岡地裁　　昭和39・3・16

熊本地裁　昭和37・9・14

教育労働法学（勝野）

地公法37条適用不可罰

地公法37条・61条4号適用可罰

地公法37条・61条4号適用可罰

地公法37条適用不可罰

地公法37条・61条4号（限定解釈合憲）

適用不可罰

　ごく不完全なフォロ’一一tLとどまってはいるが，

争の担い手たちが公務執行妨害罪で有罪を宣告されているケースが，
　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
テ阻止享件で数多くあることがわかる。

　しかし，のちにも詳説するけれども，公務執行妨害罪などという罪名を，あ

れこれの教育闘争への参加者あるいはその実行者に着せることなど，実は，元

来，人が一般に考えているほど容易なことではないのである。というのは，一

般に，」公務」を執行する側は国家等であり，その「公務」の執行を妨害する

側は国民・住民等であるけれども，もしもその「公務」がその実質的内容にお

いて真にパブリック・サービスの名に値するものであるときに，そのサービス

を提供される側がそれを提供されることを妨害するなどということは，もと

もと考えられないことだからである。なるほど，パブリックへのサービスに

値するような，そういう実質的内容を備えている公務の執行を妨害する人間が

存在するなら，その人間は当該罪状で処断されてしかるべきであろう。しか

し，果たしてそのような人間ないし人間集団の存在が想定できるのであろう

か。
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学テ・地教行法54条・教基法10条違反

公務執行妨害罪成立

学テ・教基法10条②適法

公務執行妨害罪成立＝有罪

　　　　　これによってみても，教育闘

　　　　　　　　　　　　　　とくに学



　このように考えてくると，実は，国民の妨割こさらされるような公務とは，

パブリックへのサービスではなくて，まったく反対に，パブリックに実害を与

えるような，いわば「私務」にほかならないことが知られるのである。国家や

資本の利益をはかる，そのような行政行為が公務の名で執行されるからこそ，

必然，そこに国民や庄民の側からの抵抗行動が起こるわけであり，行政の側は

これを「公務執行妨害罪」と名づけて処断するわけである。果たしていうとこ

ろの公務が真にパブリックへのサービスの実質を備えているのか，あるいは備

えていたのか，この問題をま正面から問うこともせずに「公務執行妨害罪は成

立するのかしないのか」を問うこと，そのこと自体がまずはきびしく問題とさ

れなくてはならないのである。いうところの公務が国家（資本）の利益を増進

し，それゆえに国民（住民）にはいっそうの不利益をもたらす，このことが明

白であるからこそ，そのような公務の執行を，ほかならぬ公＝国民全体の側が

中止させ断念せしめようとする，これがこんにちの「福祉国家一行政に対寸る

公務執行妨害の内実の本質にほかならないのではなかろうか。

　勤務評定制度，全国一斉学力調査，主任制度，教科書検定制度，これらの政

策・行政の実施＝執行が「その福利は国民がこれを享受する。」（憲法前文）と

されている国民の福利享受権に抵触しないと，あるいはそれを侵害することは

ないと，どうして断定できるのか。「生命，自由及び幸福追求に対する国民の

権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の冒政の上で，最大

の尊重を必要とする。」（憲法13条）とすれば，憲法原理上，国政たる公務の執

行に対して国民が妨害＝阻止の行動に出ることなど，およそまったく考えられ

ない事件ではなかろうか。しかも，憲法12条が「この憲法が国民に保障fる自

由及び権利は，国民の不断の努力によって，これを保持しなければならない。」

と命じている以上，国民の福利享受権を侵害し否定するような公務執行行為に

対しての抵抗行動そのものには，明らかに合憲性が備わっていることになるか

ら，公務執行妨害罪などという罪名で国民（住民）を処断することのほうが，

かえって，憲法12条・21条等違反に該当することになるのではなかろうか。
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教育労働法学（勝野）

　要するに，公務執行妨害罪の成立要件に関して，私がここで指摘しておきた

いことは，いうところの「公務」そのものの内容については相当に厳格な点検

が必要であり，そのことをぬきにしての「妨害者」の処罰は許されないという

こと，かりに「公務」の適法性・妥当性に少しでも疑義があるとき，その「公

務」の執行への抵抗行動の合憲性は疑いもなく存在するからその行動には「違

法性の阻却」が認められなくてはならないということ，以上の2点である。

　（1）「処罰＝刑事罰からの解放」の観点からみての2つの問題を指摘したけれども，さ

　　らに，「処分＝行政罰からの解放」の観点からみれぱ，また別の問題が浮上してくる。

　　が，この問題に関しては，次項で取り上げることにする。

　（2）地公法37条・61条4号等が公務員の労働者性に発する労働基本権行使の処罰・処分

　　に利用されるものとすると，公務員の公務執行そのものへの拒否行動の処罰に利用さ

　　れるものが，この公務執行妨害罪ではないかと思う。公務労働者の公務員性に発する

　　抵抗・拒否行動の処断にこの刑罰が科せられるわけである。刑法学の研究の不足して

　　いる私には，ここで，この公務執行妨害罪について綴密に論ずる余裕がないが，私は，

　　公務執行妨害罪による処断は，本来，極めて困難だと考えるのである。というわけは，

　　もともと「公務」と「執行妨害」とのあいだには，深刻な矛盾が内在していると考える

　　からである。元来，公務というものが国民・住民から，その執行妨害で迎えられると

　　いう，そのようなケースは，その内実が実は公務ではないという事実を前提にせずし

　　ては，考えることさえもできないのである。だから，従来の公務論は，「公務の適法性

　　の程度」とか二公務執行と基本的人権の関係」とか，「公務が妨害されて仕方のない

　　ケース」とかを問題にしてきたように思うけれども，問題はそのような公務解釈論に

　　はなくて，もっぱら「公務の内容が国民の利益を増進するものであるか」の，より内

　　容的な観点から，公務論を再構成していかなくてはならないように思うのである。だ

　　から，実は，「公務執行妨害罪の成立要件」が問題なのではなく，「当該公務は公務と

　　しての内実を備えているか」「公務が公務として成立する要件は何か1こそが問題と

　　されなくてはならないのである。

　最高裁判決の動向と教育労働法学

　教育労働法学の研究課題は，最近とみにその反動性・悠意性をつよめている

最高裁の判決の動向にてらしても，見定められなくてはならない。

　（1）　5・21岩手学テ事件判決において，「地公法37条1項，61条4号の各規

定は，あえて原判決のいうような限定解釈を施さなくてもその合憲性を肯定す
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ることができる」として，限定解釈合憲論さえ退けた最高裁は，1977年12月23

日，「公立学校の教職員が争議行為をしたときは原則的にすべて懲戒処分の対

象となる」「地方公務員の争議行為を一律全面禁止する地公法の規定は，労働

基本権を保障した憲法28条に反しない」という趣旨の判断を示した。この判断

は，1958年4月，東京都教職員組合が勤評実施に反対して行なった一斉休暇闘

争が地公法37条に違反するとして，都教委から停職等の処分を受けた96名が起

こした都教組の「懲戒処分取り消し請求訴訟」の上告審で示されたものであり，

その意味で，この12・23判決は，5・21岩手学テ事件判決が地公法61条4号によ

る処罰を合憲としたのに続いて，地公法37条による争議行為実行者の処分＝行

政罰まで合憲としたわけである。従来，地方公務員のスト参加者の行政罰：こつ

いては，最高裁で判断されたことはなかったから，さきの5・21判決とこの12・

23判決とがでたことにより，地方公務員の争議行為には当局は刑事罰・行政罰

の両面処断の体制でのぞむことが許されることになったわけである。「これに

よって『争議行為』に対する法律問題は終止符を打ち，同時に地方公務員の労

働基本権は，刑事罰，行政罰の両面から制約されることとなった。」（1一毎日新聞」

1977年12月24日）といわれるまでにいたったわけである。

　（2）最高裁判決が，このように，地公法の37条・61条4号の規定を無限定

に合憲と判示し，「地方公務員の争議行為はすべて処罰・処分の対象となる」

とtるにいたり，もしもこの反動的方向が今後とも支配的となるとすれば，こ

れからの教職員組合の各種の闘争がいっそうの困難に直面することになるだろ

うことは疑いがない。

　そこで，あらためて，このような最高裁判決の最近の動向にてらして，教育

労働法学の研究課題が探られなくてはならない。もちろん，労働法学にとって

みれば，地公法37条・61条4号の違憲性・違憲無効性を，さらに精緻な法論理

をねりあげて，それによって論証していくことが課題となろう。しかし，教育

労働法学にとってみれば，「勤評闘争で発動された団結権は，労働基本権（憲

法28条）ではないから，これまでを地公法37条・61条4号で裁くことはでき
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

ない。」旨を説いているだけでは足りなくなったように思われる。むしろ，教

育労働法学は，いま一歩すすめて，教育闘争に向けるべぎ住民的団結，これを

いかに形成しいかに発展させるか，この問題の解明により精力的に取り組まな

くてはならなくなったように思われるのである。

　（3）　その理由は，たとえ最高裁が地公法37条・61条4号合憲論によって教

育闘争を禁圧することが筋違いの論法ではあっても，最高裁のねらいは，実

は，教育闘争を禁圧すること自体に置かれていることにある。だから，もしも

最高裁が地公法37条・61条4号合憲論による処罰・処分が筋違いであることを

認めたとしても，まさにその反省のうえに立って最高裁が教育闘争を法制度的

禁圧体制から解放することなど，およそ考えられないことだからである。

　最高裁が地公法37条・61条4号の無限定合憲論を展開してきているねらい

は，教職員労働組合の経済闘争・教育闘争ひいては政治闘争の全体を全面的に

封じ込んでしまうことにあるとみられる。

　（4）「地公法37条によって果たして教育闘争参加者を処分することはでき

るか」の問題については，すでに私見をくりかえし提起してぎた。だから，今

後に一段と必要なことは，地公法37条および同61条4号によって当局が教職員

公務員を処分・処罰することが不可能となるような，そのような状況ないし条

件をどのような運動によってつくりあげていくのか，この問題を解いていく

こと，そのこととなるだろう。今回の都教組の「懲戒処分取り消し請求訴訟」

に最高裁12・23判決が示した判断は，争議行為の参加者ないし実行者は「原則

的にすべて懲戒処分の対象となる」と結論したものであり，しかもその基礎に

は，地公法の該当条規の解釈には限定解釈合憲論など入り込む余地もなく，争

議行為を一律全面的に地方公務員につき禁止している「地公法の規定は，労働

基本権を保障した憲法28条に反しない」とする無条件合憲論を据えており，こ

の点ではかの最高裁5・21判決のいう，あえて「限定解釈を施さなくても（地

公法37条・61条4号の）合憲性を肯定することができる」という見解をそのま

まに踏襲してしまっているわけであるから，こうした最近の最高裁判決の反動
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的動向にてらしてみるならば，地公法の該当諸条規の違憲論をこれに対置させ

ること，このことと並んで，あるいはそれ以上に，すでにのべたような状況＝

条件をどういう論理・形態の運動によって創造するのか，まさに事態は，この

問題の解明をよりするどく私たちに迫ることになったと解するほかない。

　（5）逆にいえぱ，最高裁による処断を容易に許してしまうような，あるい

はこれまでのような最高裁による盗意的＝違憲的な処断を可能ならしめてきた

ような，これまでの私たちの運動，そこに内在する欠陥を容赦なくえぐりだ

し，私たちの運動を質的；飛躍的に発展させることが課題となったと，私には

このように思われてならない。

　では，何が最高裁による慾意的処断を許してきたのか，許しているのか。も

ちろん私には，この問題につきこれをここで全面的に明らかにすることはでき

ない。そこで，その原因を，これまでの勤評闘争，学テ闘争，等々の教育闘争

の内部に，あるいはこれらの闘争の発喪に責任を負った指導理論の内部に，そ

こだけにしぼってここで若干なり考えてみるよりほかにないわけである。

　戦後の教育闘争史をより1了細にフォローすることによってそのことを実証す

る仕事を後円にゆずって，ここですでに相当に確実に指摘でぎるように思うこ

とは，「教育闘争における教職員組合の中心主義ないし請負主義」こそ，その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
主たる原因の一つになっているのではないかということである。もちろん，こ

こでは，たとえば，特定の教育闘争をすすめる過程において，教職員紅台がど

れほど父母・住民を決起集会等に結集し参加させることができたか，このこと

が問題なのではない。この点からみれば，おそらく「請負主義」などという批

判はあたらないに違いない。ここでいう請負主義とは，もっと原理的で基本的

な欠陥をいうのである。

　請負主義の克服とは，教育闘争の主役を，教職員組合から父母・住民の方に

移行させ，教職員組合が脇役につく，そのような原理にもとついて教育闘争の

新たなスタイルを創造することをいう。このスタイルの問題に関しては，ここ

ではこれ以上論及しないけれども，実はこのようなスタイルの転換の必要につ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

いては，すでに堀江正規『教育闘争』（教師の友社，1963年）や黒lll俊雄『現代労

働問題の理論』（労働旬報社，1968年）などが指摘していたところなのである。こ

の点，私の『教育専門職の理論』（法律文化社，1976年，565　－569ページ）を参照さ

れたい。

　（6）教育闘争において，たとえ父母・住民が主役を演じたとしても，主役

を演ずる父母・住民が処罰や処分から解放されるわけではない。たとえば，父

母・庄民を公務執行妨害罪等の罪名で処罰することもでぎるし，会社側等がさ

まざまな理由をつけて処分することもありうるからである。しかし，教育闘争

の主役を演ずる，演じるのでなくてはならない，そのような父母・住民が地公

法37条・61条4号の適用をうけることはありえない。だから，上記のように教

育闘争のスタイルを変えるなら，最高裁がいかに地公法該当条規の無条件含憲

論を採月しつづけたとしても，教育闘争を禁圧することはできなくなる。

　もちろん，私は，以上のことを一つの戦略論・戦術論としていっているのでは

ない。反対である。主役と脇役の交代こそ，教育闘争　　子どもの学習権・発

達権をより十全に保障するための闘争　　にとってもっともふさわしい形態と

なるからである。社会科学・経済学・労働法学からみてもそのようにいうこと
　　　ロ　
ができるし，また，教育闘争が目的とする子どもの学習権・発達権のより十全な

保障，これを達成する第一次的責任は本来両親にあり，その直接負託をうけて

教職員（集団）がその専門職的職責を遂行しているという両親と教職員（集団）

との，子どもの学習権・発達権の保障をめぐる負託・被負託の関係についての

法理，このような教育法の条理を基礎にして展開されてしかるべき教育闘争の

特殊固有な性格にてらしてみても，上記のようにいうことができるのである。

　以上の私の教育闘争論からみても，rいかにして（父母・注民の）教育闘争

を公務執行妨害罪から解放するのか」「いったい公務執行妨害罪にいう公務の

概念内容について，『比較的にゆるやかに解されてよい』とか，『いかなる程度

に適法性を備えていなけれぱならないかは一概1こはいえない』とか，そのよう

な把握の仕方でよいのか二等々の問題が相当に精緻に精力的に取り扱われなく
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てはならないと，こういうことになってくるわけである。

　（1）従前の教育闘争の欠陥の一つを「教職員組合の請負主義」に求めることは，あるい

　　は一面的に過ぎるかもしれない。戦後日本の教育闘争の歴史をフォローしてみたとき

　　にも，果たして十分に実証できるか，この点も問題として残してある。

　　　しかし，「教育を地域庄民の手で」とか「教育を地域住民とともに」という，教育

　　運動のなかで確立したスローガンはすでにあるわけであるし，たとえば「恵那の教育」

　　のなかに，その実践スタイルの一つが定着しているように思われるのである。

　　　「恵那の教育」についての実証的研究は，いま，岐阜教職理論研究会の課題となっ

　　ているわけであるが，ここでは，教育課程づくりも教育運動づくりも，そのいずれも

　　が，「父母との合意形成・共同作業」としてすすめられているように思われる。

　　　元来，「教育を地域住民の手で」というスローガン，あるいは「教育の住民自治」とい

　　う概念のなかには，2つの要素ないし側面が内包されているわけである。その一つは，

　　「教育実践そのものを地域住民参加のもとで創造していこう」という要素であり，い

　　ま一つは，「教育権を地域住民の手でうちたてよう」という，教育闘争にかかわる要

　　素である。私の見るところでは，「恵那の教育」のなかでは，「教育づくりを地域住民

　　とともに」という原理に導かれた実践や運動が多様な形で豊富に積みあげられてき

　　たし，いまも積みあげられているようである。そして，実は，このことが，恵那が，

　　いわゆる「第一次教育正常化」攻撃にたじろぐことがなかったゆえんであり，また，

　　「第二次教育正常化」攻撃の主目標とされながら，その攻撃にもびくともしない，そ

　　のゆえんとなっているのではないかと思われる。以上のことの実証は，近くに発刊さ

　　れる岐阜教職理論研究会の小冊子三二教育正常化決議二と「教育県民会議」一教育

　　労働法の法社会学的研究一』のなかで，おそらく詳細におこなわれることになると

　　思っている。

　（2）どうして社会科学や経済学や労働法学にてらしてみても，これまでの教育闘争には

　　「教職員組合の請負主義」という欠陥が内在していたといえるか，この点については

　　ここでは詳説しない。これまでの拙稿のなかでも，また，本論文のなかでも，以上の

　　点については随所でふれてきているつもりであるし，今後に私の二教育権闘争論」な

　　いし『教育闘争論二のなかでより本格的により全面的に展開するつもりでいるからで

　　ある。しかし，「教育闘争における教職員組合の請負主義」の欠陥については，すで

　　に，教育法学が説いてきている「委託関係」論ないし「信託関係」論にてらしみただ

　　けでも，相当明白になると思うのである。

教育を地域住民の手で

ここでこのようなテーマを立てて，そのなかで「父母・住民の教育権」につ
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いて論及すること，このことについて，あるいは「教育労働法学の問題からは

はずれることになるのではないか」と思われるかもしれない。まことにもっと

もな疑問の提起であるが，実は，教育労働法の法理は，教育法の法理より以上

に，父母・住民の教育権の問題に関してよりほりさげて追求することを求める

ことになるのである。

　（1）その理由についてここで詳説することには，所詮限界があるけれど

も，基本的な点からだけその必然性IC言及しておくことにする。

　教職員労働者という人間を，その教育関係者性の側面からではなくて，その

賃労働者性の側面からとらえてみれば，それが労働過程における人格的従属を

強要されている人間以外ではありえないことがわかる。もしもかれらが労働過

程において人格的従属を強制されることもなく人格的自由をエンジ。イできて

いるというのであれば，教職員はもはや賃労働者ではありえないと，こういう

ことになってしまう。

　ところが，教育権とか事務従事権限とかいうものは，労働過程において人格

的自由が保障されているのでなければ，けっしてエンジョイすることのできな

い，そのような権利・権限にほかならない。とすれば，賃労働者たる教職員が

労働過程における人格的自由をエンジョイしようとすれば，賃労働者であるこ

とをやめて転職するか，それともそこでの人格的自由をかちとるために闘争す

るか，この2つの道しかないことになる。

　しかし，そのような人格的自由をかちとることを要求するものは，教職員の

賃労働者性そのものではなくて，その教育関係者性なのである。教職員がただ

たんに賃労働者であれぱよいというのであれぱ，教職員は，経済闘争に取り組

むだけで十分なのであって，な｝こも人格的自由をかちとるための闘争（＝教育

闘争）にまで取り組む必要はないのである。つまり，労働過程における人格的

自由の確立は，賃労働者団結体としての，労働基本権の享有主体としてだけの，

労働組合の闘争テーマとはならないのである。したがって，教職員労働組合に

とって人格的自由の確立が闘争テーマとなるのは，教職員労働者が，賃労働者
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としては人格的従属を強制・強要される人間存在でありながら，教育関係者と

しては，他者の人権を保障する，ひいては自己の人権をより十全な内容で実現

する，そのような課題を背負わされる人間存在でもあるからである。

　そうなれば，もはや，教職員労働者にとっては，経済闘争のために労働基本

権を享受し行使しているだけでは決定的に足りないということになるのであっ

て，かてて加えて，他者の人権の保障のために，まさにその他者とともに，共

同して人格的自由の確立のための教育闘争をたたかわざるをえないと，こうい

うことになる。

　ここにこそ教育闘争の独自性＝特殊性がある。

　もちろん，教育労働法学は，教職員労働者の権利・権限の全体的・全面的な

実現の方途の解明をめざす法科学であるから，まずは，教職員労働者がエンジ

ョイしてしかるべき権利・権限は何であるか，この問題の解明に取り組まなく

てはならない。しかし，闘争することもなしに権利・権限が上から与えられる

というようなことはけっしてありえないことを思えば，教育労働法学は，教職

員労働者の権利・権限の全体的・全面的な確立をめざす，そのような権利闘争

論としてあらわれるほかないのである。従来からの教育法学のような教育法条

理解釈論であることもできないし，また，労働法学のような経済闘争論＝生存

権賎争論であることもできないのである。それは，まさに独自固有な論理に導

かれた教育闘争論として自己をあらわにするほかないのである。

　では，教育闘争の独自固有性＝特殊性は，形態上ではどこにあらわれること

になるか。もはや詳説するまでもなく，教職員労働者と父母・住民とが団結し

て闘争をすすめる，あるいはすすめるほかない，それはそのようなところにあ

らわれることになるのである。

　父母・庄民の教育権についてほりさげて検討を加えていかなくてはならない

理由は，およそのところここICあるわけである。

　（2）以下，そこで，教職員労働者団結が教育権・職務権限をうち立てるた

めの団結権たる教育権的基本権，これが，その本質的内容において，まさに「他
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者のための人権」「他者の人権を保障するための人権」であることにつき，い

ま少しのべておきたい。

　ここでいう「他者」はまずは子どもであり，「他者の人権」が「子どもの発

達薩を指すことについては，すでにいうまでもないことである。しかし，こ

こでいう「他者の人権」のなかには「両親の教育権」が含まれていること，も

っといって，そこには「住民の教育権」が含まれていることを，けっして見落

してはならないであろう。

　教員（集団）だけが教育権の享有主体であるわけではなく，子ども，青年，

両親，庄民，等々もまた同じく教育権　　その内容自体にはそれぞれ差異があ

るけれども一の享有主体であるかぎり，これらの人間はすべて，論理必然，

私のいう「教育権的基本権」たる「教育権を侵犯する行政行為に対抗する団結

権＝抵抗権」の享有主体ともなるのである。そして，これらのすべての人間の

一人ひとりに，こんにち，「自分たちこそが教育権・教育権的基本権の享有主

体である一ことをより深く自覚すること，そのための学習を積みあげることが

つよく求められているのである。このことがこんにちほどつよく求められてい

る時代は，いまだかつてないほどである。

　（3）　ところで，同じく教育権・教育権的基本権の享有主体であるという角

度からみたときの，住民（父母も含めて）と教職員（団結）との関係のあり方

について，とりわけて住民の，あるいは親の教育権の問題について，ここで若

干なり論究しておく必要があるようにも思う。

　「親権としての教育権」論，PTA論，「親と教師の連帯」論，等々を取り扱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ）
った文献は，私のみたかぎりでも，かなりの数にのぼる。それらのうち，相当

程度まで間題の本質に肉薄した労作の一つに，平湯一仁『現代PTA入門』（新

評論，1973年）がある。以下の（4）はすべて，平湯説からの引用である。

　（4）親の教育権の内容と本源性　PTA不要論ないし消極論をそのまま放

置しておくことは許されない。「なぜなら，それは親たちの教育権の自覚をは

ぐらかし，PTAをつねに体制側に役だたせるような状態にしておくこと，そ
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れができなければ，父母と教師を引き離し，対立関係におくことによってPT

Aそのものを無力化するか解散させる　　つまり，学校教育についての父母の

発言＝教育権の行使を封ずるという権力のたくらみに手をかすということにな
　　　　　（2）
るからです。」

　これまで学校教育に関して「多くの父母たちがつんぽさじぎにおかれたとい

うことは，それだけ父母の教育権の行使がおさえられてぎたということです。

その間に，教育の国家統制は，既成事実を積み重ねることによって，著々と体

制をととのえ，いま，学校の管理体制の強化で，その最後の仕上げをいそいで

います。父母に対して“もの言わぬ”教師，PTA活動をさける教師がふえた

ということは，教師を父母から引き離して，権力機構の末端に組みこもうとい

うたくらみが効を奏しているということでしょう。親だけでは子どもはまもれ

ません。教師もまた，親のささえがなければ，かつてのように，教え子を戦場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
にかりたてなければならないようなはめに追いこまれるでしょう。一儲点引用

者，以下同じ）。

　「親に教育権があるということは，わが子をどのように教育してもいいとい

うことではありません。親は，子どもをしあわせにするために真実を学ばせる

義務と責任があり，その義務と責任を果たすための権利をもつということで

す。具体的にいえば，文部省や教育委員会が，さきにのべたような行政上の責

任　　教育の機会均等と教育水準の維持向上のための諸条件を整備確立するこ
（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　・　　．　　．　　・　　．　　…　　　　　　　．

と一一を果たしていなければ，それを完全に果たさせる権利があり，教育行政

としての任務を逸脱して，教育のなかみにまで不当な干渉をしている事実があ

れば，これをやめさせることができるということです。学校＝教師が，子ども

が真実を知る権利を保障しないで，まちがったことを教えていたり，憲法や教

育基本法の精神にそわない教育をしていたりすれぱ，それを改めさせることが

できるということです。いや，もっと正確にいえば，子どもたちの学習権を保

障する責務をもつ親＝国民は，積極的にそういう権利を行使する義務をもつと

いうことです。子どもの学習権を妨害するものに対しては抵抗しなければなら
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ないということです。親＝国民の教育権というのは，そういうなかみをもった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
ものとして理解されなければならないでしょう。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
　「子どもの将来について最後まで責任を負わなければならないのは≡已かと

いえば，それが「まず親であるということは明白です。そこから，自然に，子ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
もに対する親の権利が認められるということになります。それが法律的にも」

民法820条の規定を生む「ことにもなっているのです。誰でも知っているよう

に，遠い昔から，親は，家で，仕事場で子どもを教育してきました。どんな人

間に育てるかは親の権利であり，責任であったわけです。これは，きわめて自
　　　　　　　　（7）
然なことでしょう。」

　親と教師・教育の関係「教師が，親たちの願いを素直にきこうとする姿勢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
をもたないで，教師としてのしごとができるのかどうか」「なるほど（教師は）

形式的にはオカミ＝行政から任命されました。しかしそれは，国民の委託をう

けてなされる行政上の手続きなのであって，教師が，親＝国民の信託をうけて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
子どもたちを教えるのだという本質をかえることはできません。」

　「教師は，教育権をもつ国民の信託をうけているからこそ教育する権利をも

つのです。その権利は，親＝国民の信託にこたえるためにこそ行使すべき権利

です。親が子どもを学校にあずけたのは，真実を学ぶという子どもの権利を保

障する責務を果たすためですから，その親の信託にこたえるということは，子

どもの学習権を保障する教育を行なうということです。教師の教育権は，そこ

から生じます。親＝国民の信託にこたえて，子どもの学習権を保障するために

は，教育のなかみや方法について干渉し，子どもたちの学習権を妨害する不当

な勢力や，学習権を保障するための条件整備を怠っている行政に対しては断乎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
として，その教育権を主張しなければならないということです。」

　そして，「親の信託にこたえるためには，親の願いや要求がどこにあるかを，

たえず問いなおし，たしかめておかなけれぱなりません。したがって父母との

接触は，教師のいわゆる本務ではないが，本務をより有効に果たすためには，

どうしても避けることのできないことでしょう。だから，たんに“多忙”を理
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由に父母との接触を避けることはゆるされません。多忙のなかみを吟味・分析

して，教員その他職員の定数をふやすとか，雑務をカットするとか，本来の教

育にとって有害無益なことは拒否するなど，合理的な解決をはかることによ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）
って，父母との接触の時間をつくる努力をしなければなりません。」

　　教師はたえず父母に接して，その願いや要求をたしかめ，それを日常の教

育活動にいかしていくこと」Fが必要であり，「それなしには教師の本務を全う
　　　　　　　　　　　　（11）
することはできない」であろう。

　「教師集団の意志や要求をまとめるにあたって，行政から辞令をもらった教

師としてでなく，親二国民の信託をうけている教師だという立場をきびしくつ

らぬく二のでなくてはならない。「ひとりひとりの教師が，かねて親たちの願

いや要求をたしかめる努力をしており，それを日常の教育活動にいかそうとい

う姿勢であってこそ，その教師集団の意志や要求は，そのねうちを主張できる

のだ二ということを忘れてはならない。とすれば，「それをPTAとよぶかど

うかは別にして，父母と教師が日常的に接触して，その要求をぶつけあい，話

しあい学習をくぐりぬけることによって，お互いの要求を，より客観的なもの

にねりあげ，共通の理解を深めあうための組織があったらいい．．ということに
　　　　（12）
なるだろう。

　PTAというもの　「学校はもともと，主権者である親一国民が，子どもの

ためにつくったものです。子どもあっての学校でなければならないはずです。

ところがその学校は」といえば，「権力機構にくみこまれて，親たちの手のと

どかぬところにもっていかれようとしています。教師たちも，親＝国民の信託

にこたえる教育ができにくくなっています。しかも行政は，そのほんらいのし

ごとである教育条件の整備を怠けています。こうした具体的条件のなかで，P

TAは何をしたらよいかということになりましょう。ひとくちでいえば，学校

を親＝国民のものにとりもどし，その信託にこたえうるものにするということ
　　ほヨハ
です。」「ge　＝＝国民の教育権を放棄して，行政の怠慢の尻ぬぐいをする“協力”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
は，学校；教師を堕落させ，退廃させるばかりです。」
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　「いまPTAという組織は，ぜったいに無力にしてはならないだけでなく，

一人でも多くの親たちが結集して，子どもたちのしあわせを守るはたらきを強
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロらラ
カに展開しなけれぱならない状況におかれています。」「PTAが，学校から干

渉されたり，統制されたりすることは，教育の中央統制が強行されるなかで

は，親の教育権がはく奪されるということです。これはPTAの死滅を意味」

するから，私たちはいまこそ「子どもたちを権力の思うままにさせないため
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
に，PTAの自主性を確立しなければならない」であろう。「それを可能にす

る最低の条件として」は，「まず，PTAの学校からの独立ということが問題

になります。わかりやすくいえば，PTAは“学校管理職としての”校長，教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てユの
頭の介入はいっさいゆるさないということです。」

　PTAの運営「PTAの会員が，いかなる政党・宗派に属し，1固人として

その政党・宗派のための活動をしようと，これはまったく自由です。会員が，

そういうことで差別をうけてはならないことはもちろんですが，PTAじしん

が，そういう個人の自由を大事にするという姿勢でなければならないでしょ

う。この原則がはっきりすれば，PTAとして特定の政党・宗派を支持した

り，反対したりしてはならないことは，もういうまでもありません。そうでな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トユの
ければ大衆団体そのものがなりたたなくなるからです。」

　以上のことは，PTAの政治的中立ということであるが，このことはPTA

の政治活動の自由とは区別されなくてはならない。「PTAは教育団体だから

政治問題にかかわってはならない」とか「政治学習もしてはならない」という

人さえいるけれども，これは「政治的中立を守ることと，政治活動とをこっち

ゃにした，無知からでている場合が多い」のであって，「主権者（たる会員，

主権者団体たるPTA等）が，政治について学習したり，その学習にもとつい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「18）
た総意で政治活動をすることをとやかくいわれるすじはまったくないのです。」

　しかし，PTA等の大衆団体のあり方から考えた際には，「“多数決”　　そ

れは，時間的その他の条件で，やむをえない場合だけに使われる，民主主義の

最低の手段です一一などという手段に訴えることは絶対にしてはならないこと
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で認rPTAで・多鰍・などと・・う報を，賜・つか・ではならな・・」

のであって，「学習という努力をくぐらない“総意”は，しばしばあやまちをお

　　　　　　　　　くれソ
かしやすい！のである。

　PTAと教職員組合　「日教組は文部省のやることには何でも反対する，困

ったものだ二ということがいわれている。確かに「何でも反対：は正しくな

い。「しかし，もっと大事なことは，悪いことには絶対に反対しなければなら

ないということです。とくに国家権力によってすすめられることについては，

この姿勢をきびしくまもらなければならないということです。被害が国民の多

数に及ぶし，とくに教育の場合，抵抗力のない子どもたちを守るのは，私たち

親教師をはじめ，おとなたちの避けられない責任だからです。政府の施策の

ひとつひとつについて，きびしく監視し，分析・検討して，反対すべきことに

は断乎として反対するというのが，親，教師としての，子どもに対する責務で

はないでしょうか。何でも反対することはよくないことだということで，この

ことがいいかげんにあつかわれては，日本の子どもたちの将来はどうなってい

くでしょう。反対しなければならないことには，みんな反対する　　これは当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆと
然なことで，誰も異議をさしはさむ余地はないはずです。」

　「PTAが，公選制教育委員会とともに，親＝国民の教育権を行使するため

にできたことは：よく知られているが，「教職員組合ができたことも，このこ

とと無関係ではありませんでした。親＝国民の信託をうけて子どもたちの教育

の1壬にあたる教師が，その子どもたちのしあわせを保障するには，教育条件が

整備されるとともに，教師の政治的自由が確保され，労働条件がよくならなけ

ればならない。そのためにはまず団結が必要だというので教職員組合という自

　　　　　　　　　　　　　　むの
主的な組織をつくったのでした。」「つまりPTAも教職員組合も，教育の国家

統制がもたらした悲劇をくりかえさないためにできた組織で，両者の間には何

らの矛盾や対立はなく，互いの健全な発展と協力によってこそ真実と平和をつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くおラ
らぬく教育は保障され，子どもたちのしあわせは守りぬけるのです。」

　「教育を戦前のような国家統制にもどすには，教師を父母から切り離さなけ
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　　　　　　　（23）
ればなりません。」「教師が父母から引き離されて権力の末端機関にくみこまれ

ていたために，子どもたちがひどいめにあったというにがい経験は，親とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
て，ぜったいにくりかえしてはなりません。」「子どもの命運をひとにまかせて

はならない，私たち親はみんな，子どもの教育についての願いや要求を学校や

行政に対して言うことができるのだ，それをしなければならないのだという，

親＝国民の教育権ということを原点に」据えて，そのような「国民の教育権を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
行使するための組織」の一つとして，PTAをとらえかえさなくてはならない。

（1）若：Fの事例をアット・ランダムに列挙しておく。

　　宮原誠一『PTA入門」国土社・1967年初版，牧柾名ご国民の教育権』青木書店・

　1977年，持田栄一「教育における親の復権二明治図書・1973年，丸木政臣「親と教師

　に訴える』あすなろ書房・1972年再版，関根庄一？TA」新日本新書・1974年，藤

　田恭平rPTA」あすなろ書房・昭和48年，同「みんなのPT．Nl同前・昭和48年，

　同『父母参加の教育』同前・昭和51年，宮坂広作rPTA改革論』明治図書・1974年，

　同ご親と教師の連帯を求めて』新評論・1974年，禰津義範「PT，1改革の課題』国土

　社・昭2　49年，菅原誠喜「誰も書かなかったPTAYiアロー出版社・昭和51年，平湯

　一仁ほか編「みんなが主役のPTA』草土文化・1977年，稲垣倉造三子ども・父母・

　敦師」民衆社・1972年，その他多数。

　　なお，日本教育法学会年報第3号（1974）㌘国民の学習権と教育自治9（有斐閣）お

　よび同第4号（1975）『地域住民と教育法の創造」（同前）のなかには，それぞれ第2

　分科会「教育における住民自治と学校自治」および第1分科会「地域住民と教育法」

　とシンポジウム「地域の教育法研究をどうすすめるか」が収録されているし，1978年

　度の日本教育法学会は，第2分科会において「教育の地方自治と教育委員会制度」を

　問題にすることを予定している。他方では，これらの教育法学的接近の成果も蓄積さ

　れてきていることに注意しておく必要がある。

（2）平湯一仁ご現代PTA入門二新評論，1973年，7－8ヘージ。

（3）　同，11－12ページ，

（4）　同，51ページよりc

（5）　同，56－57ページ。

（6）同，55ページ。

（7）同，55－56ページ、

（8）同，58ページ。

（9）　同，59ページe

｛101i同，65ページc

一
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（11）　同，66ページ。

（12　同，68ページ。

｛13）　同，92ページ。

（14｝　［司，93ページ。

｛15｝同，106ページ。

｛16）同，125ページc

｛IT　同，125－126ページ。

⑱　同，117ページ。

（19）同，118ページ。

⑳　同，116ページ。

¢1｝同，131－132ページ。

幽　同，ユ33ページ。

⑳　同，134ページ。

⑳　同，135ページ。

¢5）同，12ページ。

　（5）平湯説につき，あまりにも詳しくフォローしすぎているという批判は，

すでに覚悟している。しかし，第一に，「『親』の側からみた教育論が非常に少
　（1）

ない」などとはけっしていえないこと，第二に，「世の『PTA民主化論』は，

『民主・国民教育論』に依拠しながら，『親と教師の提携』をこともなげに説く

が，両者が近代公教育に所与の『親』と『教師』にとどまるかぎり，ご話し合

い』『提携』することは不可能である。」「『PTA』が『PTA』でなくなった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
とき，はじめてその担う課題を実現することができる。」とするような，ごく

図式的な，スキーマティックな，親，教師，PTA，等々についての把握をう

ち破るような実践・運動こ支えられたPTA論がこの平湯説には認められるこ

と，一つにはこれらの点を考えて詳細にフォローしておいたわけである。親も

教師もPTAも，近代公教育下にあろうと，生きた，矛盾に満ちた，ごく流動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドヨラ
的な，そのような人間であり人間集団であることを片時も忘れてはならない。

　しかし，それよりもなによりも，平湯説の展開している親権論の価値は，そ

の他の親権論・PTA論などと比較して際立った価値をもつものであること，

これがその理由である。

　もちろん，それにしてもなお，私見にてらしてみれば，いま一歩ほりさげて
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ほしかった箇所ないし部分がいくつかある。しかし，そうした論理的追求の不

足は，以上にみてきた平湯説を素材とするなら，また，これを踏まえながら出

発するなら，補完することが十分に可能なのであって，問題は平湯説の問題提

起をどれほどまでにほりさげて深い次元からうけとめるか，このことにかかっ

ていると思われるのである。だから，私見と平湯説とを対比させながら，その

補完の仕事をすすめることは，私はここではしない。

　それよりも，私がこの仕事にとりかかりにくいのは，　「親；国民の教育権と
　　　　　　　　　　（4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C4）
いうことを原点にして」「PTAのたてなおしを真剣に考える」ことを課題と

してまとめられた本書の価値は，安易な吟味を許さない重みをもっていること

を，なによりも痛感させられているからである。

　（6）　従来から教育法学の世界において，「国家の『教育権』か国民の教育

権か1の問題が，こんにちわが国における教育問題についての争論＝紛争の根

底ないし原点にある旨，明らかにされてきた。このような問題のとらえ方には

私も賛成するのであるが，私たちは，問題を，「国家『教育権』の考え方・それ

にもとつく政策・行政を国民教育権の理論によってどう論破するか」というと

ころに，ともすると籏小化してとらえがちであったように思うのである。

　国民の教育権の理論は，しかし，国家「教育権」論等を批判するためのもの

にとどまっているべきではないのであって，さらにすすんで，「国民自身が，

教育権の自覚的主体になっていく，自己自身を成長させていく，そのことをど

のように援助し促進していくのか」という問題，この問題に解答を与えるよう

な理論でなくてはならず，そのために国民全体のなかに広く深く入っていって

その方途を探りその方途を示す，そのような理論にまで成長していかなくては

ならないのではないかと，私はこのように考えるのである。国家「教育権」の

批判のための理論から国民の教育権の創造のための理論にまで発展させられな

くてはならないのではないか。

　なるほど．かの杉本判決は，「人類社会が今日までに築きあげてきた文化（科

学，技術，芸術，など）を旧世代の国民が若い世代の国民に伝達し継承させて
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
いくいとなみ」を教育の本質としてとらえ，「このような教育の本質にかんが

みると，前記の子どもの教育を受ける権利（将来においてその人間性を十分に

開花させるべく自ら学習し，事物を知り，これによって自らを成長させること

が子どもの生来的権利であり，このような子どもの学習する権利を保障するた
　　　　　　　　　　（6）
めに教育を授けること）に対応して子どもを教育する責務をになうものは，親
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
を中心として国民全体であると考えられる。」という。ここに，国民の教育権
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
なるものを「国民の教育の自由」なる概念で明確に提起したわけである。ま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
た，それは，憲法23条は教員に教育権を保障しているとしたのである。このこ

とは反面，当然に，「してみれば，国家は，このような国民の教育責務の遂行

を助成するために，もっぱら責任を負うものであって」そのために「国家に与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
えられた権能は」ただ「教育を育成するための諸条件を整備寸ることである。」

という結論をともなうことになったわけである。

　しかし，国家と国民とのあいだで，現実具体的には，教育権の掌握の問題を

めぐってもはげしい抗争がくりかえされている，その現実のなかで，「教育権

は国民の側にある」と判示してみても，現実に教育権が国家から国民の手に渡

ってくるわけではない。だから，杉本判決の内容のこの部分は，国民の教育権

闘争＝教育闘争の合憲性・合法性・正当性を遺憾なく証明したものとして，よ

り実践的に，より運動論的観点から，理解されなくてはならないのであり，そ

うでなくてはならなかったのである。しかし，教育法学界のその後の事態も，

残念ながらそのようにはすすんでいないように思われる。教育権の掌握をめぐ

る，教育に関する国家と国民の責務はそれぞれ何かの問題をめぐる，両者間の

はげしい抗争関係の現実のなかに入ってこの杉本判決の判旨をみるならば，さ

らに徴密に国民教育権論を仕上げることに専念していってしまうのではなく，

国民が自分たちが享有するところの教育権を実際にどのようにして自分たちの

手にとりもどしていくのか，国民はそのための闘争をどのようにすすめていけ

ばよいのか，こうした角度からこの判旨をうけとめて，杉本判決の提起した教

育権論を教育権闘争論のなかに継承して発展させるべく，そのことに専念すべ
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きであったのではないかと思うのである。

　権利論が権利論にとどまっているかぎり，たとえその内容自体には相当の深

まりが認められるとしても，所詮そこには限界があるのであって，権利論を権

利闘争論にまで発展させることによってはじめて，その限界を突破することが

可能となることが，もっとつよく自覚されてよいように思われる。

　（1）持田栄一「教育における親の復権』明治図書，1973年，1ページ、

　（2）　同，3－4ページ。

　（3）なお，私は，それにもかかわらず，ここでの持田説のなかに学ぶべき提言が多数含

　　まれていることについては，卒直に認めている。ここで，その提言の一つひとつを抽

　　出・紹介することはしないけれども，持田説特有の視角からの罰の教育権」論であ

　　ることは間違いない。

　（4）平湯一t二「現代PTA入門』前出，12ページ。

　（5）拙稿「教員の学問の自由と教育権」岩本憲ほか『国民の教育と教育権」福村出版，

　　1971年，第3部論文，175ページ。

　（6）同，170ページ。

　（7）同，176ページ。

　（8）同，229－230，233ページ。

　19＞同，184ページc

　（7）付言。日本教育学会第34回全国大会で，私たちは，その時点で出版

した小冊子『教職員の労働権と団結行動権』を配布し，その内容につき概説的

に口頭発表を行なった（代表4名にて）。そのなかで，私たちがとくに強調し

た点は，つぎの諸点であった。

　①従来からの「国民の教育権」論は，いうところの「国民」のなかの教員

＝ 教育労働者の教育権の特異性　　子どもの教育権や父母・住民の教育権と比

較してみたときの一に必ずしも十分な注意をはらってきていないこと，

　②「教職員労働者の教育権・職務権限を職場・地域にどのようにしてうち立

てるか，その方途こそが中心的に明らか｝こされなくてはならない」ということ，

　③　教職員労働者の教育権・職務権限の確立の方途の問題の解明こそが核心

的課題となるのは，まさにその特異性をとらえるからのことであること，
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　　　　　　　　　　　（ユ）
　およそ以上の3点である。

　ところが，この問題提起に対して「それでは父母・住民の教育権が軽視され

看過されることICなってしまうのではないか」という批判が寄せられることに

なった。討議時間に制約があった関係で，私は，その場ではこれに反論するこ

とは控えておいたけれども，教員の教育権の特異性を確認し，まさにその確認

を踏まえたうえで教員の教育権の確立の方途の問題を究明していく，そのなか

でこそ父母・住民の教育権の問題に正しく迫ることができるし，そうならざる

をえないのであって，それ以外に父母・庄民の教育権の問題を正しく取り扱う

ことはできないのである。現実に，これまでのPTA論等がどれほどの研究成

果をあげているのか，これまでの「父母・庄民の教育権」論がどれほどの深ま

りをみせているのか，これらの問題を考えてみただけでも，上記の点は明白に

なるのではないか。

　遡こいうならば，教職員労働者の教育権・職務権限についての諸問題を中心

的に扱う教育労働法学のほうが，まさに論理必然的に，父母・住民の教育権の

問題により切実な課題意識にもとついて迫らなくてはならないのである。多少

矛盾的にきこえるかもしれないけれども，教育労働法学のほうが，従来からの

教育法学に比較して，父母・住民の教育権の問題により重点をおいて肉薄しな

くてはならなくなるのである。教育労働法の法理はそのような性格・内容を本

来的にもっているのである。

　つまり，教職員勇働者の教育権・職務権限の特異性をほりさげてとらえつか

まえていけばいくほど，父母・住民の教育権の問題をどう考えるのか，教員

（集団）の教育権と父母・庄民の教育権との関係をどう考えたらよいのか，各

種の教育要求をかかげてその実現をめざす，そのような教育闘争のプロセスに

おいて，教育権主体である父母・住民と同じくまた教育権主体である教員とは

どのような関係を取り結んだらよいのか，等々の問題の解明をより切実に迫ら

れることになるのである。

　以上の点は，また，本論文を通読していただけば，十分にわかっていただけ
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るはずである。

（1）以上のような問題提起を，私はまた，1977年度の日本教育法学会での第2分科会「教

　育権運動と教育裁判」でも行なった。「学習権実現の今日的課題」（日本教育法学会年

　報第6号，1977年，有斐閣）の164－165ページをみながらふりかえってみると，私の

　問題提起と兼子仁氏のそれへの解答は以下のようになっている、抽出して重点だけ示

　しておく。

　　勝野　「子どもの学習権と親の教育請求権あるいは親の教育権の問題と教育労働者

　の教育権の問題を十把一からげに議論することは誤っている」。というのは，「両親は

　自由人であり」「教員はあくまでも敦育労働者であ」るからである。だから，「教師の

　教育権を実現していくという問題を考え」る場合には，「そこに実現の手段をもって

　こないと」すれぱ，「教育労働者の権利は（結局は）実現できない1ことになると考

　えられる。「教育権実現について」3者の教育権の問題を「同じロジックで同じ教育

　条理論で解けると考えるのは行ぎ過ぎであって，教育労働者の権利については媒介項

　を入れ（て考えていか）なければならない」。だから，「国民の教育権について分析的

　に考えてみる必要があるのではないかこ，

　　兼子　「たしかに，教育労働関係と申しますかあるいは教育労働関係の構造に即し

　た教育条理を考えなければならないと考えます。これまで，十把一からげにしてきた

　つもりはないのですが，まだ，教育労働条理の方は十分理論化できていませんし，遅

　れております」，しかし，「教育労働条理の理論化が遅れているということはたしかで

　ありますが，これも教育労働条理であるかぎり，教育条理の一角をなすのではないか

　と思います。」

　　私の問題提起に向けてのこの兼子発言につき，私は，この兼子説が，教育条理と教育

　労働条理とは相対的に区別されるべきものであること，教育労働条理の理論化が課題

　となっていること，教育法学とは相対的に区別される敦育労働法学の構築が課題とな

　っていることを示唆したこと，以上の諸点を明示した点で意をつよくした次第である。

　　教育労働法学の構築の課題性は，わが国の教育法学の権威の一人である兼子仁氏に

　よっても認められていることに，本論文の読者に十分に注意してわいてもらいたいと

　思っている。もはや，いまとなっては，「教育法学があるのに，なぜ教育労働法学な

　どというものが構想されなくてはならないのか」というような疑問の提起は，必ずし

　も高度な疑問の部類には属さないことが自覚されてしかるべきであろう。

第1節　教育労働法の法社会学的研究

ここで教育労働法の法社会学的研究の課題について論及することは，必ずし

一
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も適切なこととはいえない。教育労働裁判の判例分析の方法論の検討には直接

にはならないからである。しかし，教育労働法研究の第一テーマたる「教育労

働法学に固有の法理の定立」，その第ニテーマたる「教育労働法の法制度・法意

識の批判」（教育労働裁判の判例分析は主要にはここに入ることになるものであるが、）

にひき続いて，私たちが第三テーマたる「教職員労働者団結を核とする匡民的

団結の形成組織論の定立」のもとでどのような研究に取り組もうとしているか

につき，また，現在岐阜教職理論研究会が共同してその解明に取り組んている

問題は何であるかにつき，読者に知っておいていただくことも必要だと考え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
て，あえてこの項を置くことにしたわけである。あれこれの研究をすすめるう

えでは，その研究に相当の展望をもって計画的に意識的にのぞむことが六切で

ある。其の日暮らしの研究にどうして成果が期待できようか。私自身は，．ヒ記

の第一テーマについては，『教育専門職の理論』（法律文化社，1976年）において，

基本的に決着をつけたと思っており，現在は上記第ニテーマの研究にすfんで

いる。もちろん，この第ニテーマのなかで決着をつけるべき問題も，質量とも

に甚だ多く，そのそれぞれが極めてしんどい問題であり，当分の間はこの第ニ

テーマと取り組み続ける以外にない。しかし，第一・第二のいずれのテーマ

も，実をいえば，第三テーマに取り組むための理論的準備のために立てたもの

にすぎないのであって，私自身の本命的研究テーマもまた第三テーマに置かれ

ているわけである。だから，第一・第二のいずれのテーマに取り組むプロセス

でも，つねに第三テーマとどこでどのように取り組むかを考え続けてきている

わけである。

　第三テーマに取り組むための研究方法論をここで少しでも明らかにしておく

ことは，したがって，本論文「教育労働法学　　学説・判例の研究　　一の内

容の理解にも極めて有益だと信じてこの節を設ける次第である。

　序説法社会学とはそもそも何であるか，法社会学的研究とはどんな研究を

いうのか，等々の問題については，各様の考え方があるから，これに一義的解

答を与えることは困難である。まして，「教育労働法の法社会学的研究二とは

　46　　　　　　　　　　　　　　　　　－246一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敦育労働法学（勝野）

何かにつぎ，万人に納得のいく説明をすることなど，不可能に近いかもしれな

い。そこで，わが国での法社会学研究者の代表的な学説の一つである渡辺洋三

学謝こつき論究し，上記の諸問題につき説明してみることにしたいと思う。し

かも，幸いなことに，渡辺洋三『法社会学の課題』（東京大学出版会，1974年，法

社会学研究7）に収録されている論文「法社会学と労働法学」は，従来からの労

働法学の研究方法論に吟味・批判を加えながら，労働法の法社会学的研究への
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
より意識的な取り組みを労働法学者等に向けて提起したものであるから，この

論文内容の検討を通して教育労働法の法社会学的研究の課題を探ってみること

にしたいと思う。そうすれば，とりわけて，現在の教職員労働者たちの，ひい

ては父母・住民たちの，教育に関する権利意識の実態にてらしてみて，このよ

うな研究こそが，こんにちわが国において，もっとも緊急かつ切実に求められ

ている研究であることが，順次に知られていくのではないかと思う。私が知る

かぎりでは，わが国では，教育労働法学の自覚的研究の必要さえいまなお未熟

なのであるから，なおさらのこと，「教育労働法の法社会学的研究」に取り組

むことなど，いわば前人未踏のジャングルのなかに入り込んでいくような，そ

ういう冒険を試みるに等しい。このような法社会学的研究には，広くかつ深い

調査・研究が欠かせないから，あらかじめ，ジャングルのなかに入って方巳を

見失ってしまうような愚に陥らないためにも，はじめに羅針盤をしっかりと用

意しておかなくてはならない。

　この羅針盤の用意という点からみても，この渡辺論文についてのほりさげた

検討は，どうしても欠かすことができないのである。

　以下，渡辺説の整理にすすもう。

　労働法学の方法論的諸問題　法社会学と労働法学とは，「非常に密接にむす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
びついてきた」けれども，他面では「非常に縁がなかった」。法社会学会にお

いて労働法学者が質量ともに重要な地位を占めている。法社会学を調査の学問

とみるなら，労働法学も種々の調査を行ない成果をあげてきている。現在で

も，労基法調査や合同労組調査が大規模かつ組織的に行なわれている。「争議
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があれば争議現地を親しく調査し，また全国の組合をまわってその実情を自分

の目でたしかめる労働法学者のやり方」は，あるいは法社会学者のやり方より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
「よほど法社会学的であるといえるだろう。」また，法社会学的調査の結果を

法解釈のうえIC反映させるという点でも，労働法学はもっともすぐれた業績を

もっている。「労働法解釈学は多かれ少なかれ法社会学的方法論をとり入れざ
　　　　　ゼヨツ
るをえない1と考えられるが，「新しい法社会学としての労働法学の解釈学を

形成するためには，従来の概念法学やその他さまざまの観念論的解釈学を批判

し，労使関係の現実に基礎をおいたところの，その意味で法社会学的方法論を

とり入れたところの解釈学へと労働法学が傾いたのは当然であったろう。それ

に，労働法現象（ひいては社会法現象一般）は，市民法現象が抽象的観念的市

民像を対象とするのに対し，労働者という特殊具体的人間像を対象とするもの

であるから，法解釈においても，抽象的観念的法命題でなく具体的現実的法命

題が尊ばれるのは，これまた当然である。この点でも，労働法解釈学は，法社

会学的考えをとり入れた，いわゆる社会学的解釈学としての傾向をもつのであ

る。だから，末弘厳太郎博士が，日本の法社会学の創始者であると同時に労働

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
法学の創始者でもあったということは，決して偶然ではない。」

　そうだとするなら，労働法学は，その他のいかなる分野の法律学にも比し

て，法社会学とより密接な関連をもっているといえるけれども，この事実をま

ったく別個の観点からみると，「労働法学と法社会学との縁の深さを裏づける

上の事実は，そのままとりもなおさず，労働法学と法社会学との縁のうすさを
　　　　　　　　　　　　（5）
裏づける事実ともなっている」と思われる。その理由はつぎのとおりである。

　すでに末弘の法社会学への接近法がそうであったように，「今日の多くの労

働法学者においても，社会的事実関係の認識は，いわゆる法学者＝実用法学者
．　　．　　．　　・　　・　　●　　．　　．　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

としての立場からの認識に主要な関心が向けられている」ように思われるから

である。末弘が日本の農村・財産・家族・労働等の現実の諸問題の一つひとつ

に深い観察とするどい分析の目をもっていたことは確かであるが，彼の「社会

へのこのようなふかい関心は，究極において，実用法学者として，新しい法的
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構成をいかにこころみるかというそのゴールに到達するための一過程であった

と私はみるのである。同様に，今日の労働法学者の社会へのさまざまの関心も

究極において，労働法現象という新しい法現象についての新しい法的構成をい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
かにこころみるかという目標を達成するための一過程である」ように思われ

る。そうだとすると，「このような実用法学者としての関心に規定された社会

的事実の探究の学問は，正確には，実用法学のなかの一方法論としての社会学

的法解釈学に属するのであって，実用法学と区別される意味での固有の法社会
・ 　　　　　　　　　　　　　　　（6）

学に属する学問ではないtのだから，労働法学（その申心は実用法学）と法社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
会学とは一縁がふかくない，むしろ縁がうすい」ということになる。

　社会的事実への接近法は，実用法学＝法解釈学的なそれと法社会学的なそれ

とでは異なる，というのがここまででの渡辺説の核心であるから，同一の社会

的事実のとらえ方が実用法学と法社会学とのあいだではどのように異なること

になるのか，ここで私はこの問題につき論究するのが筋であるが，その論究の

ためにも，以下，渡辺説のフォローをさらに続けてみる。

　労働法学の法社会学的課題　「労働法学のなかに，実用法学の問題からまっ

たくはなれた地点で，私のいう法社会学的課題を追求する学問業績が，もっと

大量：こ現われてもいいのではないか，あるいは，そういうしeとを主にする労

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
働法法社会学という学派が形成されてもいいのではないか」という期待，これ

が渡辺説によって労働法学者に向かって寄せられることになるが，では，「純

粋に法社会学の立場からの関心に限定」して労働法学に手をのばすとすれば，

どのような問題が問題として浮上してくることICなるのか。

　教育労働法の法社会学的研究を手がけようとしている私たちにとって，この

問題は極めて重要な意味をもっているので，以下，少々丹念にフォローしてお

こう。

　①　権利意識の現実の存在形態　「まず私が関心をもち，かつ問題の出発点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8ノ
と考えているのは，今日の日本の労働者の実態である。」　もちろん，実態とい

っても各種の観点・側面における実態がありうるが，「法社会学の主要な関心
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事となるのは，今日の憲法の保障しているもろもろの権利はどの程度にまで労

働者階級のなかに定着しているのか，あるいは定着していないのか，というご
　　　　（8）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
とである。」「日本の労働者の権利意識の現実の存在形態は，諸外国ではみられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
ないほど複雑な，しかもちぐはぐな様相をおびている」とするなら，その権利

意識の実態分析を克明にすすめなくてはならないが，そのための方法さえいま

だ明確になっていないのである。

　「なるほど，実用法学の観点なら，労働法の対象とする労働者は，特殊具体

的な階級性をもつ労働者としてこれを把握すればいいのであろう。労働者の権

利という場合の『労働者』とは，・『市民』と区別される意味で階級的存在とし

ての規定性をうけた人間範疇をいうことはうたがいない。そこでは，『あるべ

き労働者』の人間像が観念的に想定されているのである。しかし，法社会学の

観点からは，現実の経験的事実から出発しなければならない。現実の世界で現

にわれわれがみる労働者は，実用法学の観点から一律に範曙的にとらえられた

『労働者』ではなく，まさに千差万別の具体的存在形態において存在している
　　　　　　　　　　（9）
『労働者』なのである。」実用法学の想定している「あるべき労働者．と現実

世界での労働者とのあいだには多くのギャップがある以上，「法社会学は，ま

ずこれら労働者の具体的存在形態のちがいを確定することから出発しなければ
　　　（9）
ならない」のである。科学としての労働法学は，千差万別の各職種の労働者の

具体的存在形態・意識構造の具体的分析から出発するのであって，抽象的・観

念的な労働者像から出発するのではない。そうでなければ，「労働法上の権利

が日本の労働者にどのような影響を与え，どの程度定着しているか，あるい

は，これをいかに定着させるべきかという問題への解答も出てこないのではな
　（10）
いか二。

　以上のようにして，渡辺説は，労働法の法社会学の課題が現実の生ぎた労働

者の労働者権意識等の克明かつ具体的な分析にあることを，くりかえし説いて

いるわけである。

　教育労働法の法社会学的研究の課題の一つがどこにあるか，およそのところ
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明白になったことと思う。

　②　労働者団結の形成　かといって，もちろん権利意識の分析には一定の目

的観がなくてはならない。その目的は「労働者が団結権思想を本当に自分のも
　　　　　　　　　　　　（11）
のとすることを援助してゆく」ことに設定されて当然である。（「そもそも，ど

のような条件のもとで労働者の権利意識は成長するものなのか，あるいは逆に

いって，労働者の権利意識の成長をさまたげるものはなにか，なぜ，ある組合

の，あるいはある組合員の権利意識は高く，別の組合員の権利意識は低いの
　　　　　　　　　（12）
か，というような問題」を考えようとするときも，「結局，労働者というもの

の具体的存在形態がよくつかめない」では不可能であり，まして労働者の権利

意識の成長のメカニズムなど，解析できるわけもないのである。

　労働者権の核心にある団結権についても同じことがいえる。この団結権の問

題を考える際にも，「日本の労働者が，団結権の精神に反して無数に分裂して

いる現実をどのように認識し，かつ変革してゆくべきなのか，という問題が

あ」り，団結形成のすじみちを解明するという課題がある。しかし，「法社会

学にとっての関心事は団結権の法理を構成し，説くことにあるのではない。法

律学者がどんなにすばらしい団結の法律論を展開したところで，現実の世界の

うえで労働者階級の団結が実現されるのでなければ，学者の法律論も宙に浮い
　　　　（13｝

てしまう。」からである。現実には，共産党系と社会党系，総評系と全労系，

主流派と反主流派，第一組合と第二組合，事務系と現場系，さらにそれぞれの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
内部において，「いたるところで組織の分裂は，進行している」わけである。

同一組合内での個人的・グループ的な対立のため，さらに組合そのものが，団

結権思想を自己のものとなしえないでいるケースも多い。

　このような現実を直視し，その現実に的確にそくした形で，団結権の法理を

見直し，団結形成の論理を組み立てていかないかぎり，「宙に浮いた」団結権

論となってしまう。必要なことは，団結権の法理で現実をみることではなく，

現実をリアルに直視しながら団結形成の法理を組み立てることなのである。科

学としての法律学にとっては，「現実から出発する」以外に，別のみちはあり
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えないのである。

　③　「分裂の必然性」をめぐって　渡辺説の以下にみる「分裂の必然甑概

念をめぐって，各種の論議があり，これに対する労働法学者たちの批判があ

る。なるほど，この渡辺説の問題提起は誤解を生みやすいけれども，まずは渡

辺説の真意を正確につかまなくてはならない。批判するのなら，そのうえでし

なくてはならない。渡辺説の問題部分はつぎのとおりである。

　ご実1用法学としてなら，団結の必然性の論証を基礎にすえるのもよいであろ

う。しかし法社会学としては，分裂の必然性をこそ問題にしなけれぱならな

い。団結がくずれるのには，かならずそれなりの理由がある。しかも社会現象

を科学的にとらえようとするなら，その理由を一定の歴史的社会のなかで必然

的に生じた理由としてとらえねばならない。医者が病根を発見して適切な治療

をするように，われわれは，労働者の団結を現に阻害し分裂を必然的ならしめ

ている理由がどこにあるか，その病根を容赦なくえぐりだし，できうればそれ
　　　　　　　　　　　　　　　（ユ4）
への対策を示さなくてはならない。」

　労働法の法社会学の研究課題の一つが，労働者を分裂せしめている病根をえ

ぐりだして団結形成のための対策を示すことにあること，この点にあることを

明示した部分である。すでに明らかなように，労働法の法社会学的研究は，労

働者の権利意識の現実の存在形態をえぐることを課題とするだけではなく，そ

の現実を踏まえて，その現実分析の結果のうえに立って，労働者の権利意識を

成長せしめる条件は何であるか，労働者がより強固に団結するにいたるメカニ

ズムは何であるか，これらの問題の解明をも課題とするのである。上記引用の

渡辺説から以上の2点は明白となったであろう。

　「分裂の必然性」を問題にするものこそ，実用法学ならざる法社会学にほか

ならないと，上記渡辺説は確かにいっている。しかし，このことは，法社会学

は，r団結の必然性の論証を基礎にすえる」ことをしないという意味ではない。

そうではなくて，分裂した労働者たちを眼の前に見ながら，「必ずいつかは団

結するに違いない」として分裂の問題を問題にしようともしない，そのような

　52　　　　　　　　　　　　　　　　　－252一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育労働法学（勝野）

実用法学では真に現実を変革する法科学たりえないということを指摘している

にすぎないのである。団結も必然であり分裂も必然であるといっているわけで

はないのである。分裂している労働者たちを眼の前にして，なぜ団結がくずれ

たのか，分裂を不可避的；必然的にしたものは何であるか，分裂を生みだした

病根をどのように切開手術するか，これらの問題につき実証的で実践的な解答

を与えることをめざすものこそ法社会学にほかならない旨を，渡辺説はここで

明確にしているわけである。団結の必然性を信じて団結の回復を待つのか，分

裂の理由一根拠にメスをいれて団結形成のための方策を具体的に示し，分裂の

克服を具体的に援助し労働者たちの権利意識の成長に少しでも手をかすべく努

力するのか，どちらの姿勢をとるのか。渡辺説は，まさにこの問題を提起して

いるのであって，法社会学が「分裂の必然性を基礎にすえる」法学だといって
　　　　　　　　　q5）
いるのでは少しもない。

　教育労働法の法社会学的研究の課題がさらにどこにあるか，およそのところ

明白になったであろう。
　　　　　（16）
　若干の補足　以上の渡辺説のフォローから，教育労働法の法社会学的研究の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　　　　（17）
課題が，要するに，①教職員労働者たち全体の権利意識の実態についての広

くかつ深い分析的把握，そのための方法論の定立，②それら権利意識の現実

態がつくりだされている理由・根拠・必然性などの解析，その解析のための方

法論の定立，③その必然性の解析を踏まえたうえでの，権利意識の成長の契

機となるものの抽出・発見，それを発見するための方法論の定立，等々にある

ことが明臼になったことと思う。このような法社会学的研究を積み重ねていく

のでなくては，「労働者が団結権思想を本当に自分のものとすることを援助し
　　　　　（18）
てゆくうえに」協力することのできる，そのような教育労働法の理論をつくり

だすことなど，およそ不可能なことなのではあるまいか。

　もちろん，実定法の諸条規の条文解釈をより緻密な説得力のあるものに仕上

げて，そのうえでその普及をより精力的にはかることも必要である。しかし，

このことこそ必要なのであって，あえてこのような法社会学的な調査・研究に

　　　　　　　　　　　　　　　　一253　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53



取り組む必要はないとするような経験主義的意見が，主にすぐれた活動家・運

動家のなかに，相当に根強くあるようである。つまり，あれこれの運動を展開

したのちには，指導部＝執行部を中心にして必ず運動の総括が行なわれている

わけであり，その総括のなかでは，法解釈学的な総括も，法社会学的な総括も

行なわれている，というわけである。たしかに，運動の総括のなかには，要素

的に，この2つのものが含まれているであろうし，これらを含み込むようなよ

り科学的な総括こそがのぞまれるのである。より科学的でより全面的な総括が

のぞましいことは確実である。しかし，あれこれの運動をより成長・発展させ

総括するうえに，法解釈学＝実用法学としての教育法学の研究成果がどれほど

に有効・有益であったかに思いをいたすのであるかぎり，法社会学的研究の成

果が蓄積されていくとき，これがまたどれほどに有効・有益であるかについて

は，容易に推測できることではなかろうか。

　いま少し具体的にのべておこう。

　もしも指導部＝執行部による運動の総括が，当該の運動の指導・展開上での

成果と欠陥ないし限界を明らかにしたうえで，「成果をさらにどう発展させる

か．の観点に立ってなされないとすれば，逆に反対に，「欠IJiZ・限界はどこに

あるか」「そのような欠陥・限界をどのように突破していくか．の観点にむし

ろ重点を置いてなされるとすれば，総括はいわば泥沼のなかに踏み込んでしま

うに違いないのである。なぜなら，運動の欠陥や限界は多種多様かっ無数にあ

るからである。したがって，泥沼のなかに転落してしまうことなしに総括をす

すめるためには，「成果はどこにあったか」「その成果のうえに立って成果をさ

らにいま一歩あるいは二歩あげていくためには，どのような欠陥・限界が克服

されなくてはならないか：という観点，つまり成果を軸としてさらにその成果

を拡充するために欠陥・限界をみるという観点，これをこそ貫かなくてはなら

ないのである。つまり，成果の分析と欠陥・限界の分析とは，まさに実用法学

と法社会学との関係に相当する関係にあるわけである。総括は成果の拡充をね

らって欠陥の分析をするが，実用法学もまたより精密なより実用的な法解釈を
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ねらって実態の調査・研究をするわけである。さもなければ，総括の意味をな

さないし，実用法学の実用性が高まらないからである。遠い将来を見越しての

欠陥・限界のほりさげた分析それ自体をねらって，執行部が調査班を組織し特

定箇所に送り込むことも，もちろんありうる。しかし，その調査は，近い将来

での運動の発展に役立つとは限らない。まったく役立たないで終わってしまう

かもしれないし，そのようになりやすいわけである。だから，一般的には，そ

のような調査班を組織したりはしない。しかし，だからといって，そのような

欠陥・限界の分析それ自体が必要でないということには，少しもならない。固

有の法社会学がねらっているものは，まさにそのような調査・研究なのであ

る。

　運動のなかでの総括（成果と欠陥の分析）あるいは成果を軸とする欠陥の分

析（＝総括）と欠陥・限界それ自体の分析との関係は，実用法学＝法解釈学と

法社会学との関係に，あまりにもよく似ているように思われてならない。

　ところで，私が教育労働法の法社会学的研究の価値を認めて，これに主体

的・自寛的に取り組もうと決意したのは，日本の教職員労働者たちは，現在，

さまざまな要因が働いてのことであるが，団結の方向へよりも，むしろ不団結

の方向へすすんでいる，すすもうとしている，そのような危機意識が私をとら

えてはなさないからである。もしもそうでなければ，運動家はより豊かな総括

を積み重ねていけばよいのであり，専門研究者は法解釈学をさらに発展させて

いけばよいのであって，あえて法社会学的研究に入る必要もないのである。し

かし，こんにちわが国の実態は，総括だけでは，法解釈学だけでは，どうにも

ならない深刻な危機的状況にあるように，私には思われてならないのである。

　総括も限界につきあたり，法解釈学も限界につきあたっている，そのような

状況にあるのではないかというのが，私の学問研究を支える問題意識である。

たとえば，岐阜県において，1962年から64年まで続けられた第一次教育「正常

化」政策は，6・3岐教組を2割組合にまで，岐高教を4割組合にまで，おさえ

込むことに成功した。そして，いま，1977年7月20日を期して，第二次教育
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「正常化」政策が開始されるにいたった。ところが，この14年間のあいだ，6・

3岐教組は2割組合のままで終わり，岐高教は4割組合のままで終わり，この

期間に逆に「日教連」系の，俗に「岐学組」と呼ばれる会員数最高の3割組織

が誕生している。いったい，この14年間ものあいだ，このような状況がそのま

まに続いたのはどうしてなのか，どの組織にも加入していない未組織教職員が

半数近くにも及ぶにいたったのはどうしてなのか，これらの問題の解明をさて

おき放置しておくことがいったいいつまで許されるのか。

　追記　教育専門職理論の研究から教育労働法の研究にすすむことになって以

後，私たちは，最初から，「教育労働法の法社会学的研究tにできるだけ早期

に入ることをねらっていたわけである。というのは，教育運動論の祝角からみ

たときには，教育労働法の法解釈学的研究よりは，それを踏まえて立ってのそ

の法社会学的研究のほうが，はるかに価値が高いことは，当初から私たちにと

っても自明のことであったからである。しかし，闇雲にその法社会学的研究に

入るわけにはいかないから，これまでは，そのための方法論の定立をむしろ重

視しながら，そのための理論的準備をしてきたわけである。

　教育労働法の法社会学的研究をこそ当初から私たちがねらっていたことにつ

いては，たとえば，岐阜教職理論研究会『教職員の労働権と団結行動権』（EI本

教育学会第34回大会共同研究発表論文）の「はじめに」　3ページ，同『教育労働法

研究の方法論』（同第35回大会発表論文）の「亭」6，24－25ページ，同二敦育労

働法研究』（同第36回大会発表論文）の二はじめに二4　A°　一一ジとそのロニ19ペー

ジ，等々で指摘しておいたとおりである。また，拙著『教育専門職の理論二（法

律文化社，1976年）においてもくりかえし指摘しておいた。

　しかし，確かに，これまでのところでは，究極のねらいがどこにあるかにつ

き指摘してきただけで，具体的・本格的にその法社会学的研究に取り組むまで

にいっていない。そのための方法論に関する論議を積むことに終わっていた感

じである。

　だから，例年の日本教育学会全国大会で，私たちの共同研究発表をいつも熱
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心に傍聴されてきた，教育行政学関係の分科会参加者の一人である浦野東洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐエか
氏（北海道教育大学）が論文「指導主事の学校訪問と教職員組合の反対闘争一の

なかで，私たちの共同研究内容の上記の欠陥を指摘して以下のようにのべてい

るが，妥当な指摘として私もこの批判を承認するほかないと思っている。

　すなわち，「教育実践や教育研究にかかわる組合の方針，その団結強制，個

個の教員の権限との関係などの問題は，教育基本法第10条第1項の『不当な支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2L”、
配』の問題にもかかわると思われるが，今後の研究課題とするほかない。」と問

題の所在を明らかにしたのち，「この課題にかかわって」岐阜教職理論研究会

の「精力的な研究が注目される。」とのべて私たちの共同研究にとりわけ「注

目」しつつ，さらに氏はいう。「そこでは，『教育法学の法理および労働法学の

法理の，そのいずれとも異なった特殊固有の法理に立つ教育労働法学』の確立

がめざされている。たいへん魅力的なテーマであるが，今年（1977年）の日本教育

学会での共同研究会の方々の報告を聞いても，筆者が上に『今後の研究課題』

としたような関心が積極的にもたれているとは受けとれなかった。しかし膀野

尚行氏は学会での報告文書のなかで，了教育労働法学の研究は，さらに，教職

員労働者の団結をどう形成していくのか，その団結を核とする国民的団結をど

う形成していくのか，……等々の問題の実証的な研究にすすんでいかなくては

ならない。』とされておられる。同研究会の今後の研究が注目されるわけであ
　（20）

る。」と。

　現在の私たちの研究の課題・内容を論文のなかで紹介することまでしてもら

えたことにつぎ，この際，氏に謝意を表する次第である。

　しかし，氏が提起している「今後の研究課題」は，教育労働法学に固有の法

理を定立するプロセスで解決される問題であるように思われるが，私の提起し

ている「今後の研究課題」は，必ずしもそうではなくて，より実証的な法社会

学的研究を積み重ねるなかではじめて解決される問題である。だから，氏と私

とのあいだでは，イメージしているところの「今後の研究課題」に若干のズレ

があるようである。それにしてもなお，氏の提起している法解釈学的な問題な
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いし課題が，なお今後の教育労働法学にとっての理論的問題にとどまっている

ことは確かである。その意味で，氏の問題提起を私たちは重く受けとめざるを

えないと思っている。

（1）教育労働法研究のテーマにどんなものがあるかについては，岐阜教職理論研究会

　　r教育労働法研究の方法論〔1〕一その現代的課題性の定立一』（華陽タイプ印刷，

　　1976年）の21－25ページ参照のこと。また，岐阜教職理論研究会ご「教育正常化決議」

　　と「教育県民会議」一教育労働法の法社会学的研究（1）一』（同，1978年，ご教職

　　理論研究」第2号，仮題）のなかで，現在私たちが共同してその解明に取り組んでい

　　る問題のアウト・ラインだけは示すことができると思っている。なお，この「教職理

　論研究」第2号（1978年）で取り上げている問題は，極めて根の深い，しかも調査・

　　研究の対象が空間的にも時間的にもはてしなく広がっていく，そのような性質の問題

　　であるので，とてもその第2号だけで片付けることのできる問題ではないcだから，

　　相当に長期的な展望を立てて，会員一同が極力意欲を燃やして取り組んでいるところ

　　であり，その研究成果は第2号以下の小冊子，その他の個人論文等で，順次に引き続

　　き発表していくつもりである。

②　なお，これに対する労働法学者側からの反論はもちろんある。そのうちの一つが日

　　本法社会学会編三労働法学と法社会学』（有斐閣，昭和38年）であ1）　，そのなかの労

　　働法学者たちの諸論文である。なおまた，渡辺論文自体のなかでは，労働法学者たち

　　の反論について「一度まとめて取り上げなければならない」が，「これらの批判には，

　　もっともな点がないわけではないが，やはり問題意識の差異は解消していない。：と

　　されている（渡辺洋三二法社会学の課題二東京大学出版会，ユ974年，193ページ）。

（3）渡辺洋三r法社会学の課題こ東京大学出版会，1974年，7法社会学研究7」133ペー

　　ジc

　（4）　同，133－134ページc

　（5）同，134ページ、

　（6）　同，134－135ページ、

（7）同，］35ページ、

（8）同，136ページ、

（9）同，137ページ。

〔10．同，138ページC

｛111同，139ページ、

（12）同，ユ36－137ページ、

｛13｝同，138ページc

〔14｝　同，138－139ページ。
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a5｝もっとも，同・149－150べ一ジをみると，あたかも「団結の必然性」と「分裂の必

　然性」とが，労働者集団のなかに，同じように，同じ程度に，貫徹しているから，

　「団結することは，団結しないでいるよりは価値の高い行動である，ということは簡

　単にいえない。」（150ページ）とのべている箇所がある。しかし，これにしても，私

　の理解では，これまでにのべ解説してきたところと矛盾するものと解することはでき

　ない。誤解を生みやすい表現形式であることについては認めるけれども。

〔16）この項は，岐阜教職理論研究会の会員でもあり，名古屋市学校事務職員労働組合の

　なかで指導的な役割を果たし続けてきている，すぐれた活動家・新家竹雄氏（名古屋

　市立守山東中学校学校事務職員）の，私見に対する疑問の提起に向けて私なりに考え

　答えたものである。あるいは，以下の私の解答・問題解明だけでは氏の納得がいまだ

　えられないかもしれないが，氏がさらに「総括と法解釈学と法社会学との関連につ

　いて問題を再提起されるならば，いつでも喜こんで受けて立つつもりでいる。

聞　もちろん，ここでいう「権利意識」のなかには，①生存権的系列の人権意識と

　②教育権的系列の人権意識とが含まれており，①のなかには，さらに，生存権意識と

　か労働基本権意識などが含まれ，②のなかには，さらに，教育権意識事務権限意識

　等の職務権限意識，これらの権利・権限を行政的侵犯からまもりぬくための抵抗権＝

　団結権の意識などが含まれていることについては，るる説明するまでもあるまい。た

　だ，私がここで政治的基本権の意識，政治情況認識，等々をはずしているのは，これ

　らの権利意識の問題は，必ずしも教育労働法の法社会学の独自固有の問題にはならな

　いと考えているからであって，これら政治的権利意識の問題を軽視しているからでは

　まったくない。むしろ，これらは，憲法学，行政法学，等々の法社会学の研究テーマ

　となるのではあるまいか。

⑱　渡辺，同上，139ページ。

U9）浦野東洋一「指導主事の学校訪問と教職員組合の反対闘争」三季刊教育法二総合労

　働研究所，1977年秋季第25号。

i20〕同，93ページ。

第2節　福岡地裁小倉支部「苅田学テ事件」判決

　福岡地裁小倉支部は，昭和39年3月16日，被告人5名全員に懲役刑を言い渡

し，1年間の執行猶予とした。福岡県苅田町立南原小学校事件（以下，「苅田

事件」という。）として知られるこの事件も，全国学力テスト阻止事件の一つ
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である。

　事件の概要

　（1）　福岡県教職員組合の行橋京都支部は，昭和36年9月26日に南原小学校

で実施される学力調査を阻止するため，調査反対統一行動隊を組織した。公務

執行妨害罪等に問われた被告人5名は，いずれもこの「行動隊」の指導的立場

にある構成員であったようである。Xは行橋京都支部副支部長，　Yは豊国セメ

ント労働組合副組台長，Zは全日本自由労働組合福岡県支部苅田分会委員長，

Wは同苅田分会書記長，Vは同分会副委員長であった。このことからも知られ

るように，「行動隊」の責任者こそ福教組の行橋京都支部副支部長であったと

はいうものの，他の4名は一般労働組合の役員であったから，行橋京都支部が

学テ実施阻止に，地域住民の団結ではなくて，むしろ労働者団結を向けたこと

は明臼である。

　（2）被告人ら5名はいずれも9月26日の当日の早朝，南原小の校舎内にい

たのであるが，判決はこれを「校舎内に故なく侵入した」ものと認定してい

る。苅田町教委は，当日，教委事務局職員をテスト補助員として南原小に送り

込み，学テを強行実施せしめた。そこで，被告人たちは，他の行動員たちとと

もに，あるいは被告人たち自身で，計5つの教室に赴き学テ実施を中止するよ

う説得したけれども，いずれの教委事務局職員も説得に応じなかったため，両

側から職員の両腕をつかんで教室外に引き出したのである。判決はこの行為を

「暴力を加えてその職務の執行を妨害した」ものと認定している。こうして被

告人らは，公務執行妨害罪・建造物侵入罪に問われることになったわけであ

る。

〔1〕

　（1）　建造物侵入罪および公務執行妨害罪が果たして成立するかの問題のう

ち，後者の公務執行妨害罪が成立するかの問題については，教育法学・教育労
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働法学の視角からの相当にほりさげた検討を必要とするので，次項で検討する

ことにして，ここでは「校舎内に故なく侵入した！といえるかの問題につき若

干問題にしておこう。

　①「被告人等は違法な学力調査を中止させるために，E教育長，　A校長と

交渉をなし，テスト補助員を説得する目的であったのであるから，故なく侵入

することにはならない」とする弁護人側の主張を退けて，判決は「福教組及び

その支援団体員としての被告人等には，いわゆる団体交渉権は認められていな

いのであるから，被告人等の建造物侵入行為は，仮にその目的とするところが

平和的説得にあったとしても，違法性を阻却する正当な事由あるものとはいえ

ない。」という。教職員組合には団体交渉権が法認されていないから建造物不

法侵入罪は成立するというのであるが，この判示はいく重にも誤っている。第

一に，地方公務員の団体交渉権に各種の制限を加えている地公法55条の，憲法

28条との関係を問うことさえしていない。その違憲性を判示してしかるべきで

あったのに。第二に，一歩ゆずって，判決もいうように，地公法55条は「団体

交渉も団体協約締結権を伴わないものとして認められているに過ぎない」とし

ても，それは一切の団体交渉を否認したわけではない。この点，55条②では団

体協約締結権を認めないとしながらも，その55条①で当局は職員団体から「適

法な交渉の申入れがあった場合においては，その申入れに応ずべぎ地位に立つ

ものとする。」と規定し，当局の団交応諾義務を明示していることからも明白

である、だから，「団体交渉権は認められていないのであるから」というのは，

建造物不法侵入を云々する理由とはならない。第三に，さらに一歩ゆずって，

「団体交渉権は認められていないtとしても，このことは学テ中止を目的とす

る「平和的説得」行為を違法行為と認定する根拠条規たりえない。というの

は，このような行動は，生存権的基本権の行使としてはいかにしてもとらえ切

れない行動であって，まさに教育権的基本権の行使としてとらえられなくては

ならないが，地公法55条が制限を加えているものも公務員の生存権的基本権の

ジャンルのうちに内包される団体交渉権だからである。だから，もしもこの判
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決が地公法55条③をもちだしてきたとしても，55条③のいうところは，管理運

営事項は生存権的基本権を向ける対象とはならないということであって，当然

に教育権的基本権を向ける対象ともならないと，そういうことにはならないわ

けである。

　この判決が著しく貧弱な団結権論のうえに立っていることを，まずここで指

摘しておかなくてはならない。公務員の生存権的基本権の認識においてさえ，

その貧弱さは否定すべくもない。このような判決の貧弱な団結権論が，判決を

して，「校舎内に故なく侵入した」と認定せしめたわけである。

　②　「校舎の管理権は地方教育委員会にあるが，苅田町立小学校管理規則に

より校長に管理が委託されているから，本件校舎の管理権は校長にある。しか

して当時の福教組京都行橋支部長Uと苅田町教育長Eとの間で，昭和36年9月

23日夜，『南原小においては学力テストは強行しない。教組側の説得員がおら

なければ対外的に福岡県教育委員会との関係でやめるわけにはゆかないが，説

得員がおれぼやらない』との基本線で学力テストを実施しない旨の話し合い，

いわゆるU・E協定が成立した。又南原小校長Aは，当日被告人等に退去を要

求したこともなく，被告人等が2階にいたE教育長と交渉することを容認して

いたものである。即ち教育委員会も校長も，いずれも被告人等の校舎内への侵

入行為につき明示又は黙示の許諾を与えていたもので，校門・校舎・教室等に

貼られた教育長名又は校長名の立入禁止又は締切の貼紙は，ジェスチャーであ

って，真に被告人らの侵入を拒否する意思に基づくものではなかった」。この

ような主張によって建造物への不法な侵入という認定の不当を指摘する弁護人

に対して，判決は以下の3点から反論しているが，そのいずれもが人を納得さ

せうるものではない。第一に，判決は，①E教育長がU支部長に「説得員が

いないと実施しなければならぬから，ある程度説得員をおいてくれぬと君をだ

ますことになる」と発言していたこと，および，②苅田町教委昭和36年度会

議録によれば，同委員会は，学力調査の申止を含む実施の権限をE教育長に一

任したこと，並びに同教育長がU支部長に対し，教組側の説得にあい，混乱し
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て正常なテストができないようであれば当然中止しなければならぬが説得員が

一人もいなければ実施しなけれぱならぬ旨の話をしたこと，以上の2点を」争

えない事実であろう」とまで認定しながら，まことに驚くべきことに，「だか

らといってE教育長が説得員の形式的配置によって学力調査の中止を確約した

と断定するに足る証拠はない。」という。「むしろU支部長がE教育長の言葉か

ら実施の意思なしと判断したということは，そのような確定的な発言がなかっ

たことを裏書きするものであ」るとさえいう。「説得員がおれぼやらない」と

する7U・E協定」は，　E教育長に実施の意思がなかったことを証拠立てるも

のではないとしても，E教育長が当日の説得員の出校ないし在校を容認したも

のであることは明白である。少なくとも，「U・E協定」が成立していたかぎ

り，学校の校舎への説得員の不法侵入という認定は成立しない。「説得員がお

らなければやらなければならないが，説得員がおればやらない」というのであ

るから，在校した説得員を不法侵入罪で処罰したり，説得員の説得を排除して

学力調査を強行実施したりすれぱ，協定違反も甚だしい，だまし打ちの，行政

行為となる。不法・不当で処罰されるべきは，E教育長となる。ほかならぬ教

育の世界でこのようなだまし打ちが許されてよいものであろうか。第二に，あ

るいは，「U・E協定」は対教育長との関係で成立したものであって，対校長

関係で締結されたものではないという強弁もだされるかもしれない。事実，判

決は，A校長が被告人Xに対して「『教育長がやめうといえぱやめますから教

育長に話してくれ』といったことは明らかであるが，上の言葉もA校長が被告

人等との交渉に応ずることのわずらわしさを避けるための方便としていったも

のとみるべきであって，これを捉えて，被告人等の侵入行為につき黙示の許諾

があったものとみることは相当でない。」という。判決は，上記の校長の発言

を「方便」と主観的・悠意的に解しているが，この校長発言の基礎には一U・

E協定」が実存するに違いないのであって，これはたんなる「方便」的発言と

は解されないものである。判決は，説得員たちが校長の承諾があったと解して

いたのは「錯誤」「誤信」であったとさえ，「U・E協定」の成立・存在にもか
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かわらず，断定している。「被告人等を含む南原小学校の動員者等は同校での

学力調査は，U・E協定に基づき強行実施はしない旨の前記確約が存在するも

のと思いその結果同校々内に説得員として侵入することについては，校長の了

解があったものと信じていたようであるから，被告人らが，校長の承諾があっ

たものと錯誤していたことは否めない。二と。しかし，地教行法23条1号・2

号，同法28条①によれば，学校校舎等の管理権は教育委員会にあるのであるか

ら，また，同法17条①によれば，教育長はご教育委員会の権限に属するすべて

の事務をつかさどる。」のであるから，「U・E協定」の成立は，学校校舎等の

管理権者の意思を公に表示したという意義を有することになるから，被告人等

の確信を詰誤とか誤信とみることこそが誤認であり，さきの校長発言を方便と

解することこそが誤認となる。もしもあくまで誤信論・方便論で不法侵入罪に

付すとすれぱ，教育委員会・教育長は，「U・E協定」の締結で説得員の在校

を認めておいて，A校長には「在校を認めではならない1と極秘に通告してい

たことになり，当初から意識的・意図的に．ひっかけて処罰するこことを考え

ていたことになる。このような卑劣な行為が許されてよいのか。第三に，判決

は，「建造物浸入罪の保護法益は，『住居における平穏』であって，『庄居権の侵

害』てはない。従って上校舎の管理権がいずれにあるかは問題ではなく何人が

上校舎を現実に支配していたかを考えれば足りる。」が，事件発生当口，校長A

は在校していたのであるから「同人の意思に反するか否かによって，建造物侵

入罪の成否が決定すると解するのが相当である。こという。ところで，「庄害に

おける平且を乱したものは何か。いうまでもなく，それは，「説得員がおれ

ば学力調査はやらない二旨約束しながら，説得員が在校したのに突如として学

テを強行しようとした，そのような背信行為である。説得員の在校はA校長の

意思に反するものであったから7住居における平穏」が乱されたのだと判決は

いうけれども，「U・E協定」はA校長の意思を拘束すると解さなくてはなら

ない。たとえ地教行法33条①にもとつく教育委員会規則＝学校管理規則により

校舎管理権がA校長に委託されていても，それゆえにA校長にも校舎管理権が
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あることは否定できないとしても，そのこと（＝委託）で教育委員会の校舎管

理権が失なわれてしまうわけではないだろう。本来的に管理権が教育委員会に

あり，その委託を受けて校長に管理権が生じているのであってみれば，「U・

E協定一が本来的管理権者の意思にもとついて締結されたものであるかぎり，

A校長の管理意思を法的に拘束することになりはしないか。そうだとすれば，

「住居における平穏」を乱したものは，A校長の校舎管理権の恣意的乱用であ

るか，それとも教育委員会・教育長の背信行為（「『協定』は結んだけれども説

得員がいても学テを強行せよ」という趣旨の職務命令の通告）であるか，その

いずれかであると考えられるから，処罰には正当な根拠がない。

　（2）以上，私は，説得員たちが学テを中止させるため在校していたこと

が「故なく侵入した」ことになるかどうかにつき，若干詳しく検討してぎた。

そして，「住居における平穏」を乱したものが，実は，「U・E協定」を一方で

結びながら他方でA校長に学テ強行実施を命じた教育委員会・教育長の背信行

為・だまし打ちにあると考えられる旨のべてきた。にもかかわらず，この判決

は，相当に強引かつ無理な手法で不法侵入罪の成立をくりかえし，処罰を正当

としてしまったのである。以上にみてきたかぎりでは，この苅田事件判決に

は，評価するに値する知見はまったく見当たらない。教育法学・労働法学の研

究成果は，部分的・要素的にすら，この判決のなかに浸透してはいない。

　判決の著しく貧弱な団結権論にてらせば，判決が地公法55条⑨の「書面協定」

に相当する「U・E協定」の「法的二拘束性に少しも注意をしていないとして

も，不思議はない。同法55条⑮には「前項の協定は，当該地方公共団体の当局

及び職員団体の双方において，誠意と責任をもって履行しなければならない。」

とあるにもかかわらずである。

　（3）「書面協定」に相当する「U・E協定」に関して，判決はもっと積極

的な考察を加え，処罰の不当性を突くべきであった。さらに，書面協定の締結

は認めながら労働協約の締結は認めない，そのような地公法55条②の憲法28条

との関連も問われてしかるべきであった。苅田事件判決は，しかし，このよう
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な検討をまったくしていない。

　（4）　しかし，私見では，「U・E協定」の本質は，書面協定（地公法上の）

ないし労働協約の一種ではないのである。というのは，地公法55条⑨にいう書

面協定が「職員の給与，勤務時間その他の勤務条件に関し，及びこれに附帯し

て，社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し：（地公法55条

①）て交渉し，その結果結ばれた，そのような労働条件協約であるのに対し，

この「U・E協定」は，「南原小においては学力テストは強行しない。！という

点をそれが主内容とするものであるかぎり，当局をして教育への「不当な支配」

を思い止まらしめたものだからである。だから，これは，労働条件協約という

よりも，管理運営協定とみられるべぎものにほかならない。

　労働条件協約の法的拘束性が，結局のところ，それが憲法25条・27条・28笈

の所産であることに由来するとすれば，上記の管理運営協定もまた憲法23条・

26条・21条の所産であるとみられるかぎり，その法的拘束性は否定できないの

である。労働協約の法的拘束性の否定が生存権の否定につながり，それゆえに

違憲な行政行為となるとすれば，「不当な支配」はしないことを確約した管理

運営協定を反古にすることも，教育権・学習権の否定につながり，それゆえに

違憲・違法な行政行為となって，けっして許されはしないのである。

〔2〕

　さて，説得員たちは，「校舎内に故なく侵入した二罪に問われただけでなく，

「その職務の執行を妨害した」罪，いわゆる「公務執行妨害罪」にも問われる

ことになった。しかし，この判決の公務執行妨害罪の認定の論旨は，すでにみ

た建造物侵入罪の認定の論旨と比較して，相当に注目するに値する内容を含ん

でいる。第一に，教育法学についての高水準の理解を示した点においてであ

る。第二に，それにもかかわらず，教職員の団結権については，やはり著しく

貧弱な理解しか示していない点においてである。一方で高水準の教育権論を展

開しながら，他方で低水準の団結権論しかとりえないでいる，この種の矛盾こ
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そ，以下で明らかにしていくように，教育労働法学＝教育権的基本権法学の創

造の課題性を明示することになるわけである。

　なお，この判決の関係部分は，第一学力調査の適法性及び公務性につい

て，1教育行政権行使の限界について，2　本件学力調査の適法性について，

3　公務執行妨害罪における公務の意義及び本件テスト補助員の実施行為の公

務性について，第二　正当行為ないしは正当防衛の主張について，このような

順序で展開されている。2章3節からなるこの関係部分は，内容的にみれば，

教員教育権論および教職員団結権論の2つで構成されているので，この2つの

方面からこの判決の該当箇所をみていくことにする。

　教育権論

　「本件学力調査は，文部省の教育内容に対する介入であり憲法26条，同23条，

教基法10条に違反し，また，地方教育委員会に調査を拘束的に実施させた点で

地教行法54条②にも違反する違法な行政権行使であるから，被告人等が反対行

動ICでても公務執行妨害罪は成立しない」とする弁護人側の主張に対して，こ

の苅田事件判決は，まず，教育行政権行使の限界と本件学力調査の適法性とに

つき判断し，まことにすぐれた教育法解釈をしている。教育法学の研究成果

は，その教基法10条解釈および地教行法54条②解釈のなかに，正しく活かされ

ているとみて差支えない。

　（1）教基法10条①のいう　「不当な支配」とは，判決によれば，「教育の政

治的中立性を阻害するような一党一派に偏した干渉をさし，党派的勢力として

政党その他の政治団体，労働組合，宗教団体，財閥等はもとより，国又は地方

公共団体という教育につき公の権力を行使する権限をもつものもまたここにい

う『不当な支配』の主体となりうる」のである。だから，法制的根拠をもつ行

政的支配は「不当な支配」に当たらないとする見解は誤りであって，「不当な

支配であるか否かは「専ら教育の政治的中立性，即ち教育内容，教育方法ま

たは教育行政の中立性を害する危険があるか否かによって判断すべきものであ
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るから，主体が何であるか，ないしは法律上の権限のいかんによって左右され

るべきものではない一のである。むしろ，教基法の立法の経緯にてらしてみれ

ば，7国家権力，たとえそれが法制的根拠をもつ行政的支配によるものであっ

たにせよ，そのような支配を不当とし，その介入を排斥することこそ，上法条

の本来の精神に外ならない，と解すべきである。」　このようにのべて，判決は，

「法罰的根拠をもつ行政的支配二からも教育・教育権を解放するのである。

　（2）「教育は自由でなければならない。真の教育はのびのびとした自由な

精神的環境の中においてのみ育つ。」　しかし，このことは，国や地方公共団体

がご教育に関し，積極的な役割を演ずべき義務を負っている」こと，つまり

「教育行政の存在すべき必要性」を否定するものでは少しもない。それは，10条

①との関係でみれば，上記の「教育の本質に鑑み，その自由，自主性を尊重し，

教育の具体的活動内容に立ち入って監督命令することであってはならない。監

督命令ではなくて，援助助言でなければならないのである。」10条②との関係

でみれば，それは「諸条件の整備」を目標とし限界としなくてはならない。判決

は10条②に関してさらにいう。ここにいう「諸条件の整備1とは，「教育内容や

教育方法等にわたらない外的事項，つまり教育の外的条件の整備，例えば施設

の設置管理，教職員の人事，教育財政等を意味し，前に述べた教育の特殊性か

ら，教育の自主性を重んじ，教育の外にあって，教育を守り育てるための諸条

件を整えることに，その目標を置くべきことを規定しているものと解するのが

妥当である。かといって，行政は，教育内容や方法等の内的事項につき，全く無

権限であると断ずることは行き過ぎた見解である。不当な法的支配にわたらな

い大綱的基準の立法や，指導助言的行政は当然に教育行政の任務として承認さ

れるべきである。こと。こうして判決は，教育行政の任務を，外的事項の整備，

大綱的基準の立法，指導助言（行政），の3つに厳格に限定し，そのうえでなお，

「指導助言とは，教育行政以外の一般行政にみられる指揮監督と異り，勧告の

一種に過ぎず，何らの法的拘束力を有しないものである。」と念を押している。

少なくとも，判決の基調が「教育権保障のための教育行政権限の限定」に向い
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ていることだけは，ここに明白である。教育権限こそ第一次的権限であり，教

育行政権限は第二次的・補助的な権限にすぎない。

　（3）　この基調は地教行法54条②の解釈にも活かされ，その結果，学力調査

の教基法10条違反・地教行法54条②違反が結論されるにいたっている。

　地教行法54条②によれば，文部大臣は教育委員会に対し必要な調査・統計そ

の他の資料または報告の提示を求めることができ，同法23条17号によれば，教

育委員会は教育に関する調査の管理執行権限をもっている。7本件学力調査は，

文部大臣の上調査報告の提出要求に基づき，上調査報告の提出を求められた教

育委貝会がその権限に基づく事務の管理執行として行う教育に係る調査である

として，調査の期日・時間割・教科・問題i乍成・実施手続等の一切が文部畜当

局により企画されたものである」が，判決によれば，この学力調査はつぎの3

点で問題がある。

　第一に，地教行法54条②は「各教育行政機関において，既に自主的になされ

た調査・統計その他の資料について，これを文部大臣が有効に利用するために

報告を求める場合をさし」ているのだから，文部省の企画の下でもっぱらその

指導によって実施された本件学力調査は，ここにいう調査にぱ当たらない。

　第二に，行政調査は本来「客観的事実・資料の把握を目的とするものであっ

て，それ自体積極的施策としての意味内容をもつべきでなく，又価値評価にか

からしめるべき」ものではないのに，この学力調査の「目的は，学習指導要領

に対する到達度をみる点にあ」り，いうなれば一学力評価の一種である一か
　　　　　　　　　　　　　　　　c’1）
ら，行政調査の域をでてしまっている。

　第三に，本件学力調査が文部省当局の企画と問題1乍成によることから，文部

大臣にこのような試験問題の作成権があるかが問題となる。試験問題が文部省

の学習指導要領に準拠して作成されたことは，学習指導要領の法的拘束性，ひ

いては「学習指導要領を含む学校教育活動全体の教育計画，即ち教育課程の編

成権が，包括的に文部大臣に授権されている」とする発想，これらが前提とな

っているが，これらの前提はいずれも誤っている。なるほど，学教法20条・同
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法附則106条は，文部大臣の小学校の「教科に関する事項」の決定権限を規定

している。しかし，教基法の「前文1条・2条・10条等の趣旨からみて，教

育行政は，指導・助言・勧告をその本質として，外的事項ないし教育の外的条

件の整備に止まるべきで，文部省も指導助言官庁として上の『教科に関する事

項こもこれら外的諸条件をさすものとみるべきで，内的事項ともいうべき教育

課程については，教師の教育課程編成権を不当に支配しない程度のごく大綱的

な基準，即ち教育課程基準設定権を有するにすぎないものと解すべきである。

従っで学習指導要領も『教育課程を構成する場合の最も重要な資料であり基本

的な示唆を与える指導書』としての意味をもつに止まり，法規命令としては効

力をもちえない。！学教法施行規則25条は学習指導要領に拘束力を認めている

ようにも読めるが，この規則は学教法20条の「前記委任命令に基づくものであ

るから，これをもって学校教育法及び教育基本法の桔神が改められたとするこ

とはできない，二　このような次第であるのに「本件学力調査は，文部省当局が

学習指導要領に準拠して，試験問題を1乍成し，教育委員会に対して報告の提出

を義務づけるものとして実施されたものであるから，結局，実質的な教育課程

管理権を裏付けとしてその権浪が行使されたことになり，正に行政権力たる文

部省が不当に教育内容に介入したものという外はない。！

　以上のように論述を展開してきて，この判決は，本件学力調在の地教行法54

条◎違反・教基法10条違反を結論し「実体法上違法性を有する」と断定したの

である。教基法10条は二教育行政の限界を示し，その反面として教育の自主性

ないしは教育権の独立を保障するものと解され」るとするこの判決の教基法10

条理解，つまり，この判決の「教基法10条は教員（集団）に教育潅を保障した

ものだ」という判断こそが，本件学力調査の違法性を結論せしめたことは間違

いのないところである。

（1）「行政的事実の調査は，客観的端的な事実資灼の把握を目的とするものである。従

　ってそれ自体，積極的施策としての意味内容をもたず又価値評価にかからしめるべ

　きではない。しかるに「昭和36年度学力調査の実篭要領（小学校・高等学佼）』と題
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する書面によると，本件学力調査の目的は，児童生徒の学力の実態をとらえ，学習指

導教育課程及び教育条件の整備改善に役立つ基礎資料をうるものとされてはいる

が，その問題作成の方針は，文部省の定める学習指導要領を基準とし，その目的は，

学習指導要領に対する到達度をみる点にある。いうなれば，学力評価の一種である。

であるからこそ学力調査実施要綱が，上調査結果の換算点を生徒指導要録に記入する

ことを指示しているのである。1

　団結権論

　以上みてきたように，苅田事件判決は，教育法学的にはまことにすぐれた法

解釈を展開し，本件学力調査の違法性を指摘することとなった。とするなら

ば，このような違法な教育権侵害の行政権行使に対する反対行動の正当性を，

より寸寸んではその合法性を，この判決が明示しても当然のことと考えられ

る。ところが，以下で批判的に明らかにしていくように，この判決は公務執行

妨害罪の成立を認めてしまったのである。つまり，違法な行政行為に対する抵

抗行動の正当性・合法性を否定してしまったのである。教育権の確立を教職員

団結の運動課題と考える立場からすると，このような判決の結論は，いかにし

ても見遇すことのできないものである。いかにこの判決が教育法学上評価でき

る判断を示していても，判決のこの結論は，まさにそのような教育法学上の諸

権利の実現を阻止する役割を果たすことになるからである。違法な行政権行使

に反対する団結行動の合法性を論証するための理論がつくりあげられなくては

ならない。さもなければ，教育法学上の諸権利は結局のところ実現されえない

ことになってしまうであろう。

　この判決は，教育法学的にみれば，まことに高く評価することのできる判断

を示した。ところが，学テ阻止行動こ対しては，公務執行妨害罪の成立を認め

ることによって，「教職員労働者には教育権的基本権が認められてしかるべぎ

である」と考える教育労働法学の観点からは，いかにしても容認できない判断

を示した。教職員（集団）がその教育権・職務権限を職場や地域にうち立てる

ための団結権，これを全面的に否認してしまっているのである。したがって，
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この苅田事件判決にそくしてみれば，教育法学の研究成果を踏まえた教育労働

法学の創造の課題性は，ここに明白であるといわなくてはならない。

　では，この判決は，どのようにして公務執行妨害罪の成立を認めたのであろ

うか。

　以下，批判的にみていこう。

　（1）判決は，弁護人のつぎのような主張，すなわち「教育基本法10条に

『国民全体に対し直接に責任を負う』とは，教育基本法の精神に反寸るような

仕方で教育に直接間接に強制を及ぼすような行為に対しては，『他のいかなる

機関の行為を待つことなく』自ら『直接に』これに抵抗しこれを防止して民主

教育の実践を確保しなければならないことを，教師の法律上の義務」とび権¶と

して規定したものである。」とする主張をとりあげている。私自身は，この弁

護人の主張一この主張の「直接に」の解釈は必ずしも正しくない一を，つぎのよ

うに解して支持する。教基法10条①の解釈はいまだ必ずしも一義的に確定され

るまでにはいっていないが，教育専門職の理論にてらしてこれをみれば，「教

育は，不当な支配に服することなく，国民全体に対し教員（集団）が直接に責

任を負って行われるべきものである。二と解するほかないのであり，教員（集

団）の直接教育責任を明示したものと解されるのである。相手人間の人権の保

障に直接に責任を負う人間こそ，専門職者プロフェッショナルにほかならない
　　　　（1）
からである。とするならば，教基法10条は，反面からみれば，教貝㊧団）の

直接教育責任＝教育権を侵犯するような行政行為に対しては，教員（集団）は

これを「不当な支配」として排除していくための「不当支配排除権．を授権し

たものとも解されるのである。かつて田中耕太郎は，「教育をなす権利または

権能一につき説明して，この意味の教育権は二権利者が他の個人または団体に

対し，自己が特定の教え子に一定の範囲においてなす教育的活動を承認させる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
ことの請求権である。これは教育目的活動に対する妨害排除の権能てある。－1

とのべていた。この説明は，直接教育責任＝教育権と不当支配排除権；妨害排

除権との不可分一体性を明示したものである。とするならば，学テ阻止行動
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は，教職員団結が教基法10条に内在している不当支配排除権を発動したまでに

すぎないことになり，その正当性・合法性に疑問の余地はないことになる。

　ところが，この弁護人の正当行為論を，判決はつぎのようにして退けてい

る。「ここに『直接に責任を負う』とは，同法条前段に規定する『不当な支配』

に服しないことと内容上表裏をなすものであって，教育の自主性の尊重ないし

は教育権限の独立と同趣旨で，教育に関する責任の主体と，国民全体との間に

何ものの介入も許さるべきではないことを意味し『直接に責任を負う』との文

言の中に所論の如き趣旨まで含むものとは解されない。」といってである。判

決は，「本件学力調査は，形式的には，地教行法54条2項に違反し，実質的に

も教育基本法10条に違反するものであるから，その余の判断にまつまでもな

く，実体法上違法性を有する」とか，教基法10条は「教育行政の限界を示し，

その反面として教育の自主性ないしは教育権限の独立を保障するものと解さ

れ」るから，本件学力調査が「教育基本法10条に違反し，教育行政権限の艮界

を越え，教育の自主性ないしは教育権限の独立を侵害するものとして違法一で

あるなどとのべ，本件学力調査の教基法10条違反をくりかえし指摘する。にも

かかわらず，違法な行政行為の実行阻止をめざす教職員団結の行動の合法性・

正当性を少しも認めようとしない。この矛盾は，一つには，判決の教基法10条

理解の一面性に由来するとみるほかないであろう。教基法10条が教員（集団）

に教育権限の独立を保障していると解するかぎり，このことは，一面では，教

基法10条が行政権にたいしては行政権による教育への不当支配を禁止したこと

を意味し，他面では，教基法10条が教職員集団にたいしては行政権による教育

への不当支配を排除する団結権を授権したことを意味すると，このように解す

るほかないからである。判決は，教職員集団の側から教基法10条を読めばどう

なるか，この問題の解明に取り組むことをまったくしていない。

　（2）　あるいは，判決の教基法10条理解の上記のような限界は，判決が教員

（集団）の教育権を，もっぱら教基法10条上の権利とだけみて，憲法23条上の

権利としては認めなかったことからくるのかもしれない。教基法10条による教
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育権の独立の保障は，「学問の自由を保障する憲法23条及び教育を受ける権利

を規定する同法26条にかかわるものではあるが，これらの憲法の規定が，当然

に，教育行政の限界・教育の自主性ないしは教育権限の独立までも保障したも

のとは解すべきではなく，」したがって，教基法10条に違反する本件学力調査

が「直ちに憲法の前記法条に違反するものとはいえない。」判決はこのように

のべて，本件学力調査の違憲性までは認めなかったわけであるが，このこと

は，あれこれの行政行為の違憲性をいうまでにすすまないかぎり，当該行政行

為に対抗する団結行動の正当性＝合憲陸は認められないことを意味していると

いってよいのであろうか。

　なるほど，教基法の文言上には学テ反対行動の合法注を直接に論証するに足

りるような規定はない。それに対して，憲法の文言上では，「学問の自由」を

侵犯するような行政権行使に対抗する団結行動の合憲性を論証するに足りる規

定をみつけることは容易である。たとえば，憲法21条「表現の自由」のほか

に，憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の不断の努力

によって，これを保持しなければならない。」があり，同18条「何人も，いか

なる奴隷的拘束も受けない。」「その意に反する苦役に服させられない。」があ

るからである。

　それにしても，この判決は，奇妙な憲法論をとり，「憲法上の保障をより完

全ならしめるために，教育基本法は，更に一歩すすめてその趣旨を拡張したも

のと解される：といっている。つまり，憲法23条の「学問の自川この規定の具

体化から教基法10条のr教育権の独立！がでてきたのではなくて，教基法10条

によってはじめて「教育権の独立」がでてきたようにいっている。あたかも

「教育権の独立」は憲法的根拠を欠くかのごとき理解の仕方である。判決は，

憲法と教基法との内的関係には，まったく無自覚である。

　（3）判決が公務執行妨害罪の成立を認めた基礎には，つぎのような「公務」

観がある。判決はまず，刑法95条①は「公務員の職務を執行するに当り」と規

定しているだけで，公務員の職務の適法性を犯罪成立の要件とするかどうかな
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んら明示していないけれども，「国家の作用も厳重な法的制約をうける一方個

人の基本的人権も最大に尊重されなければならないから，公務員の適法な職務

行為のみが本条の保護を要求しうるものと解すべきである。」という。そうだ

とすれば，本件学力調査の実施行為は，判決によっても形式的にも実質的にも

違法な行為なのであるから，公務執行妨害罪はいかにしても成立しない。「相

手方：こ対して国家の権力意思を強制する場合は，国家自ら違法な執行行為を防

衛するため相手方を処罰することは到底許されないから，その適法llkを厳格に

解すべきである1とすれば，なおさらのことである。

　にもかかわらず，判決は，公務執行妨害罪にいう一公務この「適法性は比較

的ゆるやかに解するを相当とする。」という立場をとる。そして，「公務員の行

為が，実体法上違法性を有するものであっても，そのことから直ちにその行為

は刑法上保護すべき適法性を有しないと断定することは相当でない。」とか，

本件学力調査は「法令の解釈に誤りがあり，その実質的内容において重大なる

違法注を帯有するものではあるとしても，一般社会通念よりみて，その違法性

は何人の判断によってもその存在に疑問を抱く程度に明白なるものとはいい難

く，従って当然に無効とはいえない。」などという。だから，原理上では，適

法な行政行為＝公務だけが刑法上の保護に値する’ことは疑いがないが，「いか

なる程度の適法性を必要とするかは」一概に決定しかねるから，たとえ違法な

行政行為であっても公務執行妨害罪は成立するとみなくてはならない，という。

　しかし，このような公務観ないし行政行為観は，けっして人々を納得させう

るものではない。

　第一に，このような公務観は，あまりにも矛盾だらけで，このような公務観

をもってすれば，ほとんどあらゆる場合に公務執行妨害罪が成立することにな

ってしまうからである。判決は，一応は，「公務員の適法な職務行為のみ」が

刑法上の保護を要求しうるのだから，「その適法性を厳格に解すべきである」

ともいっているから，この法理にてらしてみれば，違法な職務行為に抵抗した

人間が処罰されることはありえないということになる。この法理に厳格にてら
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して，「本件学力調査は適法な公務の執行とは認められないから」公務執行妨

害罪は成立しないと判示したのが，のちにみる北海道旭川地裁および札幌高裁

の学テ事件判決である。ところが，この福岡地裁小倉支部判決は，上記の「適

法性の法理」をたて前にとどめ，「一般社会通念よりみて，その違法性は何人

の判断によってもその存在に疑問を抱く程度に明白なるものとはいい難一いよ

うな場合には，その頂哉務行為に法令違反があり，不適法であっても」なお，

その執行は刑法上保護する必要があるとする。そうなれば，「何人の判断によ

ってもその存在に疑問を抱く程度に明白○職務行為などというものは，極め

てまれにしか存在せず，またほとんど存在しえないであろうから，ほとんどす

べての職務行為が刑法上の保護を受けることになってしまう。ここでは，もは

やさきの一適法性の法理一は活かされる余地がない。

　ことは極めて重大だといわざるをえない。

　というのは，「個人の基本的人権が最大に尊重されなければならない」がゆ

えに，「適法性の法理」を活かすことによって「国家の作用に厳重な法的制約

を二加える必要があるのに，そのことが不可能となり，反対に「国家自ら違法

な執行々為を防衛するため相手方を処罰すること．が容易に可能となるからで

ある。「適法な職務行為のみが刑法上の保護を要求しうる」という法理をより

精密に仕上げることによって，国民の教育闘争を刑罰から解放していかなくて

はならない。

　なお，ここで念のためにいっておけば，地公法が処罰・処分の対象としてい

るのは，いうまでもなく公務員たる教職員であるが，公務執行妨害罪で処罰さ

れる対象は，教職員一般だけではなくて，より広範囲の人間である。とすれ

ば，教育闘争を住民的ないし国民的な闘争として発展させていけばいくほど，

地公法61条4号による処罰よりも，公務執行妨害を理由とする処罰のケースが

ふえてくることが予想される。「公務執行妨害罪にいう公務とは何か！の問題

の解明が，国民ないし庄民の教育闘争を刑罰から解放するうえに，とりわけて

必要となるゆえんである。しかし，のちに詳説するつもりであるが，「公務」
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概念にしぼりをかけることと同時に大切なことは，不正・不当な行政行為に反

対する抵抗行動それ自体の合憲性・合法性を，すすんで明らかにしていくこと

である。この仕事をより積極的にすすめないと，教職員・国民の教育闘争を真

に処罰・処分から解放することはできないであろう。

　第二に，行政行為の「適法性は比較的ゆるやかに解するを相当とする。！の

なら，当該行政行為の実施に反対する団結行動の適法性についても，これを

「比較的にゆるやかに解する」必要が生じ，むしろこれを積極的に法認する方

向でのぞまなくてはならない。そうでないと，著しく不公平・不公正な仕打ち

だという社会的非難を免れないであろう。特定公務の執行に憲法・法律の条規

上疑問があるからこそ，その執行に抗議し抵抗する行動が起こるのである。そ

のときに，もっぱら抗議行動のほうばかりを処罰するとすれば，行政機能を補

強するためだけに司法が機能していることになってしまう。

　判決は，特定の行政行為が「実体法上違法性を有するものであっても」「法

令の解釈に誤りがあり，その実質的内容において重大なる違法性を帯有するも

のではあるとしても」，それでもなお「そのことから直ちにその行為は刑法上

保護すべき適法性を有しないと断定することは相当でない。」とする。そのよ

うな場台でも，「その適法性は比較的ゆるやかに解する」ことによって，当該

公務の執行を刑法により保護しなくてはならない，とする。「重大なる違法性

を帯有するもの」であってもその執行が刑法上保護されるとなれば，法律は行

政をコントロールする能力を失ってしまうわけであるから，法律は存在しない

に等しい。盗意的・専断的な行政行為が刑法によって保護されることになる。

「国家のr開も厳重な法的制約をうける！ことなど，ありえないことになって

しまう。

　だから，「その適法［圭は比較的ゆるやかに解する一といっても，その「ゆる

やかさ1にも所詮限界があるのであって，違憲・違法な行政行為までも刑法上

の保護を受けるのなら，もはやファシズム国家にすぎなくなる。

　判決は憲法解釈を誤っているのである。
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　その適法性が比較的にゆるやかに解されてしかるべきものは，判決の説くと

ころとは反対に，その適法性に疑義のある行政行為に対抗する，国民の抵抗行

動のほうでなくてはならない。憲法上の基本的人権の普遍性・不可侵性・永久
　　　　（3）
性・固有性は，行政行為こそもっとも厳重な法的制約に服してしかるべきこ

と，基本的人権の保持および拡充のための国民の諸々の社会的活動の自由が最

大に尊重されるべきこと，これを求めるのである。「個人の基本的人権も最大

に尊重されなければならない」のではなく，国民の基本的人権こそが最大に尊

重されなければならないのである。

　判決の論理によれば，「実体法上違法性を有する」「重大なる違法性を帯有す

る」，そのような国家作用が法的保護をうけ，それに抵抗する国民の団結行動

等は反行政活動として処罰されてしかるべきであるということになるが，憲法

の基本的人権の法理にそくしてみれば，まさにその正反対なのであって，法的

保護をうけてしかるべきものは，外見上「違法性を有する」かにみえるような

反亘家的＝反行政的な活動のほうなのである。このような基本的人権の法理

は，最高裁5・21判決のなかの団藤重光反対意見において，相当程度展開され
　　（4）

ている。また，労働基本権の法理も，純粋な市民法原理にてらしてみれば違法

性を有することが明白な，そのような労働者の団体行動を，市民法原理に修正

を加えることによって違法性を阻却した，その所産であることが十分に注意さ

れなくてはならない。この事実にてらしてみれば，国家一教育権」論に導かれ

た教育行政行為に対抗する教職員労働者団結を核とする国民的団結の行動につ

いても，多面的・多角的に違法性の阻却が問題とされなくてはならず，そのう

えに立って教育権的基本権の法理が組み立てられなくてはならない。

　第三に，行政権限と教育権限との関係について考えてみた場合，現実に前者

の行政権限のほうが優越した地位にあることは明白な事実なのであるから，む

しろ法的により手厚く保護されてしかるべきは，後者の教育権およびその独立

を保持しようとする行動のほうでなくてはならないのではないか。より厳重な

法的制約を行政権限のほうに加えることによって，そうしてはじめて，教基法
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10条などが予定している両権限の関係が実現していくのではないか。

　国家の教育統制権能と国民の教育権とのあいだには，するどい対立・抗争の

関係がある。そして，このうち前者の国家権能のほうは，すでに事実上優敏に

あるだけでなく，ときに違憲・違法な行政執行をとおして教育統制を達成しよ

うとし，すでに相当程度それを達成している。このような国家の教育統制をチ

ェックしていくために必要なものは，国民の，違憲・違法な行政行為に抵抗す

る行動の自由であり，教育権的基本権の享受と行使とである。国民の教育権を

国家の教育統制に抗して守りうち立てていくうえに必要なことは，厳格な法解

釈による国家権能の制限であり，違憲・違法な国家作用に抵抗する行動の自由

の保障である。それにもかかわらず，判決のように，行政行為の適法性を比較

的にゆるやかに解することで違法な行政行為を容認し，かてて加えて，違法な

行政の執行にまで刑法による保護を加えて反対行動を処断してしまうとすれ

ば，国家による教育統制の進行をチェックし教基法10条の原理を実現していく

方途は，もはやまったくなくなってしまう。司法権までもが行政権による教育

統制に手をかすことになり，すでに事実上優位にある行政権をますます優位に

立たせることになってしまう。元来，法律およびその番人たる司法権は，行政

権が事実上優位にあればこそ，その恣意・専断をチェックするために存／1：して

いるのではなかったか。そこにこそ法律・司法のレーゾン・デートルがあるの

ではなかったのか。

　第四に，その適法性が比較的にゆるやかに解されてよい場合も，あるいはあ

るかもしれない。使用者相互間とか行政機関相互間などでの指示等に関してで

ある。しかし，およそ労使関係において，職務命令の適法性が比較的にゆるや

かに解されてよい場合など，ほとんどありえないのではないか。たとえば，買

い取った労働力について使用者の自由な使用権が認められると考えられる物的

生産労働に向けてさえ，その業務命令は契約労働条件の範囲内のものでなくて

はならないから，その契約労働条件が法律・条例・協約・慣行等々で定められ

ているとき，業務命令の適法性がゆるやかに解されてよいことには少しもなら
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ない。適法性に疑問のある業務命令に対しては，契約違反にならないかがきび

しく追及されてしかるべきであり，ときには業務命令への服従拒否で応じなく

てはならない場合も生ずるであろう。業務命令の成立有効範囲をルーズに解し

てそれに服従することは，労働力の安売りをすることであり，自己の生存権を

自分自身で脅かすことであり，生存権をうち立てるゆえんではけっしてない。

　まして，職務権限の独立が法認されているような労働に向けての職務命令に

ついては，契約労働条件の枠内にあるか，職務権限の独立を犯tことにならな

いか，この二重のしぼりをうけることになるから，その適法性はさらに厳格に

解されなくてはならないのである。教職員に向けての職務命令は，「身分の尊

重」「待遇の適正」の法理に抵触しないか，「不当な支配」に当たらないか，少

なくともこの2つの角度から点検されて当然であるから，教基法6条・10条等

の条規にてらして，その適法性のいかんがより厳重に点検されなくてはならな

い。

　判決は，その適法性を厳格に解すべき場合として一相手方に対して国家の権

力意思を強制する場合二だけをあげ，その他の職務行為のときは比較的ゆるや

かに解されてよい旨のべているが，その他の職務行為においてもその適法性が

厳格に解されなくてはならない場合が数多くあるのである。

　（4）　弁護人の「被告人等は何れも福教組ないしは行橋京都地区労働組合協

議会傘下の組台員として，当該組合の決定と方針に基づき行動したもので，正

当な行為である」という主張も退けて，判決はいっている。「地方公務員たる

教職員は，一般勤労者と異り，公共の福祉のためないしは地域社会全体として

の勤務関係の特殊性から，団結権（狭義のそれで「組合つく玩の権利を指す……引

用者註）は認められているが（地方公務員法52条1項）争議権は禁止され（同法

37条1項），団体交渉も団体協約締結権を伴わないものとして認められている

に過ぎないから，被告人らが福教組及びその支援団体員として組合の方針と決

定に基づいて行動したものであったとしても，その行動が直ちに正当化される

ものではない。一と。私自身は，学テ阻止行動が労働組合の争議行為に該当す
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るとは考えない。憲法28条の労働基本権とは異質な団結権の行使行動と考える

のである。しかし，判決は，ここでは，公務員もまた憲法28条の労働基本権を

享有していることと地公法37条・55条②との関係を問うことさえしていない。

つまb，生存権的基本権としての団結権さえ認めていないのである。

　すでにくりかえしのべてきているように，判決は，地公法37条・55条②など

の条規は二公共の福祉のため」「地域社会全体としての勤務関係の特殊性」を

考慮して置かれたものであるから憲法28条に抵触するものではないと，このよ

うな見解をとっているが，この見解はあまりに一面的にすぎて誤っている。

「地方公務員たる教職員は，一般勤労者と異り」というが，教職員をその公務

員性の方面からみたときに一般勤労者と異なるだけであって，教職員をその労

働者性の方面からみるならば，公務員たる教職員も一般勤労者と異なるところ

はないのである。つまり，掌る労働が異なるだけのことであって，その社会的

存在は異なるところがない。そして，労働基本権は，あれこれの職種労働者が

賃労働者存在であることから共通普遍に享有する団結権であって，あれこれの

職種労働者がどんな労働を掌っているかによっては影響されないのである。だ

から，二公共の福祉のため二の労働に従事しているというような理由で公務労

働者の労働基本権を制限することはできないのである。

　判決は，ここで，一面的な誤った論理で教職員労働者の労働基本権を否認し

ているが，この判決の特徴が団結権の全体的・全面的な否認にあることが注意

されなくてはならない。判決は，教基法10条に内在すると解されなくてはなら

ない」不当な支配」を排除するための団結抵抗権を認めず，また，違法な公務

の執行を阻止するための団結抵抗権も認めない。加えて，ここにきて，労働

基本権さえ認めようとしないのである。これほどまでに全面的に団結権が否認

される：こいたれば，教職員労働者は，教育権・職務権限・生存権を脅かしてく

る政策・行政に対して，まったくなすすべがないことになってしまうのであ

るe

　（1）拙稿「専門職労働者論：「教育実践と教育行政二法律文化社，1972年，第4部第1
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　章，295－297ページ。なお，拙著二教育専門職の理壽硫（同，1976年）のなかで1ま，

　随所でこの点に言及している。

（2）同，269ページ参照のこと。

③　拙稿「教員の学問の自由と教育権」岩本憲ほか二国民の教育と敦育履福村C汲，

　1971年，第3部論文，340－356ページ参照のこと。

（4）団藤重光反対意見については，すでに本論文でも紹介しているが，団藤説によれ

　ば，あれこれの行政行為の合法性もしくは妥当性に問題があるときには，行政行為の

　執行のほうが保護をうけるのではまったくなく，その反対に，国民のほうに「表現の

　自由がもっとも強く保障されてしかるべき性質のもの」となるのである、その際に

　は，あれこれの公務執行妨害行為は，「それだけで当然に違法性を認められるもので

　はなく，むしろ原則的には，憲法21条によって保障される表現の自由の行使として，

　刑法35条によって違法性が阻却されるものといわなけれぱならない。」のである、

　　権力が執行しようとする公務＝行政行為の適法性および妥当性に若干なりとも閲題

　があるときには，いったい権力の執行行為が保護されるのか，それに反対する五掩行

　動が保護されるのか，この問題にたいする団藤説の解答こそ，まさに正解そのものな

　のではなかろうか。

　研究課題

　さて，以上〔2〕でみてきたところを中心にして，苅田事件判決が教育法学

に提起する研究課題を明らかにしておこう。

　（1）　苅田事件判決が教育法学の研究成果を踏まえて，文部省一斉学力調査

の教基法10条違反・地教行法54条②違反を結論したすぐれた判決であること

は，もはや疑問の余地がない。教基法10条，学教法10条・同法附則106条，地

教行法54条②等々の法解釈において，この判決がいわゆる「教育条理」にそく

した教育法解釈を展開しているかの角度からみれば，この判決には欠陥がない

というほかない。従来からの教育法学の視角からみるなら，この判決にはほと

んど欠陥はない。

　（2）　にもかかわらず，この判決が「学力テストの実施行為は公務執行妨害

罪にいう公務と解するに妨げない。」として，結論的には被告人らの処罰を肯

認したのであるから，この方面からみれば，この判決につぎいかにしてもこれ
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をすぐれた判決だと評価することはできない。

　以上のことは，従来からの教育法学の法理だけをもってしては，苅田事件判

決の全体をとらえ評価することはできないということ，どうしてもあれこれの

判決の評価が一面的・部分的なものにとどまってしまうということ，このこと

を明確に示している。より積極的にいえば，あれこれの教育行政施策をどうみ

ているか，当該行政施策に向けての反対行動をどうみているか，この2つの視

角から合わせてあれこれの判決を評価する，そのような新たな法理が創造され

なくてはならないことを示しているのである。そのような法理こそ，教育労働

法学の法理にほかならない。

　（3）元来，教育法学の課題は，あれこれの教育行政施策の違憲性・違法性

を明示してそれを批判することにとどめられるべきではないのであって，さら

1こいま一歩すすんで，違憲・違法な教育行政施策に対抗する国民の教育闘争を

教育法制度的禁圧から解放することにこそ設定されなくてはならない。あれこ

れの行政施策の実施を阻止したり，特定の行政施策を実施せしめたりする，そ

のための国民の教育闘争の正当性・合憲性・合法性を論証することこそ，教育

法学の主要な課題である。というのは，国家の行政施策につき，それが憲法・

教基法等の教育（行政）原理に厳格にそくして展開されることなど，従来から

の教育法学による批判をさらにつよめていったとしても，今後ともほとんど期

待できないからであり，また，教育行政の軌道を修正することは，結局のとこ

ろ，それに向けての国民的な教育闘争をいっそう発展させることによってしか

果たし切れないからである。

　（4）　これからの教育法学の課題が，主要には，国民の教育闘争を法制度的

禁圧体制から解放することに設定されなくてはならないという観点からみれ

ば，苅田事件判決の場合，その公務執行妨害罪についての理解が仔細に吟味・

批判されなくてはならない。

　公務執行妨害罪の名による処罰が，今後に，教職員労働組合による教育闘争

が教職員労働組合を核とする国民的ないし住民的な教育闘争に発展していくと
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するならば，いっそう増加することが予想されるから，教育法学は，公務執行

妨害罪に関する研究にも本格的に取り組んでいかなくてはならない。

　ところで，公務執行妨害罪から教育闘争を解放していくうえに，解明されて

いかなくてはならない問題が3つばかりある。そこで，以下，それらの問題に

つぎ若干なり論及しておこう。

　①　苅田事件判決において処罰を肯認するかしないかで最大の問題となって

いるのは，公務執行妨害罪が成立するためには「公務にいかなる程度の適法性

を必要とするか二の問題である。この判決の与えたこの問題への解答は，おそ

らく一方の極端をいくものであろう。公務が「実体法上違法性を有するもので

あっても」「その実質的内容において重大なる違法性を帯有するものではある

としても」，それでもなお「そのことから直ちにその行為は刑法上保護すべき

適法性を有しないと断定することは相当でない。」というからである。もちろ

ん，どんなに違法性が明白であっても刑法上保護されるというわけではない。

「それが重大にして何人の判断によっても，その存在に疑を抱く程度に明らか

な場合」とか，「一般社会通念よりみて，その違法性は何人の判断によっても

その存在に疑問を抱く程度に明白なるもの」などについては，二当然に無効」と

いっているからである。しかし，教育法解釈などの場合には，とりわけて各人

の教育価値観が入り込むことは避けられないし，その教育価値観が多様化し，

しかも国家と国民とのあいだの教育観が対立し分裂してさえいるのだから，判

決の上記の基準からは「当然に無効ことされるケースはほとんどありえないこ

とになる。

　苅田事件判決は，このような公務観をとったから，切角二文部省学力調査は

違法である。」と判示しながらも，違法な文部省学力調査の実施阻止行動の処罰

のほうを是認し，違法な行政行為を刑法上保護することになった。結果的に，

判決が違法と認めた行政行為の執行に，判決自身が手をかすことになった。こ

れからの教育法学が，文部省一斉学力調査等の行政施策の違法性を示すだけで

なく，いま一歩すすめて，違法な行政行為の実施阻止・拒否の行動の合憲性・
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合法性の論証の仕事に取り組むべきことは明らかである。そのために，さしず

めここでは，「公務にいかなる程度の適法性を必要とするか」の問題により道

理に適った解答を与えることにしよう。

　もしもこの判決のいうところが正論だとすると，権力の不法行為が権力によ

って保護され支持されてまかり通ることになるから，一陸の無法状態が出現す

る。権力自体がアナーキーな政治状況をつくりあげてしまうことになる。いか

に「形式的法治主義」国家においても，違法・不法な行為を一方的に権力討に

強行することはできないであろう。

　「公務にいかなる程度の適法性を必要とするか」の問題：こ，判決のように一何

人の判断によっても違法性＝反適法性が明臼な場合だ」と答えるとすると，一

見，「適法性はもっとも厳格に解されるべきである」という結論がでてくるe“

とくにみえるけれども，すでにのべた理由から，実はそうではなくて，適法行

為が違法視されたり，違法行為が適法視されたりすることになってしまうわけ

である。つまり，一般社会通念が適法か違法かを決定するのではない。

　もしも「公務は厳格な適法性を備えていなくてはならない，さもなければ公

務執行妨害罪は成立しない」という立場からではなく，「公務の適法性の程度

について確定できる」という立場に立って考えることが許されるならば，公務

の適法性の範囲について，つぎのようにいうことができるように思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ）
　すなわち，元来，公務というものは，中山説が指摘しているように，パブリ

ック・サービスにあたる概念であり，より具体的には，「パブリックの福利を

増進するサービス」の意味となるから，パブリックの福利を考え，もっと具体

的にいって国民の人権を考えて，これを実際により十全に保障するのに必要か

つ有益であるという，そういう範囲・程度において，「公務に適法性が備わっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
ている」という判定が可能となると思われるのである。

　だから，たとえば法律上に関係条文がないとしても，国民・住民の生活・文

化・教育・政治などの諸要求に具体的にこたえようとする，そのようなパブリ

ック・サービスの執行は，適法性の推定をうけることができるのであって，こ
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うしたサービスの提供を妨害することこそ許されてはならないのである。いわ

ゆろ「行政権の肥大化！現象のすすむ現代「福祉国家」のなかで，法律上に明

文の根拠規定がなくても行政執行が要求されるケースが多くあることが行政法

　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
学等のなかでも説かれているけれども，上記のような公務の執行は，その大部

分が憲法上では合憲性を確証されることにおそらくなるであろう。

　⑤　苅田事件判決の公務論が一方の極端をいくものだとすれば，本章第3節

でとりあげることを予定している札幌高裁「北海道旭川学テ事件二判決（昭和

43年6月26日）等は，その反対の極をいくものであり，相当に高く評価する1こ

値すると思われる。第3節で仔細に検討するので，以下，ここではっぎの諸

点だけを指摘しておこう（関係箇所をのちの註（4）に引用してある）。第一に・この札

幌高裁判決は，「公務執行妨害罪の成立するためには，当該公務の執行が適法

であることを要すると解すべきであ」ると，まことに明確に断定している点が

注目される。第二に，それは，さらに加えて，「この適法性が蒲わっているか

どうかの判断はあくまでも客観的になされるべきであ」るとして，「単に公務

員において適法要件が備わっていると信じただけでそれが適法性を備えるもの

ではないiとしている点も注口される。公務執行公務員の主観ないし慾意によ

って適法か否かは決まらないとして，客観的適法性こそ要件となる旨明示して

いるからである。

　第三に，さらに極めて重要な点は，第二点とも重なるけれども，公務員たる

学佼長等を，被雇用者エンプロイーとして，上命下服関係のなかに組み込まれ

て存在している人間として，ごくリアルにとらえていることである。あれこれ

の公務の執行については「現実に公務を執行した公務員に裁量の余地がないよ

うな場合tが当然に想定されうるのである。そのような場合，当該公務の執行

にあたる公務員は，上命下服機関のなかに実存しており，しかも，その上級機

関からの執行命令を受けてその公務を執行するわけであるから，たとえその命

令が教基法10条・学教法28条⑥等に違反していることは意識していたとして

も，地公法32条・地教行法43条等にてらしてみれば（これらの条規についての
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文部省筋の解釈を考慮に入れて）必ずしも違法とは思われないわけであるか

ら，r上級機関を含めて全体的にこれをなすことを要すると解する」のでなけ

れば，実態に合わないことを明確に指摘したわけである。

　もっとも，第四に，この判旨にも不分明な箇所が存在するのであって，「単

に公務員に．おいて適法要件が備わっていると信じただけでそれが適法性を備え

るものではないことはもちろん」のことであるが，適法性が備わっているかど

うかの判断はあくまで客観的・全体的・一体的になされるべきであるとまこと

に正しく指摘しながらも，なお，つぎのような問題のある判断もそこに含まれ

ているのである。「公務員がその権限を適法に行使し得るとした判断ないし

認定に誤りがある場合でも，その行為当時の具体的な情況に照らし公務員がそ

のように解したことが相当であったと認められるときは，当該公務の執行はな

お客観的にも適法なものとして公務執行妨害罪の保護の対象となると解すべき

である。」という箇所がそれである。端的にいえば，「具体的な情況」次第で適

法性の認定をうけるというのであるが，「具体的な情況に照らす！かどうかと

いうことと客観的にみているかどうかということとは，2つのまったく別箇の

事柄なのである。「客観的にみる」ということは，この判決の言葉を使ってい

えば，「全体的にみる」「一体としてみる1ということでなくてはならないの

であ1），J具体的な情況に照らしてみる」ということと混同されてはならな

い。

　以上，4点から，苅田事件判決の公務論の対極にある札幌高裁北海道旭川学

テ事1牛判決の公務論を概観し，そこに含まれる一つの問題点まで指摘してみた

のであるが，後者判決の公務論の妥当性は，全体としてみた場合，まことに明

白である。とりわけて，公務執行妨害罪の保護をうける公務は「適法性が備わ

っている二ものだけに限定されること，その適法かどうかの判断は，公務執行

者の主観的判断によって決定されるのではなくて，当該公務執行者のエンプロ

イー性にしっかりと着目しながら，当該公務の執行命令者の命令内容にまでさ

かのぼってなされなくてはならないとしたこと，この2点にあらわれていると
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いうことができよう。

　③　ところで，「適法な公務だけが刑法上の保護をうける。」といっても，あ

れこれの公務が適法か否かにつき疑義が生じたとき，裁判所の判断をまってい

たのでは「すべて後の祭」ともなりかねないから，命令を受けた側はただちに

拒否・阻止の団結行動を起こさなくてはならない。そのとき，当局側は当然に

ただちに処罰・処分でのぞむであろう。

　しかし，業務命令への服従拒否行動にでた場合でも，処罰・処分をなしえな

い場合がある。それは，その拒否行動が争議行為に当たるときであって，その

ときには，反対に，処罰・処分した側が不当労働行為制度によって裁かれるわ

けである。もちろん，公務員法は，労組法の場合と比較して，まことに不完全

な不当労働行為制度しか用意していないけれども，公務員労働者の，労働者的

行動の自由を一定程度まで保障する当該制度が存在することは，また，公務員

的行動の自由を保障する制度の新設をも当然に予定していると解さなくてはな

らないように思う。公務員労働者にとっても，労働者として「人たるに燵する

生活を営み」ながら生きていくことは，憲法25条・28条・労基法等によって認

められた人間的権利である。しかし，同時に，公務員労働者が，一全倖の奉仕

者」（憲法15条②）であるために，「全体の奉仕者として公共の利益のために勤

務し，且つ，職務の遂行に当っては，全力を挙げてこれに専念二する（地公法

30条）ために，さらにまた，教育公務員労働者が，「全体の奉1土者てあって，

自己の使命を自覚し，その職責の遂行に努め！る（教基法6条㌢）ために，「教

育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任」を果たす（教特

法1条）ために，まさにそのための自由と権利とが，（教育）公務員労働者には

いく重にも保障されなくてはならないのである。というわけは，これらの諸条

規のすべてが，（教育）公務員が「国家への奉仕者」から「国民への奉仕者」に

成長することを求めていることは，疑問の余地のないことだからである。

　より具体的に考えて，国民の要求が国家の要求と対立し衝突をきたしたとき

に，公務員は，どちらへの奉仕者として，どちらの要求を実現するための人間
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として，行動したらよいのか。そして，もしも国民の要求の実現のために行動

したとして，そのとき国家から処罰・処分を受けることになったとしたなら

ば，上記の諸々の法条規のすべてが無効なものとなってしまうのではないだろ

うか。そして，公務執行妨害とか懲戒処分などという名目で処罰・処分の対象

者とされる，あるいはされた公務員とは，実は，その多くは上記諸々の法条規

の要請にしたがって「国民全体の奉仕者」として生きようとした人間たちでは

なかったのか。

　だから，私は，少なくとも，その職務内容＝労働内容そのものを国民の利益

になる方向で編成・実施するために，「その福利は国民がこれを享受する」（憲

法前文）ことができるようにするために，そのための権利が公務員に保障され

なくてはならないと考えるし，また，そのような権利を公務員関係（ときには

「特別権力関係」といわれ，「包括的服従関係」とさえいわれている。）のなか

で行使しうるための自由としての団結権（『権利のための闘争』の権利）が，

労働基本権とはまた別個のものとして，保障されていなくてはならないと考え

るのである。住民との共同闘争を組みすすめるための権利といってもよい。以

上のべてきた2種類の権利のいずれもが保障されていないかぎり，公務員法等

の，公務員に向けての根本的要請にこたえることはおよそ不可能である。なぜ

なら，公務員関係もまた，その本質において，そのなかに解き難い対立・矛盾

を内包した，そのような労資関係であることに変わりはないからである。

　以上，要するに，私は，「住民との共同闘争の権利」としての団結権，これ

を公務員労働者が憲法的権利の一つとして現実に享受することなしには，公務

員が「全体の奉仕者」公務員であることもできないだろうし，また，つねに公

務執行妨害罪で処罰される危険性，とぎには筋違いにも地公法37条・61条4号

で処分され処罰される危険性，これから真に脱却し解放されることはないとい

うこと，この点をここでも強調しておきたいと考えるのである。

　「何が公務（public　service）であるか」「どんな公務の執行が必要なのか」

「該当行為が本当に公務執行妨害に当たるのか」等々の諸々の問題について，
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もっとも的確に判断できる有資格者は，住民自身であり国民自身である。公務

の提供をうける当事者でもあり，自分たちに必要なサービスは何であるかにつ

いてもっとも身につまされて判断できる，そのような住民たちとはまったく関

係のないところで，あるいは住民たちの目のとどかないところで，公務論につ

いて論争したり，公務の適法性の如何について云々したり，はては公務執行妨

害になるかならないかについて論争したりすること，このような異常な事態を

改めるなかで，はじめて，公務執行妨害罪，公務員法違反，等々から公務員労

働者は解放されていくに違いないのである。「地方公共団体の組織及び運営に

関する事項は，地方自治の本旨に基いて，法律で定める。」（憲法92条）とか，

「地方公共団体の行政の民主的且つ能率的な運営を保障し，もって地方自治の

本旨の実現に資することを目的とする。」（地公法1条後段）とか，「国民に対

し，公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」（国公法1

条①後段）などの諸条規をみれば，憲法92条のいう「地方自治の本旨」の実現

は，「行政の民主的運営」あるいは「公務の民主的運営」の制度的形態の採用

をまってはじめて達成されることが示されていることがわかる。

　行政ないし公務の民主的運営を，より実質的な内容をもり込んで実現してい

くためにも，さしずめ，「公務員労働者と庄民＝国民との共同闘争の権利二を

内容とする団結権の確立が，公務員労働者と住民＝国民との共同闘争の差し迫

った課題として提起されていると考えられるのである。

　ID　拙著rJ敦育専門職の理論二法律文化辻，1976年，460－462ページ参照のことc中山

　　和久三公務員の労働基本権二労働旬報社，1976年。

　（2）同，618－619ベージ参照のこと。渡辺洋三「教育裁判の歴史的・社会的意義：日本

　　教育法学会『教育権理論の発展二有斐閣，1973年。

　（3）田中二郎三行政法総論9有斐閣，昭和32年，27－37ページ。

　　ただ，この「行政権の肥大二が現実に意味するものは，まさにその反対の意味をも

　　つのであって，かえって人権の制限・否定をさえ生んでいる。この点についての考察

　　には，渡辺洋三「現代国家と行政権一1’東京大学出版会・1972年，同「憲法と現代法学」

　　岩波書店・昭和39年，などが大いに参考になる。

　④　札幌高裁判決の該当箇所を引用しておこう、

　90　　　　　　　　　　　　　　　　　－290一



教育労働法学（勝野）

　「公務執行妨害罪の成立するためには，当該公務の執行が適法であることを要する

と解すべきであり，かつこの適法性が備わっているかどうかの判断はあくまでも客観

的になされるべきであり，単に公務員において適法要件が備わっていると信じただけ

でそれが適法性を備えるものではないことはもちろんであるけれども，事後において

客観的にみるならば，公務員がその権限を適法に行使し得るとした判断ないし認定が

ある場合でも，その行為当時の具体的な情況に照らし公務員がそのように解したこと

が相当であったと認められるときは，当該公務の執行はなお客観的にも適法なものと

して公務執行妨害罪の対象となると解すべきである。そして，上の相当であったかど

うかの考察は，公務の執行が特定の公務員の独自の判断によって行なわれた場合は当

該公務員についてのみこれをなせば足りるが，本件学力調査のように，それが上級機

関の決定および指示命令に基づき行なわれ，現実に公務を執行した公務員に裁量の余

地がないような場合は，当該公務員についてのみでなく上級機関をも含めて全体的に

これをなすことを要すると解するのが相当である，なぜなら，公務執行妨害罪の保護

法益によって執行される公務という国家的な利益である以上，ある公務員の行為が公

務として刑法上保護の対象となるか否かは，それが国家機関の公的なf乍用として保護

に値するかどうかの観点からなされるべきことは明らかであるが，上の後者の場合

は，決定命令機関を含めた上命下服の関係にあるすぺての機関を一体として観察しな

けれぱ，国家機関の公的な作用として保護に値するかどうかの判断は適切になし得

ないと考えられるからである。しかるところ，本件において，上級機関である文部省

が本件学力調査が適法であるとしてこれを実施しようとしたことが相当であったとは

認められないこと原判決の説示するとおりであると認められるから，原判決が認める

ように，直接本件学力調査実施の任に当った学校長等の立場からすれば，自己の行為

を違法と信ずるについて相当な理由があったと思われることを考慮しても，なお，本

件学力調査が前述した観点からの適法性を備えていたと解することはできない。以上

を要するに，本件学力調査は適法な公務の執行とは認められない二（ゴチック，引用

者）、

補節　労働の自由と労働運動

　政治闘争論および経済闘争論とは区別して教育闘争論が構築・展開されなく

てはならない，教育闘争に特殊固有な論理・形態・法理が模索・定立されなく

てはならない，およそこのような構想にもとついて，私は，自分の教育労働法
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研究をすすめてきているのであるが，この教育労働法研究は，「教育権をうち立

てるための団結権もまた労働基本権（憲法28条）であって，労働基本権論とは

別箇に教育権的基本権論が組み立てられる必要はない。」とする見解に対する

批判，それに対するより全面的な，より精綴な，批判論の展開，これをそのう

ちに当然に内包しているわけである。

　私は，上記のような見解をr労働基本権主義．と名づけ，いかにしてもこれ

を論破し退けなくてはならないと考えているが，「労働基本権主義」批判もな

かなかに厄介な仕事であって，いまなお労働基本権主義的発想が後を絶たずに

あらわれているから，なおさらそうなるわけである。

　もちろん，批判の過程は，同時に摂取の過程でもなくてはならない。一刀両

断に切り捨てるような学説批判ないし学説接近ならば，最初から無駄で無益な

ことであったのである。そのような批判の仕方は，およそ学説批判の名に値し

ないやり方であって，むしろ学説非難といったほうがよい。私自身，真に学説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「1）
批判の名に値するような批判をするように，今後とも心がけるつもりである。

　さて，労働基本権主義的見解の若干につき，以下，この補節でも問題にして

みようと思う。

　（1）　岐阜教職理論研究会『教育労働法研究　　教育労働法制度批判　　』

（「教職理論研究」第1号，1977年）に収録されている諸論文のうち，第2部ご教育

労働法研究総論」の第2章論文，勝野充行二教員の教育権と労働基本権二には，

労働基本権主義的傾向がかなりの程度に認められる。もっとも，そこに認めら

れるものは，そのような傾向であり要素であって，論文全体を労働基本権主義

が貫いているというわけではない。労働基本権主義の超克の努力もまた，そこ

に明白に認められるからである。当該主義の傾向がそこにどんな形でみられる

か，当該主義の超克の努力がそこにどんな形でみられるか，これらの点につい

ての直接の仔細な指摘は，ここでは一切しないけれども。

　（2）　ところで，この論文「教員の教育権と労働基本権」が自己の見解をう

ちだすに際して依拠し援用している論稿のうち，主なものにはつぎようなもの
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がある。沼田稲次郎『労働運動の権利』（法律文化社，1972年），籾井常喜『スト

ライキの自由』（労働旬報社，1974年），浦田賢治「日本国憲法　　30年の軌跡と

展望」Cジュリスト9第638号，1977年5月3日号，有斐閣），青木宗也「教育労働法

の考え方」（有倉遼吉編7教育法学」学陽書房，1976年），牧柾名『教師の教育権』（青

木書店，ユ976年），木元進一郎『労務管理』（青山書店，1972年），同「職場における

労働者権と民主的規制」（7経済』1976年10月特大号，新日本出版社），角谷登志雄

『労働と管理の経済理論』（青木書店，1969年），芝田進午「労働の自由と労働運動」

（r現代と思想」青木書店，1977年3月第27号），等々である。相当に豊富な文献研究

を基礎に据えて自説を展開しようとしており，それゆえにそれなりの説得力を

もっていることは確かである。しかし，私見では，そこでの，沼田説，籾井説，

青木説，木元説，等々についての論者の理解に問題がないとはいえない。これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
らの学説理解の若干の問題点を指摘tることも，ここではしないけれども。

　（3）私がここでとりあげる論文は，芝田進午「労働の自由と労働運動」等

等である。これらの論文の内容を検討しながら，教育権的基本権論の構築の課

題性について再論してみよう。なお，念のためにいっておけば，芝田説のいう

「労働の自由二なる概念は，労働法学が批判的に扱っている「労働の自由」な

いし「自由権としての労働権」なる概念を指すのではなくて，いうならば「労

働実芸の自山」に相当するものであるから，これを教育労働者にあてはめれば，

そく一教育の自由一となり教育権となる，そのような内容の概念なのである。

　労働の自由と労働運動

　論文「労働の自由と労働運勇ガのなかで芝田説が提起している問題の一つ

は，「万人の幸福につながらない労働，むしろ万人の不幸につながるような恥

ずべき労働をしていて，労働者は，どうして誇りをもって『労働の権利』，労

働基本権を主張しうるであろうか。したがって，労働者にとって，かれの労働

がそのような労働である場合，誇るにたる労働に変えさせること，そのことを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
資本に要求することは，すぐにもとりかからなければならない課題である。」
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として，①「労働の権利1ないし「労働の自由」の確立を現代労働運動の一般

的・普遍的な課題として提起していること，②そのような「労働の権利．の

確立を労働運動の課題として提起していること，もっと具体的にいって，労働

基本権行使によって達成されうる権利の一つに「労働の自由」があるとしてい

るようにみられること，これらの問題である。

　このような芝田説を教育に応用し適用すれば，「教育権の確立も労働基本権

の行使で」ということになるだろうから，私としては，芝田説の問題提起に相

当に批判的なスタンスでアプローチせざるをえないことになる。そこで，以

下，この芝田説につき，できるだけ仔細にフォローすることからはじめて，そ

の吟味をしてみようと思う。

　（1）「わたくしは，ここ数年来，今日のわが国における精神的労働の諸形

態ならびにそれらに従事する労働者の状態についてあらためて研究しなおして

いるが，その関係で，少なからぬ労働運動の活動家と共同研究をもつ機会をも

った。この共同研究をつうじてつよく印象づけられたことが一つある。すなわ

ち，今日，それぞれの労働が労働者にとってどのような意味をもっているか，

どのような社会的意味，人生にとっての意味をもっているかということが，ほ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4ノ
とんどすべての職種の労働者によって問われつつあるということである。」労

働の意味について労働者自身が問いつつあるだけでなく，「それについてみず

から思考し，研究している，あるいはせざるをえなくなっているということで
　　（4）

ある。」　これは芝田論文の巻頭言の一節である。芝田説によれば，このような

問い・思考・研究は，精神的労働の分野にだけ特徴的な傾向ではなくて，物質

的生産部門の労働者についてもみられる，そうした普遍的な現象なのである。

「労働者は，たんに賃金をうけとることだけにあまんじず，少なくともみずか

らの労働のあり方に関心をもち，さらにすすんでそれを主体的に研究し，その

　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
労働を意味あるものにしようとこころみ」ているのである。そして，この傾向

が生まれているのには，2つの理由がある。一つは，資本主義的合理化，国家

独占資本主義の機構の強化，オートメ化，情報化の資本主義的利用，等々によ
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る労働の細分化・断片化・疎外・無意味化という消極的理由である。いま一っ

は，国家独占資本主義の発展とともに，労働手段は巨大化し，労働組織も拡大

して，労働の社会化が急速に進行してきた結果，いまやどのような労働も，社

会的に孤立した，私的な労働ではありえなくなっており，公的な性格，普，亘的・

共同体的・社会的な性格をもたざるをえなくなっているという理由である。い

ま少し詳説しておこう。精神的労働や公務労働にかぎらず，社会的に寄生的な

労働諸部門をのぞいて，ほとんどすべての物質的生産部門も，社会的生産・再

生産の連鎖にむすびつけられてその不可欠の一環となり，公的な普遍的・共同

体的・社会的な性格をもつにいたった。「もちろん，今日の社会では，ほとん

どすべての労働は，資本主義的生産諸関係に包摂されている。しかし，そのよ

うな疎外の形態のもとではあるが，労働は，たしかに『普遍的・共同体的・社

会的』になっている。また，そのかぎりで，『個人の自己ならびに他人からの

疎外』とならんで『個人の諸連繋と能力の普這性と全面性』への前提条件もう

みだされている。この点で，高度1こ発展した資本主義のもとで，労働者がみず

からの労働ないし生産の普遍的・共同体的・社会的意味を問い，またみずから

の個性と創意の発揮の可能性を問うことのうちには，客観的・現実的な根拠が

あり，また生産の私的・国家独占資本主義的形態にたいする批判と告発が反映
　　　　　　　　　　　　　　（6）
されているといってよいだろう。」

　私は，以上にみてきたかぎりでは，芝田説につきとくに異論はない。労働者

一般のなかに，労働の意味を問いかえしながら，労働を意味ある労働にかえよ

うとする志向が，普遍的に，相当に強烈に，誕生しているだろうことについて

は，ほとんど疑問の余地がないからである。しかし，問題は，もっぱら，この

ような志向が，現代資本制生産諸関係の体制のもとで，どの程度まで実現され

ていくとみるか，さらには，実現されていくとみるのかどうか，まさにここに

ある。いい方をかえるなら，問題は，従属労働を自主労働こかえていくこと，

労働過程における人格的従属を断ち切りそこにおける人格的自由を達成してい

くこと，これが現代の各職種労働者の運動の現実的でしかも普遍的なテーマと
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なりうるかどうかにある。

　（2）芝田説は，「労働の権利二概念の内容のとらえなおしを提案して，お

よそ以下のようにいっているが，これについては私も賛成であり，私自身がこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
れまでに各所で憲法27条の労働権のとらえかえしを提案してきた，その趣旨と

合致している。「人間にとってもっとも大切なものは生命である。だれでも，

たった一つしか生命をもたず，このかけがえのない人生を有意義に生きる権利

をもつ。この『生きる権利』こそ，すべての基本的人権のうちでもっとも基本

的なものであるが，この『生きる権利』が実現されるためには，『労働の権利』

が保障さ纏ければならないごとのべたのち，まず，。の「働の権利」カ・

保障されなければならないのは「圧倒的多数の人間は賃金なしに収入を得るこ

とができず，餓死するほかないからである。：とのべ，ついでつぎのようにい

う。「しかし，『労働の権利』は，たんなる賃金獲得のための手段としての権

利，すなわち，『賃労働の権利』と同じではなく，またそれにとどまるもので

はない。『労働の権利』は，言葉どおりに労働する権利として理解されなけれ

　　　　　t9）
ぱならない。」と。では，なぜ労働することが潅利といえるのか。いったい労

働権とは何か。芝田説はこの問題にも答えていっている。

　「人間は，労働によってのみ，生活手段，生産手段をつくりだし，みずから

とつぎの世代の生命を維持し，再生産できるからであるが，それだけではな

い。労働こそ，本質的には，対象的・理性的・目的意識的・情熱的活動であり，

人間の肉体的・精神的諸能力，人格と個性を発展させる活動だからである。ま

た．その点で，労働こそ，人間の自己実現そのものであり，人間の自由な活動

の基底をなすものであり，人間に自由を享受させ，したがってまた人間に人間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
としてのよろこびをあたえる活動だからである。」

　労働こそ，人間をして，その人間的生存を可能ならしめ，その人間的発達を

可能ならしめる，そのような活動だから，労働することが権利となるのであ

る。だから，労働権の内容は，生存権的契機と発達権的契機との統一としてと

らえられなくてはならない。
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　芝田説は，およそ以上のようにいっていることになるが，私が『教育専門職
　　　　　　　　　　　　　（10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
の理論』でも提起した労働権論とほぼ同じ内容の問題提起である。

　（3）ついで，芝田説はいう。「もちろん，資本主義のもとでは，本来的に

自由な労働は，ほとんど全面的に価値増殖過程に包摂されている。『自由な意

識的な活動』は自由で意識的な性格を剥奪され，もっとも不自由で非人間的な

活動という性格をおしつけられている。労働者の人格と個性の『実現』は，そ

れらの『非実現』ないし『喪失』になる。『自己実現』は『自己喪失』になる。

享受は苦痛になる。しかし，労働は，労働であろうとするかぎり，本質的形態

における自由な活動として，この価値増殖過程という疎外された形態と矛盾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
し，後者によってもたらされる不自由と闘争せざるをえない。」と。労働過程

が1ほとんど全面的に価値増殖過程に包摂されている」から，本来なら自由で

意識的な人間的労働が不自由で盲目的な非人間的労働にかえられている，ここ

から不自由との闘争が課題となっているというのである。

　しかし，いかに「不自由との闘争」といっても，そこにはおのずから限度が

ありはしないのか。つまり，賃労働者の不自由には，契約関係の方面における

不自由　　労働条件を自由に自主的には決定できない一もあれぱ，勤務関係

の方面における不自由　　労働内容を自由に自主的には決定できない　　もあ

るけれども，この2種類の不自由との闘争が無差別かつ平等に課題となるので

あろうか。闘争の課題となる程度が両者ではおのずから違ってくるのではない

か。私には，まずここで，以上のような疑問が生ずるわけである。

　さらに，芝田説はいう。「資本主義的生産過程は，労働過程と価値増殖過程

の統一であるが，この『統一』は，まさに弁証法的に理解されなければならな

い。すなわち，この『統一』においては，価値増殖過程は労働過程を包摂し，

疎外し，搾取するが，そのためにも，前者は後者の労働生産性を高め，後者を

『科学的過程』ならびに『大きな社会的規模の結合的労働過程』（マルクス）

に転化させざるをえない。他方，このような転化に規定されて，労働者階級が

主体であり，担い手である労働過程は，価値増殖過程と矛盾し，闘争せざるを
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えない。価値増殖過程と労働過程の『統一』は，前者による後者の一方的・能

動的な包摂，後者の受動的な被包摂の関係にすぎな：いのではない。その『統

一
』は，まさに，両者を2つの側面とする対立の統一と闘争，相互浸透として

把握されなければならない。これこそ，労働者階級が，どのように疎外されよ

うとも，なにゆえに資本家階級にたいして闘争しうるのか，なにゆえに『人間

的本質』『類的本質』『人間性』の体現者であり，自由と民主主義とヒューマニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
ズムの闘士でありうるのか，その物質的・社会的根拠にほかならない。一と。

　私は，このような芝田説の指摘につき，いくつかの疑問を感ずる。経済学に

ついての相当に深い理解が必要となるので，ここではとても十分な批判をする

までにはすすめないが，疑問を感じさせられるのはつぎの諸点である。

　①各職種労働の特殊性があまりにも看過されすぎてはいないか。たとえ

ば，精神労働と肉体労働，公務労働と生産労働，一般公務労働と専門職労働，

等々の区別がこれほどまでに捨象されてしまっては，いくつかの間題が残るの

ではないか。当然に各職種労働者ごとに労働そのものにどう対応するかが異な

ってこざるをえず，まさにそこから，それぞれの職種労働者の闘争には普遍的

テーマと特殊固有なテーマとがでてくるのではないのか。

　②　価値増殖過程は労働過程を包摂し疎外するが，その包摂ないし疎外の関

係は前者による後者の一方的・能動的な，包摂・被包摂の関係あるいは疎外・

被疎外の関係ではないという。しかし，さすがに一方的・能動的な搾取・被搾

取の関係ではないとはいっていない。しかし，資本主義的生産過程は剰余価値

搾取過程＝利潤追求過程をその本質とするのであって，この本質はあくまで不

変である。だから，賃労働者は一方的な搾取を許さないとしても，賃金制度そ

のものの打破を大衆的労働運動が目的とするわけではない。このことは，搾

取・被搾取の関係についてだけでなく，支配・被支配の，あるいは疎外・被疎

外の，それらの関係についてもいえることなのである。

　たとえば，労働の支配服従関係の打破それ自体までも，大衆的労働運動のテ

ー
マたりうるわけではない。労働支配制度がくずれるならば，搾取そのものが
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不可能となるから，そのときは結局，賃金制度そのものがくずれ去っているの
　　　（14）

である。だから，賃金・労働条件の改善の闘争よりも，資本＝使用者の労働指

揮権そのものに制限を加えて一定程度の「労働の自由」を実現する闘争のほう
　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
が，はるかに困難な闘争となるのである。

　芝田説のなかでは，この2種類の闘争の区別と関連とが果たして考えぬかれ

ているのであろうか。

　③　価値増殖過程と労働過程との統一は「まさに弁証法的に理解されなけれ

ばならない。二というが，弁証法的に理解するならば，両過程はあたかも相対

的独立の関係としてとらえうることにでもなるのであろうか。

　たしかに，両者の過程が「対立の統一と闘争」の関係にあり，一方の能動的

な包摂と他方の受動的な被包摂との関係から成立しているわけではない。しか

し，搾取関係を念頭において考えてみればわかるように，労働過程の側からの

能動的な働きかけにも所詮限界がある（賃金制度の打破までにはすすみえな

い。）のであって，「労働の自由」の実現のために労働支配制度を打破してしま

うまでにすすみうるわけもないのである。だから，そのための能動的闘争とい

っても，その闘争は，本質的に，労働支配制度の枠内における『労働の自由』

のための闘争にとどまらざるをえないわけである。両過程の「対立の統一と闘

争」ということを，あたかも，賃金制度の打破，労働支配制度の打破，等々ま

で現体制下で「展望：して無限定＝無制限に課題提起をすることは，両過程に

ついての弁証法的な理解をしていることにはならないのではないか。

　④　なお，私は，いわゆる生存権・労働権（狭義）の確保をめざす賃労働者

の経済闘争こそが，いまなお主要な闘争であり，その重要性は今後いっそう増

大していくと考えているから，もっとこの方面の闘争がかかえる諸問題につい

て今後の芝田説のなかでさらに綴密な思索が展開されることをむしろ希望して

いる。「労働の自由」のための闘争は，特定職種労働者の場合をのぞいて，賃

労働者の一般的・普逗的・核心的な課題とはなりえないと私は考えるのであ

る。そして，もしも「労働の自由」のための闘争の理論を本当に組み立てよう
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とするならば，それは，経済闘争の理論とはまるで違った論理・観点・研究法

を必要とするということが，最初から明確に自覚されていなくてはならない

と，私は思うのである。

　労働権（広義）をうちたてるための闘争の理論の構築は，2つの方面から，

2つの違った接近法によって，それぞれ構築されていかなくてはならず，その

うえで2つの闘争の関連が解明されえたときに，そのときにはじめて，労働権

闘争論が科学的・弁証法的・唯物論的な構造をもったものとして成立するので

ある。

　「労働の自由このための闘争論，労働権のとらえなおし，労働権の全面的実

現の課題性，等々について，芝田説がポジティブに問題提起をしたことの意味

は認めるけれども，労働権闘争論というものは，もっと分析的で，もっと労働

法学の研究成果を摂取しつつそれを踏まえたうえで，精密に，より仔細かつ全

面的に，展開されなくてはならないように思うのである。

　総じて，私は，「労働の自由」のための闘争，労働過程そのもののなかにお

ける「人格的自由＿の確保をめざす闘争，この闘争は，特定職種労働者につい

て，特定諸条件の実存という特殊な条件下において，はじめて現実具体的な姿

をとってあらわれうるものであって，普遍性・一般性をもってあらわれるもの

ではありえないと考えるのである。

　しかし，以上のことを私は，「労働の自由二そのものの確保を直接にめざす

闘争についてだけいっているのであって，たとえば労働条件の改善をめざす闘

争が，その改善を達成したのちにおいて，結果的に，ある意味での「労働の自

EB　rをも一定程度つくりだすことになったという，そういうケースがありうる

こと，あることを，いささかも否定するものではない。

　資本制生産諸関係のもとで，労働の自主管理権を賃労働者集団が掌握すると

いうような状態が，果たして一般的・普遍的に成立tると考えられるのであろ

うか。

　（1）批判するとはどういうことか。あれこれの学説等が誤りばかりから成るというよう
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　なことは，およそありえないことである、要素的に，あるいは部分的に，正論をその

　うちに含んでいるに違いないのである。その要素・部分はあるいは極めて歪んだ形を

　とっているかもしれないけれども。そうしたときに，そのような正しい要素・部分を

　摘出し抽出して，それらの要素・部分を自己の学説等に摂取し内包してしまうことが

　真に批判の名に値する作業の課題である。エンゲルス7フtイエルバッハ論二がヘー

　ゲル哲学にアブローチする仕方につき，フtイエルバッハを批判しているが，：のエ

　ンゲルスの指摘を教訓的にうけとめなくてはならない。批判するということは，切り

　捨てることではなく，乗り越えることでなくてはならない。同一の地平ないし次元に

　立っての，相互に切り捨て合うようなスタンスは，批判の名に1直するスタンスではな

　い。今後とも，私自身は，「切り捨てをための批判二をするのではなく，一乗り越

　える：ための批判をするように努力したいと思っている。

②　勝野充行「教員の教育権と労働基本権」（岐阜教職理論研究会1”教育労働法研究一

　教育労働法制度批判一』「教職理論研究」第1号，1977年）が援用している論稿は，

　すでに本文中で示したように数多くあり，相当に多方面から問題にアプローチしてい

　るのであるが，この論文のなかで論者がもっとも大きくとりあげているのは，芝田進

　午r労働の自由と労働運動」であるように思われる。私が，ここで以下，まずはこの

　芝田論文をとりあげて仔細に検討してみるゆえんである。

（3）芝田進午一労働の白由と労働運動」7J現代と思想」青木書店，1977年3月第27号，

　69へ一ジ。

（4）　同，52べ一ジc

（5）　「司，54ページ。

（6｝　同，54－55ヘージ。

（7）拙著r教育専門職の理論．：法律文化社，1976年。

（8）芝田・同上，57－58ヘージ。

（9）　同，58ページc

（10）拙著r教育専門職の理論g（法律文化社，1976年）の547－548べ一ジ参照。

（11｝なお，また，芝田説は同論文で「従来，「労働権」概念は，エンゲルスのそれもふく

　めて，労働法的概念としてせまく理解されてきているが，わたくしは，より包括的・

　根源的な全人間的本質にかかわる概念として理解したい。1（66ページ）といっている。

　私は，労働権の概念の内容に関して芝田説と同じ理解をしているけれども，なぜに労

　働法学が労働権の概念内容をせまく解しているか，その理由ないし必然性を踏まえた

　うえで一より包括的・根源的な」理解をしなくてはならないと思っている。労働法学

　がこれをせまく理解していることが誤っているとは，私は少しも思わない。ただ，教

　育労働法学等にとっては，せまく解することが誤っていると思っているだけである。
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t12，芝田・同上，58－－59・〈一ジc

⑬　同，59ページ。

働　搾取と労働支配＝労働指揮との関係の問題は，労働力という商品の購入と使用との

　関係の問題である。労働力商品を買い入れながら，その商品の自由な使用ができない

　となれば，買手はその商品を買うわけもないし，売手も売ることができない。したが

　って，賃労働関係は，契約関係と使用関係とからなり，自由な使用を基本条件に契約

　が成立するのだから，使用関係が契約関係成立の絶対的条件なのである。指揮関係を

　認めないというのであれば，当然，その労働力商品は資本＝使用者にとってなんらの

　使用価値もないのであるから，たちまち不要品となり，賃金支払の停止対象となって

　しまうのである。本質的にいって，指揮命令の自由下で労働者が労働するからこそ，

　搾取も可能となるのである。賃金制度というものは，一定の賃金・労働条件の保障の

　もとでならば，使用者の自由な指揮命令に服して労働するという，この2つのことを

　含み込んで成立しているのである。そして，賃労働者の賃金・労働条件の改善要求に

　資本が応ずることは比較的に容易なのであって，労働力商品を「より高く買う！こと

　になるだけのことである。ところが，「労働の自由」に関して譲歩するということは，

　それだけ自由な労働指揮権を制限される結果となるから，いうならば，「必要のない

　ものを買う」ことにもなるのである。なぜ契約関係での闘争に比較して勤務関係での

　田争が不可能に近くなるか，その理由はまさに以上の点にある、

　（3）　なるほど，経済学の方面においても，「賃労働過程における労働能力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
の発達二について，指摘がないわけではない。たとえば，松原昭『賃労働と社

会主義』（早大出岐部，1976年）などには，「労働過程は資本の支配する過程であ

り，資本の法則と資本の欲求が一方的に貫徹する世界である。」とする隅谷三

朝諭訓る労働過程論剛する批判がある．隅舗の瀕働躍の支配

的側面にっいての一面的強調に対する，極めて適切な批判になっていると思わ

れる。「賃労働の労働過程は，労働力を商品として購入した資本のための労働

として，資本の価値を増殖し，つまり剰余価値を生産しなければならないわけ

であるから，その労働過程はたしかに資本の支配する過程となるのであるが，

だがそれと同時に，このプロセスで賃労働は，社会の直接的な生産者として社

会的な人間にとっての使用価値をも生産しているわけである。そこで賃労働

は，この労働過程においてもこの歴史的社会における特殊な労働として剰余価
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値を生産する労働であると同時に，他面では普遍的な人間社会における労働と

して使用価値を生産する労働でもあるという二重の矛盾した性格をもった労働
　　　　　　　　　　　（3）
と規定されねばならない。」と，まず賃労働の二重性ないし二者闘争性を指摘

する。そして，「賃労働は資本のための疎外された労働ではあるが，それはや

はり，一面的に資本に購入された労働力の支出となるだけではなく，賃労働者

の主体的な実践として使用価値を生産し，賃金労働者自らをも発達させうるの
　　　（4）

である。」という。賃労働は，剰余価値を生産するかぎり被疎外労働ではあり

ながら，使用価値を生産するかぎり賃労働者人間が自己の労働能力・人格を発

達させる契機を含んでいるというわけである。賃労働過程は支配的側面におい

て人間疎外の過程でありながら，副次的側面において人間発達の過程であると

いうこの指摘に，私も異論はない。ただ，注意しておきたい点は，賃労働過程

における人間の発達には所詮は超えられない限界があることを明確に透視して

おくことであって，この可能性について幻想的に理解してしまわないことであ

る。だから，松原説は，「したがって賃労働は，この労働過程をもっぱら資本

の法則と資本の欲求が一方的に貫徹する世界としているわけではな」いとして

隅谷説を退けながら，「労働日を含めた労働諸条件をめぐっての労働権を資本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
家と交渉し，またそれを拡大・強化するための闘争を展開することになる。」

と指摘しているが，まことに妥当な指摘だと思う。労働諸条件の改善をめざす

闘争をま正面に押し出していて，それ以上の労働内容変革の闘争など，無理に

押し出すことをしていないからである。

　なお，松原説のなかに，つぎのような箇所がある。

　「資本主義社会においては，賃労働が資本主義的商品を直接的に生産する。

そこで賃労働者は，彼等が直接に自らの労働によって生産する商品の使用価値

の内容に疑問をいだき，賃労働者の労働が，資本主義社会における社会のあら

ゆる使用価値を自ら生産していることを自覚しうるにいたる。したがって，賃

労働は社会のあらゆる使用価値を生産する自らの労働力を，商品として生産さ

せようとする資本にたいして，自分たちで意識的に再生産しようとする。その
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場合，賃労働の労働力は，賃労働者の生活過程をつうじて再生産されるわけで

あるが，それは必ずしも賃労働の消費生活過程だけに限定されているわけでは

ない。労働力商品の消費過程である資本の生産過程においても，賃労働は，資

本の管理のもとでの制限を強いられながらも，なお彼等の労働生活過程におい

て労働力を発達させており，少なくともそのために資本との闘争をおこなって
　　（5）

いる。」

　賃労働者は，一般に，消費生活過程で労働力を再生産しているだけでなく，

労働生活過程＝賃労働過程でも労働力を発達させており，まさにそのために

「資本との闘争」をしているという指摘であるが，「労働能力の発達をめざす資

本との闘争」という命題の内容を，あまりに素朴かつ単純に理解してはならな

いと思う。賃労働者が賃労働過程で一定程度まで労働力を1発達させているこ

と，そのことが賃労働者に内在する強烈な人間的欲求に起因するものてあるこ

と，これらのことは疑いのないところである。しかし，労働力を発達させるた

めの資本との闘争というのは，むしろより基本的・具体的には，労働諸条件の

改善（労働日・労働時間等の短縮）のための闘争を指すのであって，後者の闘

争の成果が労働能力を発達させる機会をも与えるから，その意味で後者の闘争

を前者の闘争としてもとらえることができるのである。さもなければ，前者の

闘争は「生産性向上を目的とする『闘争』」となり，闘争の名に値しない「闘

争」となってしまうからである。資本による労働管理がとかく労働密度をより

いっそう高めて労働強化＝相対的低賃金を生みだすから，闘争の重点は一労働

管理との闘争」に置かれることにならざるをえないのであり，所与の労働をよ

り合理的にすすめる技術・技能の習得は，そのまま闘争課題となるとは思えな

い。価値増殖過程と労働過程との統一ということが，併列する「2つの側面の

対立の統一と闘争，相互浸透：というような内容では，けっしてとらえられて

はならないと思う。支配的・決定的な側面こそ，つねに前者の過程だからであ

る。

　ごく一般的にいって，「賃労働過程とはいったいどんな内的構造をもった過
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程であるか」という問題にたいして，マルクス経済学者たちがどんな解明を与

えているか，私自身は，この点にも大いに興味をもっており，自分なりに関係

する文献を集めて研究の準備をすすめてきているが，結果的には，労働法学の

いう「『経済的従属』と『人格的従属』とで成立し，前者が後者成立の基礎に

ある」という論理が，マルクス経済学者たちの賃労働論，賃労働過程論，賃労

働者論，等々のなかでさらに確認されることになるだろうと予測している。

　時期をみて，教育労働法学の角度から，それについての私の研究成果を発表

してみることにする。

　（1）勝野充行ご教職員の：労働者性9等と労働基本権」岐阜教職理論研究会二教育労働

　　法研究の方法論一その現代的課題性の定立一」1976年，所収論文，参照。

　（2）隅谷三喜男「労働経済の理論』東京大学出版会，1976年，49ページ、

　（3）松原昭「賃労働と社会主義』早大出版部，ユ976年，23－24ページ、

　（4）同，24ページc

　（5）　同，77－78ヘージ。

　今後の研究・執筆等の計画。いましばらくは‘一教育労働裁判の判例分析一をしなくて

はならないけれども，かねてから未完成論文のままでおいてあるものにご特別権力関係

論の批判！がある。したがって本論集に逐次整理しながらこれを発表していって，それ

でこのご教育労働法学一学説・判例の研究　　」を終えたいと思っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1978・3・31）

　　　　　　　〈誤植訂正〉

教育労働法学一学説・判例の研究〔2：－

　　200ページ（論集・前号192ページ）

　　註〔4M　1行目
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